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令和８年度 

大阪市予算編成に関する要望 
 

令和７年12月19日、大阪市会の大阪維新の会、公明党、自由民主党・市民クラブ、自由民主党・

国民民主党・市民とつながる・くらしが第一、日本共産党の各会派は、令和８年度の予算編成に関

する要望を市長等に対し行いました。 

以下、各会派の要望書を紹介します。 

◆大阪維新の会大阪市会議員団 

令和８年度大阪市予算編成及び政策要望書 

 

本市財政を取り巻く環境は依然として予断を

許さない一方で、大阪の持続的な成長と市民生

活の質の向上に向けた挑戦を、着実に進めてい

かなければならない。本市財政は、これまでの

市政改革の取組成果や、市税収入の堅調な推移

により財政健全化が進み、市債残高の着実な減

少により各種財政指標も改善が続いていることは高く評価する。 

一方で、「今後の財政収支概算（粗い試算）（令和７年２月版）」では、試算期間を通じて収支不

足が見込まれ、試算期間の後半には収支不足額が拡大する見込みである。加えて、近年、障がい者

自立支援給付費や生活保護費をはじめとする扶助費の増加が続いており、今後さらなる物価、賃

金、金利の上昇も見込まれることから、財政状況は予断を許さない。引き続き、収入の範囲内で予

算を組むという原則にのっとり、市債残高の適切なマネジメントにも取り組みながら、たゆみない

市政改革を進めていくことが求められる。 

市長はこれまで、「挑戦」をキーワードに、誰にとっても暮らしやすく、成長・発展を続ける大

阪の実現に向けて、市政運営を進めてこられた。特に、大阪の未来を担う子どもと子育て世帯への

重点投資をはじめ、府市一体での戦略的な施策推進により、大阪の成長をさらに加速させていくと

の方向性は、我が会派がこれまで訴えてきた考え方とも軌を一にするものである。 

また、2025年大阪・関西万博の成果を一過性のものとせず、SDGs先進都市の実現、ゼロカーボン

社会への転換、ヘルスケア分野をはじめとした新たな産業創出など、万博で得られたソフト・ハー

ド両面のレガシーを将来に引き継いでいくとの考えが示されてきた。万博閉幕後は、大阪の次なる

成長戦略であり、万博後の持続的な成長・発展と、市民の暮らしの向上に向け、大阪が進むべき道

を示す指針（成長戦略）として策定された「Beyond EXPO 2025」に沿って、大阪の経済成長や都市

機能の充実を図り、Well-Beingな副首都・大阪に向けた動きをより一層加速化させることが求めら

れている。 

さらに、府市一体で進めてきた成長戦略や、夢洲を中心としたまちづくり、IRを含む国際観光拠

点の形成についても、大阪全体の発展と市民利益につながるよう、着実かつ丁寧に進めていく必要

がある。その際には、国から示された課題に真摯に対応するとともに、依存症対策をはじめとする

市民の安全・安心を守る取組を不断に強化していくことが不可欠である。 

大阪は今、万博を経て、副首都としての役割を現実のものとし、10年先、20年先を見据えた持続

的な成長と、誰もが住み続けたいと感じられる都市を実現していく重要な局面を迎えている。その
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ためには、子育て・教育への投資をはじめ、人への投資と都市への投資を的確に行い、府市一体で

成長を生み出し、その果実を市民サービスの充実へとつなげる好循環を確立していくことが重要で

ある。 

以上の認識のもと、令和８年度予算編成にあたっては、市長がこれまで示してこられた方針を着

実に具体化するとともに、万博後の新たな成長段階を見据えた施策を明確に位置づけることを強く

求める。我が大阪維新の会大阪市会議員団は、市民が将来に希望を持てる大阪の実現に向け、必要

な政策の実行を期して、以下のとおり要望する。 

 

Ⅰ．持続可能な自治体運営のため（市政改革） 

（１）行財政改革 

  ①財政改革 

   これまでの市政改革の取組により、財政健全化が進んでいるものの、「今後の財政収支概算

（粗い試算）（令和７年２月版）」では、試算期間を通じて収支不足が見込まれる。また、金

利や物価・賃金が上昇していることに加え、税制改正の内容が今後の収支へ影響を与える可

能性があり、財政状況は予断を許さない。このような状況においても、大阪市が持続的に発

展していくためには、たゆみない市政改革により維持管理コスト削減に取り組むとともに、

市税収入を高めるような積極的な経済施策を大阪全体で行う必要がある。また、中期的な財

政収支の見通しを持ち、収入の範囲内で予算を組む、予算の編成過程の情報を公開し透明性

を確保する、といった原則にのっとり、健全で規律ある財政運営の確保を図られたい。 

  ②未利用地の活用 

   未利用地については、引き続き計画的な売却を進めるとともに、将来の行政需要を見据えて  

留保財産とする土地については、総合的な判断により選定すること。また、売却に長期間を  

要している土地に関しては、原因の分析に加えて、状況に応じた個別の対応を行うなど早期  

の売却に向け取り組むとともに、積極的な暫定利用も進めること。 

  ③未利用施設処理及び地域再生 

現在、市有施設において、当初の建築目的での供用が廃止されており、活用方針が未定のも  

のは、未利用施設として整理すること。また、未利用施設の閉鎖後も諸経費を要しながら放 

置されている状態を止めるよう対策を講じること。加えて、地域の実情・ニーズに応じて、 

区長マネジメントのもと地域の活性化を図ること。 

④区庁舎等の公共施設の適切な維持管理・更新 

公共施設のあり方については、全市的なアセットマネジメントの観点を持ち、部局横断による  

効率的な施設運営を行うことが重要であり、区庁舎を含めて、今後老朽化する本市施設に関し 

て、時代に合った変化に対応しながら、持続可能な施設マネジメントを推進すること。また、 

施設の複合化により新たな余剰地を生み出すなど、一層踏み込んだ市有財産の有効活用を検 

討すること。特に、区庁舎の建替えについては、早期の完成に向けて、工程管理の体制の強化 

すること。 

⑤市債残高の削減 

令和６年度末で１兆 9,978 億円ある一般会計の市債残高について、金利が上昇していること

からもさらなる残高の抑制を行い、将来世代に負担を先送りしないため、「実質市債残高倍

率」の目標を上回らないよう、適切にマネジメントを行うこと。 

⑥未収金対策 

国民健康保険料の収入確保は、財政面だけでなく被保険者間の負担の公平性を確保する観点

からも重要であることを踏まえ、預貯金電子照会システムの導入などにより業務効率化を図

るとともに、区と局が一体となり、より一層の収納対策強化と適切な債権管理の徹底を図る

こと。また、その他の生活保護費返還金などの未収金についても、中期目標を定めてしっか  
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りと取り組まれているが、区と局の連携を強化し、さらなる未収金残高の削減に向けて収納

対策に取り組むこと。 

⑦特定調停団体への関与見直し 

特定調停を経た団体について、経営の自立化を一層促すとともに、市の関連支出の不断の見直  

しを図ること。 

⑧収納事務の見直し 

現在、各局で行っている収納事務を整理するとともに、全市横断的な収納システムを構築し、

コンビニやカード払いなどの促進及び市民の利便性向上を図ること。収納事務のＤＸを推進

し、市税事務所の集約化を一層進めつつ、未収金の縮減に努めること。また、住民票・戸籍関

係証明書の交付における郵送請求での手数料を、士業からの職務上請求も含めてキャッシュ

レス化を着実に進めること。 

⑨豊かな地域コミュニティの形成 

コミュニティを取り巻く課題が多様化・複雑化する中、町会・自治会の本来の意義を改めて市  

民に発信し、住民のみならず地域企業も含めた共助の仕組みづくりを推進するとともに、既存 

の枠組みにとらわれない多様な方策を講じて地域活動の活性化と豊かなコミュニティの形成 

づくりを進めること。 

⑩新・市政改革プランの確実な遂行 

令和６年に作成された新・市政改革プランを確実に遂行し、2040年問題を念頭に、「大阪市 

ＤＸ戦略」「大阪市働き方改革実施方針」「区政がめざす姿」の進捗確認をしながら全てを連 

携して推進させる等による全庁横断的な改革を行い、業務コストの縮減と市民サービスの向 

上を急ぐこと。 

（２）行政機構改革 

①経営形態の抜本的見直し 

大阪市は他都市と比較して現業職が多いという構造的特徴がある。今後は、民間で実施可能な 

業務は積極的に民間へ移行し、役所は民間で対応できない領域に集中するという原則に立ち 

返るべきである。また、大阪府全域で行う方が効率的となる業務については、本市が単独で担 

う必要はない。 

この観点から、現業部門についても民間委託を含めた経営形態の抜本的見直しを進め、聖域な  

き改革を実現すること。これにより、市民サービスの向上、職員人件費の削減、不要資産の売 

却による財源の創出等を図ることを強く求める。 

②指定管理者制度の実効性向上と競争性の確保 

これまで導入してきた指定管理者制度について、近年の公募では１者応募が増加し、民間の競 

争性が十分に発揮されていない状況が見られる。 

民間の創意工夫が活かされ、市民にとってメリットが最大化されるよう、競争性と効率性が担 

保される制度運用へ改善を図ること。 

③水道事業への新たな経営手法導入の検討 

安心・安全な水道事業運営を行うため、事業の持続性及び公共性を担保することを前提とし

て、海外を含めて他都市の事業運営手法を調査し、水道料金の値上げを行う前に経営の効率

化に向けてより大規模水道事業体に合った官民連携手法の検討を行うこと。 

④ごみ収集業務の民間化 

ごみの収集業務の民間化を普通ごみも含めスピード感をもって進めるとともに、収集業務の 

担い手となっている許可業者数の拡大や入札参加資格要件の緩和など、より競争性を高める 

手法を取り入れ、ごみ処理にかかる経費を削減し、サービスの向上を図ること。また、ごみ減  

量施策を着実に実行しつつ、事業系と家庭系で分けた目標を策定し、現況に鑑み適正なごみ処 

理体制の構築や、必要に応じた計画・目標の見直しを図ること。 
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コミュニティ回収の対象となるごみは引き続き民間事業者へ委託するとともに再資源化の売 

却益を基に地域活性化と費用抑制を図ること。 

⑤保育所・幼稚園の民営化 

民間からの参入意欲を増すために、柔軟かつ利用者目線に立った運営提案を取り入れて民営 

化を進め、幼児教育の充実、待機児童の解消、子育て・福祉サービスの向上を図ること。特に、 

公立保育所の民営化については、令和４年３月に策定した「公立保育所民営化推進計画」に固 

執することなく、柔軟な手法を取り入れ、全市的な課題として着実に民営化を進めること。 

また、保育所の調理員の民間委託化など、できるところから民営化を進めること。 

幼稚園は民営化が進んでいないことから、少子化による利用率の低下から定員数が満たない 

園は統廃合を進めるとともに、幼保連携を進め認定こども園などの手法を用いながら早急に

対応すること。 

⑥ブロック化による効率的な行政運営 

市民サービスを拡充していくための最前線にいる区政をさらに前に進めるため、区ＣＭ事業

については、行政区のブロック化を用いながらその見直しと拡充を行い、必要な権限・予算

を拡充するとともに、本市としてブロック単位で各エリアに効果が発揮される体制を整える

こと。 

また、ニアイズベターの一層の実現に向け、市内一括で行なっている施策及び事業について 

も、ブロック化の手法により縦割り行政の弊害をなくし、エリア毎の住民ニーズに寄り添う

体制を構築するとともにより効率的な行政運営に努めること。 

あわせて、現在、局ごとに異なる既存のブロック割りについても、区長をトップとした地域マ 

ネジメントが一層効果的となるよう、各ブロックにおける編成区の統一を図ること。さらに、 

令和６年度中に策定したロードマップに基づき、これらブロック化の体制については、市長の 

任期中にその効果が発動するよう取り組むこと。 

⑦公務員制度改革 

公務員に対する市民の信頼を高め、市民のための組織に変えていくため、下記の項目にあげる  

公務員改革をより一層断行されるよう要望する。 

⑧要員計画 

ＤＸの推進や行政事業の効率化を見据え、職員数の適正配置を着実に進めること。 

また、職員数の削減方針に沿って、役職ポストについても削減目標を設定し、計画的に見直し  

を行うこと。 

現業職員については、技術・ノウハウ継承の観点から採用を再開しているが、そもそも業務を 

直営で担う必要性の有無を含め、今後の要員計画を慎重に検討すること。 

あわせて、定年退職者の増加が見込まれる中で、専門技術が途切れることなく確実に継承さ 

れ、業務が停滞することのないよう、計画的な人材育成と配置管理を強化すること。 

不足する技術職については、局単位の配置にとどめず、本市全体の施設計画を一体的に遂行で 

きるよう、専門人材を集約的に運用できる仕組みを構築すること。 

また、早期退職制度等も適切に活用し、定めた削減目標の達成に向けて、組織運営の効率化を   

確実に進めること。 

⑨採用・人材交流・評価制度改革 

市政運営の一層の質の向上のため、職員の資質・能力に基づいた適材適所の配置及び人材育成  

を行い、能力がより高く発揮できるよう努めることが重要である。また、幹部公務員について  

は、年功序列ではなく、市内外、公務員内外を問わず、やる気と能力のある者を積極的に登用  

する必要がある。その観点から、改めて所属長ポスト等について広く内外から公募するととも 

に、さまざまな職階における外部人材登用の検討など、国・府・市さらには官民の積極的な人  

材交流による組織の活性化をより一層図られたい。また、令和６年度に見直された相対評価の  
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制度にあっては、制度が形骸化してしまわないよう、適合性・妥当性・公平性について透明化 

に努め、昇給・昇格・勤勉手当への反映等、メリハリのついた処遇を引き続き徹底することで 

職員の意欲向上を図ること。 

人材が不足している分野の技術職について資格手当や資格取得制度の見直しも含めて検討す 

ること。 

人事管理制度に関して外部の有識者を入れた検討委員会を設置し社会情勢に即して改革して 

いくこと。 

⑩人材育成 

本市に必要な人材を育成するため、本市が置かれている環境、技術革新の状況に応じて、研修  

内容の変更、ジョブローテーションの最適化を行うこと。特にＡＩをはじめとするＩＣＴ技術 

にあっては日進月歩であり、各局に任せるだけでなく、総務局とデジタル統括室にて丁寧に 

キャッチアップしたうえで、本市の業務に必要なスキルセットの明確化を行うこと。また、市 

全体あるいは各部局内で定期的に職員提案を募集するスキームなどを活用し、ボトムアップ 

型でもＤＸの推進に努め、先進的なＩＣＴ技術を有する民間事業者との積極的な人材交流、即 

戦力人材の戦略的な採用・交流等を進め、ＩＣＴを活用した新たな働き方を本市職員が実体験 

し、本市の業務のあり方を客観的に見直す事ができるよう努められたい。 

⑪働き方改革の着実な推進と実効性の確保 

職員の能力を最大限に発揮し、組織パフォーマンスを向上させるため、ワーク・ライフ・バラ 

ンスの確保、柔軟な働き方の導入、超過勤務の削減、業務プロセスの効率化を着実に推進する 

こと。 

特に、従来の働き方にとらわれない多様なワークスタイルが求められる中、策定された「大阪 

市働き方改革実施方針」に基づく取組を形式的な運用にとどめることなく、現場の実態と乖離 

することがないよう、制度の実効性を確保しながら職員の働き方改革を確実に進めること。 

⑫ガバナンス改革 

全体の奉仕者である公務員として、信賞必罰は必要である。適性を欠く職員、勤務成績不良の 

職員や適格性を欠く職員に対しては、職員基本条例に基づき懲戒処分・分限処分を厳格に実施 

することにより、組織の規律及び公務の適正な運営を確保し、度重なる不祥事などによって 

失った市民からの信頼を回復することに注力されたい。 

⑬効率的な業務執行体制の確立及び組織の再編 

新たな行政課題や住民の多様なニーズに対して、効果的かつ迅速に施策を実施するため、縦割 

りによる弊害が生じないよう、全庁的な連携や横串を意識した業務執行体制を再構築するこ 

と。 

⑭ＤＸの推進 

令和５年３月に策定された「Re-Designおおさか～大阪市ＤＸ戦略～」に基づく具体的な取組 

計画である「大阪市ＤＸ戦略アクションプラン」に毎年見直しをかけることでデジタル化の取 

り組みを弛まず増進させること。縦割りの弊害をなくすＤＸ戦略に特に注力し、局事業のみの 

進捗管理ではなく、局が保有するデータの横断的活用により、他局の事業への相乗効果の発揮 

など全庁的な最適化に取り組むこと。また、急速に進化する AI技術については、積極的な利 

活用とリスク管理を一体的に推進するため、ＣＡＩО（Chief AI Officer）の設置を含むＡＩ 

ガバナンス体制の整備に取り組むこと。 

⑮再就職規制 

ルールに基づき今後も適正に管理すること。 

⑯団体の削減 

外郭団体の指定を外れることによって市民生活に不利益が生じると合理的に認められるもの 

以外は、基本方針として全廃を目指すこと。 
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（３）日本の首都機能を支える大阪を目指して 

①副首都構想の実現 

令和７年10月20日の自民党と日本維新の会の連立政権合意書において、副首都法案を令和８   

年通常国会で成立させることが合意された。 

これまで、大阪市では、大阪府とともに、副首都ビジョンを策定し、府市行政の一元化や都市  

の経営効率の向上、大阪・関西万博などビッグプロジェクトを成功に導いてきた。ついては、

副首都法案の成立に向けて、時機を逃さず、国に大阪の声を届けること。 

②首都機能バックアップ 

副首都・大阪の役割である、非常時の首都機能バックアップを果たしていくため、令和８年 

の設置が予定されている防災庁の地方拠点が大阪に設置されるよう国に働きかけること。 

 

Ⅱ．にぎやかで活気あふれるまち大阪のため（成長戦略） 

都市機能を強化し、高機能な都市を目指すこと。国の「第２期スタートアップ・エコシステム拠  

点形成戦略に向けた基本的考え方」に基づき選定された「グローバル拠点都市」として、継続的 

にイノベーションが生まれる環境（イノベーション・エコシステム）の構築に向け、うめきたの 

知的創造拠点ナレッジキャピタルにおいて、世界から人材・資金・情報を引き込むグローバルイ 

ノベーション創出支援事業を推進すること。 

（１）イノベーションと新産業育成 

①大阪産業局の活用 

府市の中小企業支援の強みを融合した大阪産業局を中心に、大阪経済の発展のために活用す 

ること。具体的にはＯ－ＢＩＣとＪＥＴＲＯと連携して国内外の販路開拓や経営相談等の支 

援策に取り組むこと。 

また、今後大阪の更なる発展による経営基盤の拡大を見据え、近隣府県企業の大阪進出や税 

収効果も期待されることから、広域的な大阪府外への広報・周知を強化すること。 

②大阪・関西万博の跡地利用について 

万博開催地の跡地利用については、速やかな再開発に着手するためにマスタープランを策定 

し、撤去工事と再開発工事がシームレスにつながるよう努めること。併せて、万博を記念す 

る「公園・緑地等」として、大屋根リング約 200ｍを残置する方針が示されたエリアの整備 

にあたっては、大阪・関西万博の会場運営費の剰余金や国の交付金等の活用の検討、大阪府 

の負担、協力いただく個別企業を探すなど、財源の確保に努めること。また、万博跡地の夢 

洲第２期区域については、万博の理念を継承した国際観光拠点の形成を目指したまちづくり 

を着実に進めるとともに、大阪パビリオン跡地についても、隣接する大屋根リングの残置エ 

リアとともに万博のレガシーの魅力を発信できるように利活用されたい。 

③大阪公立大学による産学官の連携強化 

大阪公立大学について、産、学、官の連携をさらに強化し、「都市のシンクタンク」「技術イ  

ンキュベーション」機能を果たし、大阪の発展を牽引する「知の拠点」として、中小企業の技 

術革新やサービスの開発並びに新事業展開を促進すること。 

④大阪公立大学杉本キャンパス工学部の跡地活用 

大阪公立大学の学部集約により、杉本キャンパスの工学部が移転することに伴い、学生数が減   

少し、約２万㎡の跡地が生じる。地域経済の観点からも、大学と大阪市で協議を進め、跡地活   

用の方針を早急に示すこと。 

⑤ハイエンドなものづくりの推進 

中小企業などによる新たな研究開発プロジェクトの創出や、ものづくりを支援する体制の充

実などにより、大阪から付加価値の高い技術や製品を数多く生み出すことを目指すこと。 

あわせて、大阪ならではの魅力ある産品や技術を活かした 「おおさかもん」 のブランド価値  
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向上に向けた取組を支援し、地域発の高付加価値製品として国内外へ発信できる環境を整備

すること。 

これにより、大阪の産業競争力を高め、地域全体のイノベーションの創出につなげること。 

⑥成長分野への挑戦支援と新技術の社会実装の推進 

挑戦を促す支援の強化や、成長分野への参入の促進など、努力する企業ほど優遇される仕組み  

へ転換を図り、果敢に挑戦する中小企業を応援する制度を構築されたい。また、2025年大阪・

関西万博において実施された数多くの実証実験を検証し、その成果を大阪の成長分野におけ

る新技術の実装につなげること。空飛ぶクルマ等の次世代モビリティや、ライドシェアをは

じめとした新たなサービスモデルについても、規制改革や支援策と連動させながら、実装・

普及に向けた取組を着実に進めること。 

⑦商店街支援 

時代に即した商店街支援策を講じ、商店街活性化に向けた支援策を強化すること。 

（２）誰もが安心して暮らすことができる持続可能な都市の実現 

①スマートシティ 

ＩＣＴを活用した行政のデジタル化の取り組みを推進するとともに、住民生活の質の向上を  

実現するため、先端テクノロジーを活かした大阪にふさわしいスマートシティの実現を進め 

ること。 

②マイナンバー制度の活用 

マイナンバーカードが保険証や運転免許証等と一体化することで、市民の利便性が大きく向

上していることを踏まえ、カードを持つ意義について市民に十分周知するとともに、制度の

活用策をさらに検討し、市民サービスの向上を図ること。 

あわせて、個人情報の漏えい等を防ぐため、情報セキュリティの確保を徹底すること。 

また、希望するすべての市民が円滑にカードを取得できるよう、区役所と連携しながら引き続  

き着実に取り組むこと。 

③大阪城公園周辺地域（大阪京橋駅周辺、大阪ビジネスパーク駅周辺、森之宮周辺）のまちづ  

くりの推進 

「大阪城公園周辺地域まちづくり方針（2025年５月）」に基づき、東西都市軸の新たなヒガシ   

の拠点として、国際的な観光・イノベーション拠点の強化・形成に取り組むこと。大阪城東部  

地区では、大阪メトロ森之宮新駅と駅前空間を早期に実現し、民間活力の導入を図りながら、

観光集客・人材育成・商業・居住機能等の集積による多世代・多様な人が集い・交流する国際

色あるまちづくりに取り組むこと。京橋駅周辺では、ヒガシの玄関口として、コネクティブ

シティ実現に向けて進めて行くこと。 

④新大阪駅周辺地域のまちづくりの推進 

「新大阪駅周辺地域まちづくり方針（2025年６月）」に基づき新大阪駅エリア・十三駅エリア・   

淡路駅エリアを一体として捉え、世界有数の広域交通ターミナルのまちづくりをめざし、官民 

連携した取り組みを推進すること。特に、都市再生緊急整備地域に指定された新大阪駅エリア 

において、都市再生制度を活用した民間都市開発の促進に取り組むこと。 

⑤外国人高度専門人材等の受入拡大及び多文化共生に向けた取組 

外国人高度専門人材の意欲を高める環境整備など、「学ぶなら大阪」「働くなら大阪」と思わ  

れる都市を目指すこと。 

また、日本語の指導が必要な子どもたちの急増により地域の公立学校に過度な負担と混乱が 

生じていることから、日本語習得のための専門的な教育環境を整備し、地域の学校へは日常会 

話程度の日本語を習得してから在籍校へ通学する仕組みを整えること。合わせて、保育・医 

療・福祉分野の多文化共生も切れ目なく進め、地域住民との言語・文化の違いを分かり合える 

取り組みを地域の実情を把握する区長会で進めること。 
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⑥女性支援体制の強化と切れ目のない支援の推進 

女性が尊厳と誇りをもって生きることができる社会は、女性活躍や男女共同参画の前提とな

るものである。これまで整備されてきた相談体制や支援サービスを基礎に、困難を抱える女

性への支援を“つながる・続く”仕組みとしてさらに発展させ、相談・保護・自立支援を切れ

目なく提供できる体制の強化を図ること。 

あわせて、若年女性の孤立やＤＶ・性暴力、デジタル空間における新たなリスクなど、今日的  

な課題に対応するための予防的支援を拡充し、地域や関係機関との連携を強めながら、女性が  

安心して暮らし、自立した生活を築ける社会の実現に向けて施策を一体的に推進すること。 

⑦アニマルウェルフェア（動物福祉－犬・猫の理由なき殺処分ゼロ） 

ＯＥＣＤがアニマルウェルフェア（動物福祉）の指針を昨年一新したことで、企業のＣＳＲの  

一環としても認識されており、日本においてのランクはＡ-ＧランクのうちＥランクと低い。

人と動物とが共存できる豊かな生活環境作りのため、飼い主・販売主・市民の意識の向上、引

取数の削減、返還と適正譲渡の推進に関して具体的な目標を立て、その実行管理をした上、

犬・猫の理由なき殺処分ゼロを目指すこと。多頭飼育崩壊を未然に防ぐため、通報窓口の設

置及び解決に向けた支援を行うこと。飼い猫の不妊手術助成が適切に運用できるように取り

組むこと。地域猫の申請にもオンライン化を進めること。 

動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨に違反する悪質な動物取引業者やペットショップと 

いったペット産業関連業者に対して、適切な取り締まりを実施すること。 

さらに、殺処分の理由がある犬猫についても出来るだけ減らす取組を行うこと。 

あわせて国も取り組んでいる「ワンヘルス」の理念に基づき、次なる行動計画を立てること。 

⑧国際金融都市 

府市、経済団体など官民一体となり、国際金融都市の実現に向けた取り組みを進めること。国 

際教育に対応した教育機関の充実、投資家と企業をマッチングする仕組み作り、ビジネスネッ 

トワークの構築や情報共有のためのプラットフォームの整備に努めること。 

（３）都市基盤整備 

①脱炭素社会を先導する都市づくり 

電気自動車など次世代自動車の普及を促進し、また、快適で環境にやさしい建築物への誘導を  

行う制度を推進し、地球にやさしい都市づくりを目指すこと。 

事業者のＣＯ２排出削減の取り組みを積極的に支援する仕組みの構築や、啓発に努めること。 

②地産地消エネルギー政策 

民間資本を活用したエネルギー政策、地産地消のエネルギー政策を目指し、省エネルギーや再 

生可能エネルギー利用の促進を図ること。新エネルギーについても太陽光発電・木質バイオマ  

ス発電・水素エネルギーなどの導入を検討するとともに、市域における再生可能エネルギー増  

につながると期待されるペロブスカイト太陽電池の社会実装や市域に地下水が豊富にあるこ 

とを活かした帯水層蓄熱の導入拡大を行い地下水の再利用も国に求めるよう検討すること。 

③シェアリングエコノミーの促進 

シェアリングエコノミーを推進することで、高循環低廃棄の都市のトップランナーを目指す 

こと。日本語が読めないインバウンド旅行者や、ＩＣＴ機器の操作に不慣れな高齢者を意識 

し、ユーザーインターフェースの簡易化や、各事業者間での共通企画化を官民共同で進めるこ 

と。 

④大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの推進 

2030 年度に大阪湾への流入プラスチックごみ量を半減させるという目標の実現に向け、2025

年度を目途に施策の見直しが予定されている。これにあたり、「みんなでつなげるペットボ

トル循環プロジェクト」をはじめ、地域と連携して進めてきた資源循環の取組について、こ

れまでの実施状況や効果を検証し、今後の改善・拡充に結びつけること。 
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あわせて、海洋ごみの多くが陸域で発生していることを踏まえ、イベント等でのリユース食器   

の活用や使い捨てプラスチックの発生抑制など、陸域対策を強化すること。 

資源循環の取組と発生抑制策を一体的に進めることで、行政・企業・市民が協働して海洋ごみ   

削減を持続的に実践できる仕組みを構築し、大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの達成に向け  

た取組を着実に推進すること。 

（４）都市交通のグランドデザインの再構築 

①道路空間再編の取組 

大阪のメインストリートである御堂筋を、人中心のストリートへと転換するため、道路空間の  

再編に取り組むこと。あわせて、民間活力の導入を促進し、地域の賑わいを創出すること。世 

界ストリート会議で構築したネットワークや得られた成果を継続的に活かし、海外都市との 

連携を深めること。これにより、世界中から人や企業の関心を高め、御堂筋を核としてまち全 

体の活性化を推進すること。 

②都市交通としての自転車専用レーンの整備 

自転車は、本市における主要な都市交通の 1つであることから、本市のまちづくりにおいて 

は、「大阪市自転車活用推進計画」を重要な施策と位置づけ、独立した自転車専用レーンの整 

備やシェアサイクル等の利用ルールの徹底など、安全対策を着実に推進するとともに、ニーズ  

の高いエリアへの駐輪場整備を民間活用にて推進し都市魅力の向上に努めること。 

③ユニバーサルデザインとノーマライゼーションの一体的推進 

障がいの有無や年齢にかかわらず、すべての人が安全・安心・快適に移動できる都市環境を実 

現するため、公共施設・公共交通・道路空間のユニバーサルデザイン化を、これまで以上に計 

画的かつスピード感をもって推進することが求められる。 

特に、超高齢社会の進行により、今後増加する高齢者や移動に困難を抱える市民が日常的に利 

用しやすい環境整備は急務である。段差解消、視覚障がい者誘導用ブロックの整備、歩行空間 

の安全性向上など、道路空間のバリアフリー化を着実に進めるとともに、安全な道路空間の整 

備に向けてさらなる取り組みを進めること。 

これらの施策を「ノーマライゼーションの実現」という視点から総合的に進め、誰もが安心し 

て外出し、地域で自立した生活が送れる都市をめざすこと。 

④物流を支える高速道路機能の強化 

物流円滑化や住民の環境改善の観点から、大型運搬車両が既成市街地を通過することなく目 

的地までアクセスできるよう、都市のあるべき姿を見据えた広域的な道路ネットワークの形 

成に向けて府市一体となって、確実な整備を進められたい。 

⑤都市計画道路の早期着手 

「都市計画道路の整備プログラム（令和７年 10月）」を着実に進捗させるために必要な予算を 

確保するとともに、都市計画道路の整備に早期着手することで、交通の利便性や都市の防災性 

を高め、都市機能の向上を目指すこと。 

⑥道路・鉄道 

淀川左岸線（２期）及び延伸部整備による、ミッシングリンク解消等により、阪神都市圏の道 

路ネットワークの強化を目指すこと。また、踏切除却により、踏切渋滞、事故の解消など都市 

交通の円滑化及び市街地の一体化を促進するとともに、市内に残る踏切の安全性の確保、立体 

交差化なども進めること。 

「ＪＲ片町線・東西線 連続立体交差事業」により、ＪＲ京橋駅東側の踏切の除却や「南海高野  

線連立立体交差事業化」の推進により、交通アクセスの向上を図ること。 

ＯＴＳの鉄道事業部門については将来的な大阪メトロとの一本化も含めて検討を深め、駅舎 

リニューアルなども含めた一体的な都市開発に資する体制を模索すること。 

また、夢洲アクセス鉄道に関する検討にあたっては、夢洲における経済や賑わい効果を大阪一 
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円に波及させるために、舞洲や咲洲、大阪港など周辺地域含むベイエリアの発展と回遊性を見 

据えた鉄道アクセスとなるよう取り組むこと。 

⑦持続可能な地域交通の取組 

市民の移動の利便性向上のため、ＡＩオンデマンド交通や万博レガシーを活用した路線バス 

の自動運転にかかる社会実験を実施すること。なお、ＡＩオンデマンド交通においては車いす 

対応の乗降場所を増やすなど、バリアフリーに向けた取組を事業者と連携して進めること。ま 

た、現在社会実験中のいまざとライナー（ＢＲＴ）についても、継続運行に向けて取り組むこ 

と。 

（５）都市魅力向上 

①地域の既存資産を活かした都市づくり 

高齢化が進む都市の再生、地域の資源を活かした景観形成やまちづくりの促進など、中之島エ 

リアの整備は進んだことから、続いて天王寺周辺の既存の公的資産・民間資産を有効活用し、 

都市の活力を再生することを目指すこと。また、魅力ある都市環境の創出を目指し、緑の魅力 

あふれる美しく風格ある都市景観の形成や官民連携によるエリアマネジメントを推進すると 

ともに国内外へ戦略的な都市プロモーションに取り組むこと。 

②うめきたのまちづくりの推進 

うめきた２期区域における「みどり」と「イノベーション」の融合拠点の形成の実現に向け、 

比類なき魅力を備えた「みどり」を核とした多様な人材の集積・交流等によるイノベーショ 

ン創出とそれを支える基盤整備を 2027年度の全体まちびらきに向けて遅滞なく行い、工事費 

の管理も確実に行うこと。 

③なんば広場の魅力化 

なんば広場の本格的な活用が進む中、今後も周辺地域や運営管理主体と連携して、賑わいの最 

大化や魅力向上、安心・安全・清潔の維持などの取り組みを進めること。なんば広場と繋がる 

なんさん通りについては、東西の通りも道路空間の再編について検討を進めることで、なんば 

エリア全体の回遊性向上に努めること。 

④難波宮跡公園の魅力向上 

北部・南部ブロック共に、引き続き民間事業者と連携を図り、魅力発信・向上に取り組むこと。 

環境改善についても気を緩めることなく、対策が必要な場合は早期に取り組み、改善するこ 

と。 

⑤大阪ベイエリアの魅力向上と活性化に向けた戦略の策定 

これまで本市は大阪ベイエリアの魅力向上と活性化に向けて様々取り組んできたが、万博閉

幕後に予定されている２期のまちづくりやＩＲ開業など、夢洲における経済や賑わいをベイ

エリア内、さらには大阪一円に広げていく必要がある。当該エリア間の回遊性においても課

題となる多様な交通網の整備も視野に入れると、まずは夢洲を核とした大阪ベイエリア全体

が継続的に発展・成長していくことが重要である。大阪府市の港湾全体で考える物流機能の

強化策とともに、レジデンス、エンターテイメント、レジャーなど幅広い視点から、大阪ベイ

エリア内の各エリアにおける一層の発展と活性化に向けた取組みを積極的に進めるとともに、

エリア間における連動、連鎖も視野に入れた今後のベイエリアのまちづくりについて、BEYOND 

EXPO 2025 で明確な戦略を示すとともに、当該戦略に沿ったまちづくりを官民連携により推

進すること。 

⑥公園の適正な管理と官民連携による公園の活性化 

鶴見緑地・長居公園や靱公園などの大規模公園の活性化に向け、ＰＭＯなど積極的に民間の 

力を活用すること。また、市民にとって身近な中小規模公園についても、多様な官民連携手 

法を活用し、魅力向上や維持管理の効率化を図ること。 

⑦多様な遊具導入と機能分担による身近な公園の質的向上 
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多様な遊具の導入による魅力向上と、近接する公園の機能分担を進め各公園の特性を最大限 

に生かした再整備を行い、世代を問わず誰もが快適に利用できる身近な公園づくりの実現に 

向け、質的向上に資する施策を着実に推進すること。 

⑧道路等の適正管理 

放置自転車対策については、キタ・ミナミの繁華街対策として実施している放置自転車等総 

合対策の充実強化を図るとともに、放置禁止区域における自転車撤去については地域の実情 

に合わせリアルタイム撤去を導入するなど効率的な撤去を実施すること。放置禁止区域外に 

ついても猶予期間の短縮などの効率化を実施すること。また、保管所運営業務の効率化や附 

置義務駐輪場の適正指導を進めること。さらに、放置自転車対策の施策立案あたっては、Ｄ 

Ｘ技術を活用し正確な放置状況等の把握を行い、ＥＢＰＭアプローチにより、効果的な放置 

自転車撤去施策や駐輪場整備施策を進めるとともに、撤去保管料等のモニタリングを継続し 

適正な原因者負担を求めること。これら放置自転車対策の充実強化を進め、放置自転車のな 

いまちを実現されたい。放置自転車に加え、キタやミナミの繁華街においては、置き看板や 

テーブルや椅子などで道路が塞がれており、歩行者が車道を通行する状況にあり大変危険で 

あることから、通行環境の改善に向けて強化した取組を行うこと。 

⑨組織横断的な空家対策 

空家等対策計画に基づき、組織横断的な空家対策の取り組みを推進すること。特に、リスクの 

高い地域を優先した積極的な調査を行い、特定空家及び管理不全空家の指定を進め、空家の利 

活用を促進すること。また、組織横断的な連携により、所有者不明空家の解消を推進すること。 

⑩市営住宅のあり方の見直し 

従前どおりの建て替え手法ではなく、子育て世代へのアプローチも踏まえて、大阪市内の空家 

状況について総合的に計画し、将来の人口推計に対応出来る戸数の計画を立て実施すること。 

現地建て替えだけではなく集約化の方向で進めること。市内中心部の募集倍率が高い場所に 

ついては世代間交流を図るためにも、子育て層に対して定期借家制度などを用いた新たな取 

り組みを行うこと。また、募集倍率が著しく低い空き住戸については、災害対策・防災をはじ 

め地域の安心安全、さらには地域コミュニティの活性化に繋がる有効活用に努めること。 

⑪斎場・霊園・葬祭場 

斎場について、「大阪市立斎場整備事業基本構想」に基づき計画的に整備を進めるとともに、 

社会情勢等の変化等を引き続き注視し、安定的かつ効率的な運営に取り組むこと。 

霊園、葬祭場についても、本市全体施設の規模を鑑みて将来の都市の姿などを見据え、運営の 

あり方を検討し、集約も含めて見直しを行うこと。 

⑫ミナミエリアの環境改善 

ミナミエリアの環境改善に向けて検討会議が立ち上げられたことを踏まえ、放置自転車、はみ 

出し看板、ごみ問題、路上喫煙や喫煙所の設置、客引きなど、地域課題に対して短期集中的に 

効果を上げ、取組を進めること。 

これらの課題解決にあたり、地域の負担軽減を図りつつ関係者と連携し、全庁をあげて取組を 

加速させること。 

その上で、ミナミエリアを持続的に美しく快適なまち、誰もが安心・安全に過ごせるまち、世 

界に誇れるまちへと発展させ、ミナミから大阪の魅力を発信していくこと。 

（６）観光集客都市 

①国際エンターテイメント・コンベンション都市の創出 

夢洲における国際的なエンターテイメント機能やＭＩＣＥ機能を持つ国際観光拠点の形成に 

向け、多くの集客や高い経済波及効果が期待できる、統合型リゾートの計画を含めたまちづく 

りを促進し、世界最高水準のエンターテイメント・コンベンション都市を目指すこと。 

②関西観光ポータル化の推進 
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大阪の観光魅力の向上を図るとともに、関西各地の観光資源を活かした観光ルートの開発な 

どを行い、大阪が海外からの観光客の「玄関口」となることを目指すこと。また、外国人旅行 

者等に対応するため、観光案内表示をはじめとした多言語対応の充実など受け入れ環境整備 

に取り組むこと。 

③大阪市域全体のＷｉ－Ｆｉ化 

電気通信事業者に対する公共施設の空間開放を積極的に行い、大阪観光局や民間事業者と連 

携を図り、市域におけるＷｉ－Ｆｉ設置の拡大と通信環境の改善に取り組むこと。 

④水都大阪として観光拠点の活用 

ベイエリア、水の回廊等河川を観光集客の拠点として官民一体で舟運を活性化すること。水辺 

の魅力向上とともに、運輸部門の脱炭素化に寄与する船舶の電動化を後押しするための環境 

整備を推進すること。 

⑤客引き禁止の更なる取組 

キタ地区・ミナミ地区・北新地地区・京橋地区の客引き行為等の一層の適正化を図ること及び、 

状況に応じて、客引き行為等適正化重点地区の追加を検討し、重点地区での客引き行為が深刻 

な地区においては禁止地区に向けた協議を地域と進められたい。 

また、重点地区、禁止区域において追加の際には、既存エリアの巡回・指導等が維持できるよ 

う、客引き行為等適正化指導員（警察ＯＢ）を適正配置し、22時以降の対策について、民間 

活力を導入するなど対応すること。 

⑥インバウンドを想定した帰宅困難者・安全対策 

インバウンド旅行者が、災害やテロから安全を確保するための対策と帰宅困難が発生した場

合の備蓄品や施設の計画を行うこと。また、それらの対策を多言語で表示することができる

よう旅行者の安全確保に努めること。 

⑦路上喫煙禁止の実効性確保のための対策強化 

市内全域での路上喫煙禁止の実効性を確保するため、引き続き啓発指導体制を強化するとと 

もに、適切な分煙環境を維持するよう努めること。 

公共施設に関しては、誰もが利用できる屋上等に健康増進法で定める特定屋外喫煙場所の設 

置を進めることにより、整備促進をはかること。 

地域特性や建築物の用途に応じて民間が喫煙所を設置しやすい仕組みづくりを進めるととも 

に、指定喫煙所以外での路上喫煙、ポイ捨ての増加が起きないよう、令和７年度の検証結果を 

踏まえ、地域の実情に応じ、必要な対策を講じること。 

財源については、本市が受け入れる地方たばこ税の活用も十分考慮すること。 

⑧文化都市の確立 

文化振興を施設等の箱モノ建設や整備だけと捉えるのではなく、大阪全体で芸術家等が活動・ 

発表できる場を多面的に提供することを目指すこと。 

大阪国際芸術祭の開催などさらなる魅力づくりに向け、具体的な計画の策定に着手すること。 

ＩＲ事業者とも連携して、2030年の開業までの間に、大阪を本拠地とする新たな文化芸術コ 

ンテンツの開発に取り組むこと。 

⑨スポーツ振興 

令和４年に改定した「第２期大阪市スポーツ振興計画」に基づく施策を推進され、スポーツに 

よる健康・生きがいづくり、スポーツによる持続可能で活力あるまちづくり、人と人がつなが 

るスポーツコミュニティづくりを図ること。 

世界的な大規模スポーツイベントの誘致や、舞洲スポーツ振興事業をはじめとするプロス 

ポーツチームとの連携、eスポーツをはじめとした新たなスポーツの推進等、子どもや市民に 

スポーツへの機運を高めるような施策に取り組むこと。 
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Ⅲ．安心できる生活のため（住民生活） 

（１）学校教育及び幼児教育 

①教育振興基本計画の推進 

大阪市教育振興基本計画の推進にあたっては、大阪市教育行政基本条例及び大阪市立学校活 

性化条例の趣旨を踏まえ、校長のマネジメントの下で教員が切磋琢磨して特色ある教育を進 

められるよう引き続き改革を推進し、これからのグローバル社会で求められる自立した人材 

が育成できるよう、英語教育やプログラミング教育など多様性を踏まえた教育の充実を図る 

こと。また計画の実現にあたり、明確な達成指標の設定、進捗状況のモニタリング、未達成事 

項の課題発見等、取り組み状況を適時開示していくこと。 

②教育行政の分権化 

区長、校長、保護者・地域と連携し、地域の教育課題を地域で解決できる教育行政の分権化を 

一層推進させること。また、教育委員会事務局の４ブロック化においては、きめ細かい現場へ 

の支援を引き続き推進すること。 

教職員の人事に関しては、総合教育センターの機能を十分に活用した上で、ブロックの意向を 

反映できる人材育成や人事政策を構築すること。 

③教育無償都市大阪の実現に向けたさらなる取組 

物価高騰や教育費の上昇を鑑み、これまでの給食費無償化に加え、学習指導要領に基づく教育 

活動を判断基準として、宿泊行事や教材費など、保護者負担となっている学校関係費につい 

て、可能な限り無償化を進めること。 

④不登校対策 

不登校にならないための施策として、日常的に相談・支援が受けられる体制を強化し、児童生 

徒が不安やつまずきを抱えた段階で早期に芽を摘み、安心して学び続けられる環境を整備す 

ること。また、学びの多様化学校の検証を進めるとともに、その教育成果において、児童生徒 

の生きる力を養うことを前提にした柔軟な教育方法については、すべての児童生徒が自らの 

価値観に沿って自分に合ったものを選べるよう、公教育の多様化を進め各区における魅力あ 

る教育環境づくりに努めること。 

加えて、現に不登校となっている生徒に対してはスペシャルサポートルーム等の拡充を図り、 

なお登校が困難な児童生徒に対しては、ＩＣＴを活用したオンライン教育を含む教育のセー 

フティネットを構築すること。 

⑤学校における多職種連携による包括的支援体制の強化 

子どもたちを取り巻く課題が複雑化・多様化する中で、いじめ、不登校、ヤングケアラー、家 

庭環境の問題、SNS等に起因するトラブルなど、学校現場が抱える支援ニーズは年々大きく 

なっている。こうした状況に対応するため、心理・福祉等の専門職が連携して支援にあたる体 

制の強化が、これまで以上に求められている。 

これを踏まえ、スクールカウンセラーが自殺リスクの早期発見や心理的ケアに十分な時間を 

確保できるよう、配置数や役割の強化を図ること。 

あわせて、家庭・福祉領域の課題に対応するスクールソーシャルワーカーの常勤配置モデルを  

検証し、必要な学校への段階的な拡大を進めるなど、教職員と専門職が連携して支える“チー 

ム学校による包括的支援体制”を構築すること。 

これにより、課題の早期発見・早期支援につなげ、すべての子どもが安心して学べる環境を一 

層強化すること。 

⑥いじめ対策 

教育委員会の責任においていじめ対策に対する最新の知見を不断に収集し、発見・認定及び対 

応をとるための科学的根拠のある取り組みを全学校園で行うよう徹底を図ること。特にいじ 

めの発見や対応に関しては、児童・生徒のコミュニケーション環境の変化も鑑み、「教員が見 
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つける」ことの限界も直視した上で、ＩＣＴの活用やＳＮＳを活用した継続的ないじめ相談体 

制を構築するなど、より実効性の高い手法を柔軟に取り入れること。 

⑦校長公募 

校長を積極的に内外から広く公募し、引き続きマネジメント能力が高い人材の登用を図るこ 

と。あわせて、学校の組織マネジメント体制の確立と、管理職の負担軽減を目指し、副校長、 

教頭補佐（首席）、教頭補助の設置拡大を図ること。 

⑧人事評価の制度構築 

市立学校における教員の任用について校長の意見を反映させることができる制度を構築する 

こと。また、人事評価については、優秀な教員の確保につながり、納得性の高い評価制度とな 

るよう、引き続き人事評価の結果を給与及びその他の処遇に反映させることを前提にメリハ 

リの効いた評価制度の運用を図ること。 

ＩＣＴを活用した授業を効果的に行えるよう教員への支援体制の強化を図ること。 

⑨教員が授業に専念できる体制づくり 

中教審答申をベースに校務分掌の見直しを進め、真に教員がやるべきもの以外の業務は委託、

または廃止するなど、教員が授業に専念できる体制を整えること。保護者対応などを専門家

に相談できる仕組みも構築すること。 

校務支援におけるＤＸ化のさらなる充実を図ること。 

⑩教育現場における様々な危険回避のためのリスクマネジメントの強化 

学校事故の回避に向け、学校事故の発生状況・発生率等の分析を行った上で、リソース投資の 

最適化の観点をもって事故防止対策を行うこと。事故発生事案・対策効果を全市的に共有・蓄 

積し、リスクマネジメント力の強化のための研修の充実を図ること。 

⑪全国平均を上回る学力・体力の実現 

低迷する大阪市の学力状況の原因を把握すると共に、その解決に努めること。 

全国学力・学習状況調査等を基準に、将来の目標として、全国平均を上回る学力・体力の定着 

を見据えた計画を策定し、年度毎の数値目標に対してＰＤＣＡサイクルを確立することによ 

り、全ての子どもたちに質の高い教育の提供を行うこと。 

⑫多様化するニーズに対応した公教育の実現 

グローバル人材の育成や、探究型学習の深化など、児童生徒・保護者の多様なニーズに応える 

ことができるよう、幅広い選択肢の中から自分にあった教育を選ぶことのできる公教育の実 

現を目指して、小中学校にも公設民営の手法が可能となるよう国に法改正を求めるとともに、

現在の子どもたちへの選択肢を保証する観点から、現行の制度において実現可能な公設公営

学校として特徴ある教育を実施する小中学校を早期に整備すること。 

⑬ＩＣＴ教育 

小中学校の児童・生徒に対して整備したＩＣＴ端末について、学用品のように使用させるとと 

もに、児童生徒の学力の向上のために、 授業における学習支援、自宅等においての学習支援 

ソフトの利用、予習・復習としての授業動画の活用を進めるとともに、保護者、児童・生徒、 

学校との連絡利用等の実施、災害時等における連絡網を構築するなど、ＩＣＴ機器の利用を最 

大限に図ること。ＩＣＴ端末の調達の際にはメンテナンスも含めて最適なものを選択し、管理 

の手間についても教員に負担をかけないこと。 

知識伝達はできる限りテクノロジーを活用しラーニングマネジメントの導入などによって個 

別最適化に努め、児童・生徒一人ひとりとの時間をより多く確保できるようにすること。 

一人一台のＩＣＴ端末を活用した学びを進めるため、教員が日常的にＩＣＴを効果的に活用 

した授業の実践ができるよう、研修などのサポート体制を充実させること。 

⑭情報リテラシー教育 

児童・生徒が Society5.0の時代を生き抜いていくために、教材開発や指導支援について民間 



 

令和８年度 大阪市予算編成に関する要望 

 

15 

 

事業者にも協力を求めながら、小学校の低学年からの発達段階に応じた系統的な情報モラル 

教育や情報リテラシー教育の推進を図ること。 

⑮生きる力を育む「性に関する指導」の充実 

令和７年度の各学校での状況を総括するとともに、子どもたちに９年間のカリキュラムが必 

ず実施されるよう枠組みを構築すること。また、教員の理解と意識の向上に努めるとともに、 

外部講師の活用にも積極的に取り組むこと。 

⑯学校図書館の機能強化 

学校図書館の機能強化及び蔵書の充実を図り、児童・生徒の学ぶ意欲、学ぶ力を高めるサポー 

ト体制を整備すること。また、図書館の利用時間を増やすための取り組みを充実させること。 

⑰部活動について 

学校の部活動について、今後地域クラブへ移行した場合には、 教員による教育活動の延長で 

はなく、目的を明確にした社会活動と位置づけること。 

⑱学校配置適正化 

より良い教育環境の整備を図るため、学校配置の適正化を進めること。また、教育環境の改善 

を着実に進めること。 

園児数の減少が著しい市立幼稚園について、教育的な観点からも今後のあり方の検討を急ぐ 

こと。 

⑲児童・生徒の急増対策 

市内中心部では、校舎の増築や運動会の開催が困難な程に運動場が狭いなど、校地が狭隘な学 

校がある。加えて、分離新設に適当な本市未利用地がないといった課題がある。今後更なる児 

童・生徒数の増加が見込まれる場合においては、局横断的にまちづくりの観点からも課題解決 

に努めること。 

⑳小中学校の標準服の見直し 

近年では時代に合わせた検討がなされ、大阪市内においても複数の中学校で詰襟の学生服や 

セーラー服からブレザーへ変更され、女子もスラックスが選択できるように見直しが行われ 

ている。学校が保護者や子どもたちから意見を聴き、多様な価値観に対応した幅広い選択が可 

能となるよう、教育委員会は働きかけを行うこと。 

㉑幼児教育の質の向上 

大阪市保育・幼児教育センターにおいて教職員・保育士等の資質向上等、乳幼児期の教育・保 

育の質の向上を図る取り組みを充実させること。また、私立学校園との連携を強化するため、 

休日等にも利用できる体制を構築すること。 

㉒大阪市立小・中学校の安全対策 

全国的に校内侵入事件が発生している中、本市においても毎年複数件の校内侵入が確認され 

ている。このため、防犯カメラが未設置の学校については、新設や建替時に標準的に整備する 

とともに、既存校についても早急に整備状況を調査し、全ての学校で設置されるよう教育委員 

会が積極的に取り組むこと。また、校内防犯カメラの設置に向けた対応についても柔軟に検討 

すること。 

（２）妊娠・出産・子育てを一貫して支える社会の実現 

①児童相談所の機能強化 

児童福祉司等の拡充及び人材育成を進め、児童相談所機能の充実を図ると同時に、各児童相談 

所が所管内の区役所や学校、その他関連民間施設とも連携を密にし、重大な児童虐待ゼロの実 

現に努めること。 

②子どもの貧困対策 

子どもの貧困対策については、貧困の連鎖を断ち切り、家庭環境に関わらず、子どもが自らの 

将来を切り開くための力を身につけられる環境を整備するため、「大阪市こどもの貧困対策推 
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進計画（第２期）」に基づき、子どもの貧困の解消に向けて着実に進捗させること。 

特に子どもの貧困を生み出す大きな要因となっている両親の離婚後の養育費の不払いについ 

て、国の動向を注視しながら、子どもの養育費の確保に向けた取組を進めること。 

③共同親権支援 

国の法律が令和８年４月施行だが、国の動向を注視しつつ他都市の事例を確認し必要な取組 

を検討すること。 

④児童虐待防止体制の連携強化 

深刻化している児童虐待について、区役所や保育所・学校はもとより、関連するその他の行政 

機関や地域ボランティア、ＮＰＯ団体等における防止体制の連携を強化すること。 

⑤予期せぬ妊娠を減らす取組 

10代が匿名・無料で気軽に相談でき、性教育をも受けられる「ユースクリニック」増設への 

取組や補助金の検討など、予期しない妊娠を減らす取組を進めることと、子どもたちへユース 

クリニックの周知を図ること。 

⑥里親委託率の向上 

本市の里親委託率は国が掲げる目標を大きく下回っているため、里親となろうとする者の研 

修や登録等の入り口の障壁を可能な限り低減し、代替養育を必要とするこどものセーフティ 

ネットとして受け皿となる里親開拓を拡大し、里親委託を推進すること。 

⑦妊娠・出産にかかる自己負担の軽減・無償化 

国に対しては保険適用を要望しているところだが、妊婦健康診査について、全ての妊婦が安 

心・安全な出産ができるよう経済的負担の軽減のため、公費負担の充実を図ること。 

⑧病児・病後児保育事業の充実 

病児・病後児保育事業については、事前予約制となっており子どもの突発的な発熱等、真に必 

要な時に利用できないケースも少なからず発生していることから、住民生活の実態に即した 

使いやすい制度となるよう充実を図ること。 

⑨不妊に悩む方への支援の拡充 

不妊治療については、こどもを望む方が安心してこどもを産み育てられるように、国の動向や 

保険適用後の状況を注視し、他都市での取組も参考にしながら、本市においても、効果的な不 

妊治療の支援についての取組を進めていくこと。 

⑩新婚・子育て世代の市内居住の促進 

少子化に歯止めをかけ、活力ある大阪市を取り戻すため、新婚・子育て世代の市内居住を促進 

すること。さらなる定住のために、新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の一 

次取得要件を撤廃し、時代に即した制度に拡充すること。 

⑪母子手帳交付時の対応 

大阪市版ネウボラの取組を通して、保健師の顔の見える化を進めるとともに、例えば、産前産 

後うつやイライラしたときなどは１人で抱え込まずに、区役所や民間の相談窓口など、気兼ね 

なく相談できる場所があることを徹底して周知すること。また、父親に対しては、母親の体や 

心の変化に関する理解促進を図るとともに、妊娠期から積極的に子育てに参加するよう促す 

こと。 

⑫きめ細かな支援を行うための体制づくり 

すべての保護者が安心して子育てができるよう、きめ細かな子育て支援策を展開すると共に、

子育て相談の傾聴等を通して個々に応じた適切な支援につないでいくこと。子育て支援の一

層の充実のため、産前・産後のケアも含めた必要に応じた物心両面での支援体制を強化する

こと。 

⑬子育てをサポートするためのＩＣＴサービスの充実 

子育て家庭にとって必要な行政サービスを少しでも身近に感じてもらい、育児負担の軽減も 
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図れるよう、プッシュ型での子育て情報の発信や利用者目線に立った使いやすい機能を提供 

するなどＩＣＴサービスの充実に取り組むこと。 

また、子育て家庭が何度も区役所に行かなくてもいいように、行政オンラインシステムなどを 

利用して保育所等の入所手続きができるように検討を進めること。 

⑭子育て家庭へのレスパイトケア 

昨今の核家族化等の状況から、保護者自身が支援を必要とする家庭が増加していると考えら 

れ、負担軽減につながる具体的な対応が必要であることから、ベビーシッターの活用等による  

家事・育児支援や保護者が小休止できる支援の充実を検討すること。 

⑮習い事・塾代助成事業 

子育て世帯の経済的負担を軽減し、こどもたちの学力や学習意欲、個性や才能を伸ばす機会を 

提供する習い事・塾代助成事業を推進するとともに、学校施設等を活用した民間事業者による 

習い事・塾代助成が利用可能な課外学習の拡充に努めること。また、本事業の制度運用、広報 

等の課題を検証すること。 

⑯親子の居場所作り 

児童虐待の未然防止として、子育てプラザ・つどいの広場・子育てサロンでは親同士のコミュ 

ニケーションや気軽に子育ての相談ができる場所として利用を活性化させる取組を進めるこ 

と。 

また、子ども食堂やそれに準ずる民間の施設においても連携し最大限のサポートに取り組む 

こと。 

⑰待機児童対策のさらなる推進  

保育人材確保に関しては、業務負担の軽減や職場環境の改善も含め、夜間保育所の見直しなど 

必要な施策を実施すること。 

幼稚園の認定こども園への移行、企業主導型保育事業の広報等も含め既存保育施設の最大限 

の利用を進め、行政区の枠を超えたエリア最適化の観点をもって施設整備を進めるとともに、 

保育士確保のための実効的な施策を行うこと。 

⑱０～２歳児保育無償化 

保育所等を利用する家庭の経済的な負担軽減に加えて、保育所等に通わない子どもにも必要 

な育児サポートが行き届くように、市長が定めたロードマップ通り保育環境の整備に努め工 

程通りに進めること。 

⑲認可外保育施設への制度拡充 

近年、保育ニーズの高まりの受け皿として、企業主導型保育事業を含む認可外保育施設の役割 

が高まってきている。そういった現状を踏まえ、認可保育施設に入れず、認可外保育施設を選 

択せざるを得ない家庭に対しては、０〜２歳児の第二子への無償化の対象となるよう制度拡 

充を図ること。また将来に向けて０〜２歳の第一子への制度拡充を図ること。 

⑳外国につながる未就学児への支援体制の充実 

外国につながりのある未就学児の増加に伴い、保育所・幼稚園等では、保護者との意思疎通が 

不十分なことによる安全確保上の課題などが生じていることから、職員が確実に情報共有で 

きる環境を整備するため、翻訳支援の充実や多文化理解の促進など、未就学段階から切れ目な 

く対応できる支援体制を構築すること。 

㉑小児がん等の重い病気を抱える子どもと家族への包括的支援の充実について 

医療技術の進展により、小児がん等の重い疾患を抱える子どもが、長期治療や在宅療養を行い 

ながら生活するケースが増加している。一方で、子どもや家族は身体的・精神的負担や孤立を 

抱えやすく、病気であっても子どもが子どもらしく生き、家族が安心して療養に向き合える環 

境整備が求められている。そこで本市において、医療・教育・福祉・地域が連携した小児緩和 

ケア体制の構築に向け、実態把握を行うとともに、民設民営による子どもホスピス等の緩和ケ 
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ア施設の開設に対し、財政支援を含めた支援の構築を進めること。 

（３）医療 

①中之島の未来医療国際拠点づくりの推進 

中之島４丁目地区のまちづくりは、社学・産学連携拠点や、再生医療をはじめとする「未来医 

療」の国際拠点の実現に向けて、国、民間企業の参画や協力、支援を確保しながら、推進して 

いくこと。 

②ギャンブル等依存症対策 

ＩＲ開業を見据え、若年層を含む依存症予防啓発の強化と、早期に相談につなげる体制整備を 

進めること。 

（仮称）大阪依存症対策センターについては、基本計画の策定と専門人材の確保を着実に行い、 

速やかに開設すること。 

また、市民に寄り添う支援を、本市として主体的に拡大していくとともに、実態調査を実施し 

大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画の目標値を達成できるよう、実効性のある対策を推 

進すること。 

③産科、小児科、救急医療等の充実、強化 

医師不足等のため民間の医療機関で手薄となっている産科、小児科、救急医療等が充実、強化 

されるよう、大阪府をはじめ関係機関とも連携して積極的に取り組むこと。 

④がん検診・特定健診の受診率向上 

受診率が低いがん検診等の受診機会の拡大を行い、民間および専門家の持つノウハウの活用 

や、成果連動型の発注方法などに加えてイベント会場等での検診ブース設置も検討し、これま 

での取組を超えて受診率を高め、市民の健康保持増進に努めること。 

また、目標値を年度ごとに定めて達成していくこと。 

⑤将来のパンデミックに備えた保健所体制の強化 

感染症発生時における迅速な人員体制の構築、実践的訓練を含めた研修の実施など、将来のパ 

ンデミックに備えた保健所体制の強化に取り組むこと。 

⑥予防接種促進 

データ化された予防接種台帳を活用する等、必要に応じて未接種者への接種勧奨を行い、定期 

接種の接種率を向上させるとともに、任意接種となっているおたふくかぜやインフルエンザ、 

風疹などの予防接種について、政令他都市並みの補助の拡大を検討すること。 

特にインフルエンザにおいては、親の負担軽減や学校の授業確保の意味からも、早急に補助の 

拡大を行うこと。 

予防接種に際しては、ワクチン接種の希望者への供給が担保できるよう取り組むこと。 

（４）福祉（高齢者福祉、生活支援及び障がい児者支援） 

「大阪市地域福祉基本計画」に基づき、施策の充実を図るとともに、各区の実情に応じた地 

域福祉の取組を推進すること。 

①地域包括ケアシステムの構築、特別養護老人ホームの整備等 

医療・介護・予防・住まい・生活支援の一体的な提供を行う地域包括ケアシステムを構築し、 

さらに地域の特性・実情に応じた深化・推進に向けて、サービス提供体制の整備を進めるとと 

もに、認知症高齢者支援施策の充実を図ること。 

特別養護老人ホームについては、要介護認定者数の増加に対応し、必要性・緊急性が高い入所 

申込者が、引き続き、概ね１年以内に入所が可能となるよう整備補助を行うこと。また、必要 

な地域に整備されるようバランスを取りながら、計画的な整備を進めると共に、協力に応じた 

施設の大規模修繕工事への支援を図ること。加えて、介護老人保健施設等を必要な地域に整備 

を行い、施設・居住系サービスの充実を図ること。 

②健康寿命延伸に向けた予防･健康づくり 
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近年、平均寿命の延伸が顕著となり、平均寿命の延びとともに医療・介護を必要とする高齢者 

数も増大し、これにより、現時点においても社会保障費は増加しており、今後さらに負担が大 

きくなることが見込まれる。健康寿命を延ばし、元気で健康に過ごしていただくためにも、健 

常から要介護へ移行する中間の状態である「フレイル」の段階で適切な支援を受けることによ 

り、多くの高齢者が生活機能の維持・向上を目指すことができる。 

本市においても、今年度から開始した「すかいプロジェクト」等の取組を生かしながら、フレ 

イル対策を含めた高齢者の保健事業と介護予防を一体的に推進していくこと。あわせて、介護 

保険料の増加抑制の観点からも、不必要な利用控えが生じないよう、本市の現状を的確に把 

握・検証し、実効性のある介護予防施策につなげていくこと。 

③総合的な相談支援体制の充実 

複合課題を抱えた要援護者等に対し的確に対応するため、区役所が調整機能を発揮し、ダブル 

ケアなど複合的な課題に関しても重層支援を福祉部門だけでなく各相談支援機関と地域と一 

体となった総合的な相談支援体制の充実を図ること。 

④生きることの包括的な支援としての自殺防止対策の推進 

本市においては、若年層や女性の自殺者数が高止まりし、ＳＮＳを起因としたトラブルや孤 

立、経済的不安など、複合的な要因が背景にある。こうした現状を踏まえ、自殺対策を「生き 

ることを支える包括的な支援」として位置づけ、早期発見・早期支援につながる取組を強化す 

ることが求められる。 

そのため、関連施策の周知広報を一層進めるとともに、関係部署が連携してリスクの兆候を共 

有できる体制を構築すること。あわせて、自殺リスクの理解や初期対応を習得するための職員 

研修を実施し、庁内で共通の認識と対応手順を確立すること。 

さらに、令和８年度に実施される「こども・若者の実態調査」の結果を、自殺対策に着実に反 

映し、若年層の実情に即した効果的な支援策の立案・見直しにつなげること。 

⑤生活保護の適正化 

生活保護の不正受給を徹底的に排除するとともに真に必要な方に対しては救済すること。 

また、働けるものには就労指導を徹底するとともに、明らかに扶養義務を果たすことが可能と 

認められる扶養義務者がいる場合はその義務を果たさせる等により適正化を進めること。 

さらに、生活保護費の約半分を占める医療扶助の適正化も喫緊の課題であり、特に、電子レセ 

プトデータの徹底した点検を行うとともに、頻回受診や重複受診者に対する適正受診指導及 

び過剰な投薬への対策などの取り組みを強化し、さらなる医療扶助の適正化を進めること。 

⑥ひきこもりへの支援体制の構築 

本市はこれまでにも生活保護の適正化に取り組んできたが、8050（ハチマルゴーマル）問題、 

2040年問題など対策は待ったなしの状況であり、この世代でひきこもりとなっている方々が、 

今後、老後の備えのないまま生活保護に至らないための対策は急務である。そのため、ひきこ 

もりとなっている方々のニーズに合った今後の支援体制等の構築に取り組むこと。 

⑦障がい者支援の充実 

関係局の連携強化や、早期支援・早期療育体制の構築、特別支援教育の充実、就労支援の充実 

等、ライフステージに応じた乳幼児期から成人期までの一貫した支援を行うこと。療育の認定 

医療機関との連携を行い、認定期間の短縮に努めること。 

また、乳幼児期における障がいについては、早期発見・早期支援に関する重要性が高くなるた 

め、早期の診断、診断の精度の向上、親への客観的な評価データの提供、関係者間のデータ共  

有を実現するためにも、現場においてＩＣＴを利用した評価補助装置等の充実を図るととも 

に、 関係機関において寄り添った相談支援を行うこと。 

⑧障がい者の子育て支援 

子育て相談支援を担当する部署に障がいの知識を身につける研修等を導入するとともに、障 
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がい者が子どもの親となった場合の専門的な相談支援機関を設置するなど、支援の構築に努 

められたい。 

⑨障がい児支援の充実 

障がい児通所支援は、障がい児の発達を支え自立へとつなげる重要な支援であり、利用者負担 

の重さによって、支援の必要な子どもたちが支援を断念するようなことがないよう、サービス 

の利用状況等にかかる実態把握を行い、サービス提供基盤の確保に努めるとともに、利用者負 

担の引き下げに向けて取り組むこと。 

⑩重症心身障がい児者支援のためのショートステイの拡充 

在宅の重症心身障がい児者の地域生活を支援するため、医療的ケアに対応したショートステ 

イの拡充等を図ること。 

⑪認定事務の迅速化 

介護・障がい分野において、サービスの利用者増により、認定事務の遅延が生じないよう、人 

材確保・委託の適切な活用を進め、申請から認定までの期間の短縮を図り、介護は法で定める 

原則 30日以内、障がいは要綱で定める原則 45 日以内の認定を実現すること。 

⑫手話に関する施策の充実 

「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」の制定を踏まえた支援の充実を図ること。 

特に、聴覚障がい者が災害避難所で、負担なくコミュニケーションを行うため、ＩＣＴを活用 

し他都市との相互協約などによる遠隔手話通訳の活用をすすめること。 

⑬福祉乗車証のＩＣカード化 

令和９年度から実施予定の無料乗車証のＩＣカード化については、利用者が安心して移行で 

きるよう、円滑な導入に努めるとともに、割引証についても技術的な課題を解決し、速やかに  

移行すること。 

また、ＩＣカード化に伴う交付金増大の課題については、引き続き Osaka Metroとの連携協 

力関係等をもとに、市費負担の削減に取り組むこと。 

⑭社会福祉施設等に対する物価高騰対策支援 

この間、国の経済対策である「重点支援地方交付金」の事業メニューとして実施してきた社会 

福祉施設等に対する食料品や日用品価格等の物価高騰に対する支援を継続すること。 

（５）防災 

①大規模災害対策の推進 

南海トラフ巨大地震のみならず、直下型地震、気候変動の影響により頻発化・激甚化する台風、 

大雨の発生に備え、津波、高潮、大規模火災等への対策や地下空間の防災力強化等を積極的に 

推進すること。また、大規模災害対策の推進に関し、市営住宅等公的賃貸住宅の空き家活用、 

民間賃貸住宅の積極的活用、仮設住宅の設置等に関し広域的な視点から府市連携を進め、防災 

機能を強化すること。さらに、対策を計画通りに進めていくためにも、国への予算要望の際に 

危険物貯蔵施設並びに大規模避難施設が立地する箇所の重点配分や財政支援制度の拡充・創 

設などの措置を求めること。加えて、都市化に伴う地下水の影響や法面などの対策も調査研究 

をおこなうこと。 

②避難所等のインフラ強化 

災害発生時の避難所としての学校や区民センター、避難場所としての公園などの公的施設お 

よび民間ビル、マンションの緊急避難場所の機能について確保し、備品・備蓄の充実や避難所 

の運営の強化を図ること。また、災害時の被害を最小限に抑えるための無電柱化・共同溝建設 

に加えて、能登半島地震を踏まえて上下水道耐震化計画に基づいた耐震化を早期に進めるこ 

と。さらに、近年の不安定な国際情勢を踏まえ、万一のミサイル攻撃なども想定した緊急一時 

避難施設の指定を急ぐこと。 

③ＩＣＴを利用した災害時の情報収集と発信 
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災害発生時には避難所情報はもとより、水道・電気などのライフラインに関する情報や、学校 

園をはじめとした行政施設の運営状況など市民に必要となる多種多様な情報を正確かつ適切 

なタイミングで発信すること。とりわけＳＮＳを活用したプッシュ型の発信や、ＨＰの表示順 

序を変えるなどのプル型情報への適切な誘導などＩＣＴを効果的に活用した情報発信の仕組 

みの充実に取り組むこと。 

④大規模災害に対する消防力強化 

大規模災害発生時に、１つの指揮系統の下、機動的に救援できる体制を整備するため、消防施 

設・装備の充実、大阪府内消防の一元化「大阪府消防広域化推進計画(１ブロック)」などを見 

据えて消防指令室の連携等を進め、消防力強化を大阪全体で図ること。 

⑤適正な救急車利用の推進 

救急件数の増加に対してはこれまで救急隊の増隊で対応しているが、救急安心センターおお 

さか事業を充実させるほか、抜本的な取組により不要不急の救急車利用を抑制させるなど、適 

正な救急車利用を推進すること。 

⑥地域防災組織の強化 

昨今の多様な大規模災害に応じて、現実の災害発生時に迅速かつ安全な避難や災害弱者への 

きめ細かい対応ができるよう、現在の行政区の危機管理機能を充実させるとともに、地域の防 

災組織の機能を強化するための支援を行うなど、平時の訓練等が真に実効性のあるものとな 

るような創意工夫を図ること。 

⑦災害備蓄物資の調達・保管業務の外部委託 

自然災害の多発化、激甚化、南海トラフ地震などの災害に備え職員の方には災害対応に集中し 

てもらうため、各備蓄拠点の確保や備蓄物資の調達・管理・配送などをトータルで行うための 

手法の民間活用の実効性について、マーケットサウンディングの結果を受け民間事業者備蓄 

物資管理の外部委託を進めること。 

⑧民間資本を活用した多機能案内板等の設置 

広告料を利用した民間投資等により、地域の掲示板や道路案内板等のデジタルサイネージ化 

を行うことで、災害時に役立つ、多言語・Ｗｉ－Ｆｉ・防犯カメラ・蓄電といった、多機能な 

案内板の設置を促進すること。 

⑨密集市街地の整備と住宅等の耐震化 

密集市街地の総合的な整備を推進するとともに、住宅・建築物の耐震化を積極的に促進するこ 

と。現在の解体や建て替え、耐震化などの補助事業を民間と協力し推進すること。 

⑩受援計画の策定 

大規模災害が頻発する昨今の状況に鑑み、本市が被災した場合に市民生活への影響が出ない 

よう、受援対象業務の整理や応援側との役割を明確化するなど、膨大な災害対応業務の円滑な 

処理に向け受援計画のさらなる充実を図ること。 

⑪要支援者個別避難計画の早期策定 

避難時に支援が必要な要支援者については、個別の計画策定が進められているところである 

が、取組をさらに加速させるため、地域への支援を強化すること。 

⑫公衆浴場への支援 

公衆浴場については、公衆衛生施設として、日常、および災害時には特に必要不可欠な施設で 

あるため、現在実施している基幹設備の維持補修費用に係る補助等、継続的な支援を行うこ 

と。 

⑬廃校後の避難所への空調機の配置 

避難所として指定されている廃校後の体育館等にも、環境整備の観点からも空調機が必要で 

あるため、他都市で導入されている移動式のリースで用意できる空調機の検討を行うこと。 
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◆公明党大阪市会議員団 

令和８年度大阪市予算編成に関する 

要望書 

 

日本の経済は、令和７年度のGDP成

長率が実質で＋0.7％程度、名目で＋

3. 3％程度と見込まれ、米国の関税

措置・世界経済の成長鈍化等の影響

があるものの緩やかな回復が見込ま

れています。一方で、本年９月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金が９ヵ月連続で減少し、さ

らに本年10月の消費者物価指数が前年同月比3.0％増となり、物価高騰により暮らしをさらに圧迫

している状況です。 

大阪市は、平成18年度から全市一丸となって取り組んできた市政改革の成果が実を結び、一般会

計の実質収支で36年連続の黒字となるなど、着実に財政の健全化が図られています。令和８年度概

算見込によると、個人市民税の増等により一般会計は市税収入が447億円の増加が見込まれ、さら

に令和６年度決算では、財政調整基金は他の政令市と比較して圧倒的な2,869億円にまで積み上げ

られています。 

一方で、他都市からの転入超過や外国人の増により増加傾向であった人口も、少子高齢化の進展

のため減少に転じることが見込まれています。これに伴い産業構造の変化や地域コミュニティの機

能低下、医療・福祉の課題など、大阪市が抱える懸念が数多くあります。 

公明党は、「大衆とともに」との揺るぎない立党精神に基づき、「中道改革の軸」として、目の前

の一人に焦点を当てた政治へ、新たな出発を切りました。今後も「人の顔が見える政策」を推し進

め、「持続可能な成長」「豊かな暮らし」を、市民に実感していただくことが最も重要と考えます。 

２０２５大阪・関西万博が終わった今こそ、長期的な視野に立ち、大阪市がめざすべき未来のビ

ジョンを明確に描き、実現するための取り組みを具体的に進めていく必要があります。また、足元

の課題である物価高騰により苦しむ市民のため、事業者のため、支援策を早急に実行することが求

められています。 

よって公明党大阪市会議員団は、「最重点要望」として「未来応援都市」「芸術文化スポーツ都

市」「国際経済都市」「防災先進都市」の４項目を策定しました。 

さらに、社会・経済活動を下支えし、「まちづくり」「教育・子育て」「福祉・健康」「区政運営」

「防災・減災対策」の５つの柱からなる重点要望58項目を掲げるとともに、さらに市政全般にわた

る353項目について要望を行うものであります。 

 

〔最重点要望〕 

【１】未来応援都市 

(1) 教育の完全無償化の実現 

(2) 不登校対策として、児童・生徒のための居場所づくり、オンライン授業の実施、メタバース 

の創設、校内教育支援センター（スペシャルサポートルーム）の全校設置、フリースクー  

ル機能を有する施設の設置など、多様な学習支援制度の構築  

(3) 小学校の体育館、及び小中学校の特別教室、給食調理室等への空調機の早期整備 

【２】芸術文化スポーツ都市 

(1) 芸術・文化と触れ合う機会を増やすため、美術館など市民文化施設の開館時間を延長するナ  

イトミュージアム等の実施と文化活動の拠点としての活用 

(2) トップレベルの競技者のためのナショナルスポーツセンターの誘致と全国の障がい者スポ  
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ーツを牽引する長居障がい者スポーツセンターの機能強化 

(3) 文化・スポーツ予算の拡充並びに大阪にふさわしい文化スポーツ行政の推進  

【３】国際経済都市 

(1) 世界の金融ハブ（拠点）である「国際金融都市」の実現 

(2) 国の「第２期スタートアップ・エコシステム拠点形成戦略に向けた基本的考え方」に基づき 

選定された「グローバル拠点都市」として、スタートアップ企業の起業・成長に資する取り 

組みの推進 

(3) ゼロカーボン社会の実現に向けて、太陽光発電導入拡大（ペロブスカイト太陽電池を含む

む）、水素・燃料電池（メタネーションを含む）、帯水層蓄熱利用導入など次世代の環境・

エネルギー関連技術の強化・推進 

【４】防災先進都市 

(1) 無電柱化推進計画の着実な実施と電線等の地中化促進及び共同溝の建設の促進 

(2) 避難所へのテレビアンテナ・非常用トイレの整備、キッチンカーの配備及び指定避難所の防

災機能の強化・充実、官民連携した２次避難場所の確保          

(3) 本市下水道施設の耐震化率が低いことを踏まえ、上下水道耐震化計画に基づき、速やかな耐

震診断により耐震性能を明らかにしたうえで必要な箇所の耐震化を促進 

 

〔重点要望〕 

【１】活力と魅力あふれるまちづくり 

(1) 万博後の持続的な発展に向けた新たな成長戦略である「Beyond EXPO 2025」を踏まえ、大阪

市として、総合戦略において目標等を示し、経済情勢の変化に即応した、柔軟かつ着実な

取り組みの推進 

(2) 「ＳＤＧｓ未来都市」及び「自治体ＳＤＧｓモデル事業」に選定された都市として、一人ひ

とりがＳＤＧｓを意識し、自律的に17項目全ての達成をめざす「ＳＤＧｓ先進都市」の実

現に向けて、ＳＤＧｓ推進室の設置など全市的な取り組みの強化 

(3) うめきた２期開発区域においてみどりとイノベーションの融合拠点の形成とそれを支える基

盤整備（土地区画整理、公園整備）の推進 

(4) 新大阪駅周辺地域において、都市再生緊急整備地域の指定を踏まえ、世界有数の広域交通

ターミナルのまちづくりの実現に向けた具体的な取り組みの推進 

(5) 大阪城公園周辺地域（大阪京橋駅周辺、大阪ビジネスパーク駅周辺、森之宮周辺）において

都市課題を解決する新たなイノベーション創出の「知の拠点」やビジネス、国際観光の複

合的な機能を一体とするまちづくりの実現に向けた取り組みの推進 

(6) ふるさと納税の大阪市の魅力ある返礼品の充実とメニューの拡充 

(7) 非正規労働者や若年者、障がい者などの雇用対策の抜本的強化・推進 

(8) 災害も想定した電力レジリエンスと電力需給調整力の強化 

【２】「チャイルドファースト」社会実現に向けた施策の推進 

(1) ０～２歳児の保育料の完全無償化 

(2) 保育所等利用待機児童の恒久的な解消に向けた取り組みの強化と医療的ケア児の受入、病

児・病後児保育、途中入所の充実及び幼保連携型認定こども園の普及を図るための補助制

度など、あらゆるニーズに対応した体系的な子育て支援サービスの構築 

(3) 子どものためインフルエンザのワクチン接種助成の実施 

(4) 児童虐待ゼロにするため、24時間365日の保護体制の強化と抜本的な防止対策の推進 

(5) ＩＣＴを活用した学習動画の視聴をはじめ、デジタルドリルや双方向オンライン学習・生成

ＡＩの活用など多様な学習の実施 

(6) 小児・周産期医療、救急医療の充実と連携強化 
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(7) オンブズパーソン制度の新設 

(8) いじめ・不登校・学級崩壊への対策強化 

(9) 健全で充実した学校部活動の実現に向けた取り組みの推進 

(10) 「大阪市こどもの貧困対策推進計画（第２期）」に基づき、必要な支援が必要な方に行き届

くためのこどもの貧困対策関連事業の推進 

(11) 国の生活保護基準の見直しに伴い、就学援助制度については影響を及ぼさないように適切

に対応 

(12) 習い事・塾代助成事業における多様なニーズに応える仕組みづくりとさらなる対象及び補

助額の拡充 

(13) 朝の子どもの居場所づくりを推進  

【３】安心して暮らせる福祉・医療施策の充実 

(1) 大阪市独自のギャンブル等依存症対策条例の制定 

(2) 介護保険サービス利用者の負担軽減策の強化・充実 

(3) 健康寿命の延伸のため、積極的な民間活力の導入など柔軟な取り組みを強化 

(4) がん検診推進事業（５がん検診の個別受診勧奨）や民間と連携した取り組みによるさらなる 

受診促進策の強化 

(5) 高齢者肺炎球菌ワクチン接種の公費助成のさらなる拡充 

(6) 市民の足、特に高齢者・障がい者の交通手段としてオンデマンドバスの24区展開 

(7) 高齢者のフレイル予防のため、多様なニーズに対応した活動メニューの充実 

(8)弘済院の認知症医療・介護機能を継承・発展させる住吉市民病院跡地を活用した新病院の着  

実な整備 

(9)医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に 

向けた、本市特有の実情に即した取り組みの推進と、介護予防、認知症対策のさらなる強化  

(10)地域包括支援センターを中学校区に１カ所となるよう整備 

(11)国民健康保険料・介護保険料の減免制度の充実 

(12)乳幼児期から成人期までの一貫した支援をし、関係局の連携強化をはかるための発達障が

い者支援体制の拡充  

(13)福祉医療費助成制度の維持・継続 

(14)重症心身障がい児（者）の地域生活の充実 

(15)見守りコーディネーターの設置やライフライン事業者等の民間事業者と連携協力した高齢

者の見守り事業の創設、及び孤立死防止のためのシステムの拡充 

【４】各区のニーズに対応した施策の推進 

(1) 地域活動の担い手の拡大への支援 

(2) 虐待予防サポーターの配置 

(3) 避難行動要支援者を対象とした避難訓練 

(4) 地域交流拠点（サロン）の設置 

(5) 福祉の活性化に関するコミュニティ・ビジネス起業 

(6) 区役所の土曜日・日曜日・祝日の開庁、及び開庁時間の延長等の取り組みの拡充 

(7) 市民に身近な区役所において、積極的にデジタル化に取り組み、サービス向上を図るととも

に、デジタルデバイドの解消に向けた体制の構築 

【５】市民の安心・安全をまもるための防災体制や機能の強化 

(1) 本市に想定される南海トラフ巨大地震や上町断層帯地震等に備えた震災対策、及び近年の大

雨や台風を踏まえた河川氾濫や内水氾濫等に備えた風水害対策などの体制を含めた防災・

減災対策の推進 

(2) 女性をはじめ多様な主体の視点を反映した避難所運営等の整備 
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(3) 帰宅困難者の一時滞在施設と備蓄品の確保 

(4) 新たな備蓄倉庫の確保とレトルトなど災害用備蓄品の拡充 

(5) 自然災害発生時の大阪市独自の被災者生活再建支援の創設、一部損壊の家屋に対する災害見

舞金の拡充 

(6) 災害時における医療救護体制の整備と救急医療体制の構築に向けた施策の推進  

(7) 地下街・地下駅等の防災体制と緊急時体制の指導強化 

(8) 公共施設や防潮堤等の耐震化を含む地震・津波対策の積極的かつ集中的な実施 

(9) 各エリアの特性に合わせた防災対策を進めるため、区役所への防災担当課長の設置と人員体

制の強化 

(10) 木造住宅やマンション等の耐震診断費及び耐震改修費の補助制度の積極活用をはじめ、不

特定多数が利用する大規模な建築物等の耐震化に支援するなど、民間建築物の耐震性・防

災性向上に向けた啓発と施策の充実 

(11) 道路・橋梁・公園・上下水道等のインフラ施設や学校施設・市営住宅等の市設建築物の適

切かつ計画的な維持管理・更新の実施 

(12)  全区においてペット同伴避難が可能となる体制・設備の整備 

 

Ⅰ 地域主権の確立と大胆な市政改革の推進 

(1) 地域社会における住民自治の拡充 

① 職員全員・市民協働による積極的な市政改革の推進 

② 区役所庁舎の早期建て替え及び他の市有施設・民間集客施設との複合化の推進 

③ ユニバーサルデザインの観点に立った区役所庁舎諸設備の改修及び区民の活動拠点に必要

な区民センター等の整備 

④ 地域活動に対する財政支援の拡充及び負担軽減 

⑤ 地域活動の担い手確保 

⑥ 自治会・町内会加入の促進 

⑦ 地域集会施設の大規模改修等を含む各種補助制度の充実 

(2) 区長の権限・責任の拡充と区民参加のさらなる推進 

① 区政会議における意見をはじめ、多様な区民ニーズに真摯に向き合いながら、区長が自ら

の権限と責任で多角的に展開する区政運営の充実 

② 市民サービスの向上につながるワンストップ窓口（総合窓口）の充実 

③ 全区役所へのワンストップ型の「お悔み窓口」の設置 

④ 市民相談・法律相談・消費者相談・人権相談など、より市民ニーズに応じた各区における 

相談体制の充実 

⑤ 産業創造館などと連携した、区役所での中小企業や商店街への支援体制の強化 

(3) 市民の安全・安心を支える安定した行財政基盤の構築について 

① 重要施策を効果的かつ迅速に連携して推進するための、組織再編も含めた全庁的な業務執

行体制の構築 

② 補助金については、市民の要望が強いものについて積極的に支給すること 

③ 未利用地等については、周辺のまちづくりに寄与する観点にも留意し、関係所属間の連携 

や地元調整のうえ、市場ニーズの把握にも努めながら売却や貸付けによる有効活用を推進 

するとともに、活用が困難な過小地等の土地については売却に努めること 

(4) 大阪の成長のための抜本的な市政改革の推進 

① データやデジタル技術の活用を前提に、サービスの利用者の目線で、大阪市のまちや地域

のあり方、サービスや行政のあり方を再デザインし、社会環境の変化にも的確に対応して

いくことにより、大阪市で生活、経済活動を行う多様な人々がそれぞれの幸せ（Well-
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being）を実感できる都市への成長・発展をめざし、「Re-Designおおさか～大阪市ＤＸ戦略

～」に基づき、ＤＸの取り組みを推進 

② 24時間手続き可能なバーチャル区役所の整備 

③ 行政サービスの申請主義からプッシュ型への移行 

④ 市民サービス向上に向けた業務代行料の定期的な見直しを行う指定管理者制度の構築  

(5) 選挙を通じた市民の政治参加の促進について 

① 若年層に対する啓発の推進 

② 市民にとって投票しやすい環境整備の推進 

ア 期日前投票所の増設 

イ 電子投票の実用化 

ウ 投票所の完全なバリアフリー化 

(6) 市民サービス向上のための有為な人材を糾合する職員の待遇改善 

① 職員一人ひとりの意欲を高め、その力が最大限に発揮されるよう、資質、能力、実績を的

確に反映する人事評価制度の活用及び海外研修等も含む職員研修の充実による人材育成 

② 働き方改革を含めた労働環境の改善 

 

Ⅱ 健康で安心して暮らせる施策の充実 

(1) 女性がいきいきと活躍できる社会をめざして 

① 男女共同参画社会の推進 

ア  「大阪市男女共同参画基本計画」に基づき、職場、地域、家庭などあらゆる場面での男 

女共同参画社会の実現に向けた総合的な施策の推進 

イ 女性の活躍促進施策の全庁横断的推進 

ウ 女性職員を着実に管理職へ登用するため、新たな目標を設定し推進 

エ 審議会等政策方針決定の場への女性登用率40％の取り組みの推進 

オ 男女共同参画施策推進基金の拡充と機能的な運用 

カ 女性の自立・キャリアアップに向けた技能習得支援施策の充実と就労・起業の推進 

② 女性の健康支援の充実 

ア 女性のライフステージに応じた支援を目的とした「大阪市女性サポートプラン」の策定 

イ 各区保健福祉センター内での女性医師・保健師による健康相談の実施 

ウ 周産期を中心とする母子健康管理・救急医療体制の充実強化 

エ 助産師外来の拡充 

③ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）被害者をはじめとした困難な問題を抱える女性へ

の支援体制として、24時間相談窓口・一時避難所・保護施設の整備、自立支援体制の啓発

及び拡充 

④ 災害による避難時等において避難住民の安全・安心を守ること 

ア 共有スペース（トイレ、更衣室、物干し場等）の性別に配慮した確保 

イ 女性等への暴力等を防止するため、トイレ、更衣室、入浴施設等の場所・通路の安全性

の確保（照明の設置等） 

ウ 女性用品に係る配付方法の配慮  

エ 妊産婦や乳幼児の健康に配慮した衛生的環境の確保 

(2) 児童福祉について 

① 「大阪市こども計画」の着実な推進と数値目標の達成 

② 無償化事務処理への補助並びに様式統一等の簡素化 

③ 子ども・子育て支援新制度における保育料の負担軽減 

④ 幼稚園・保育所・認定こども園の給食の無償化 
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⑤ 多様な保育ニーズに対応するため、延長・夜間・休日・一時預かり・育児休業明け保育な

どを拡充 

⑥ 私立保育所への補助金の増額 

⑦ 私学助成を受ける私立幼稚園と施設型給付を受ける私立幼稚園との教諭処遇に格差が無い

よう制度を構築 

⑧ ファミリー・サポート・センター事業の充実 

⑨ 子育て活動支援事業（子ども・子育てプラザ）等の充実 

⑩ 子育て親子の交流の場を提供する「地域子育て支援拠点事業」の整備推進 

⑪ 全ての子どもに絵本を配布するブックスタート事業の周知及び読書習慣の定着のためブッ

クセカンド事業、ブックサード事業の創設 

⑫ 妊娠から子育て期に至る切れ目のない伴走型相談支援体制の充実 

ア 産前・産後の支援、特にショートステイやデイサービス等を含む産後ケア体制のさら   

なる拡充 

イ 新生児聴覚検査の公費助成を拡充 

ウ 低出生児の成長を記録するためのリトルベビーハンドブックの普及・啓発 

⑬ 新制度による育児休業支援や女性の再チャレンジ支援の強化・充実 

⑭ 児童虐待に対する地域ネットワークの強化と相談・保護体制の拡充及びこども相談セン

ターの増設・機能強化と人材の確保 

⑮ 虐待を受けている子どもが一時的に身を守れるようなシェルターの設置  

⑯ 児童虐待防止に向けた市民啓発の推進 

⑰ 子育て家庭の孤立化を防ぐための相談体制の充実と積極的な情報提供の推進 

⑱ 社会的養護を必要とする子どもたちを受け入れるための里親委託の推進と児童養護施設等

の機能強化 

⑲ ヤングケアラーの実態調査に基づく支援と相談体制の充実 

(3) ひとり親家庭の自立支援について 

① ひとり親家庭等の自立促進計画に基づくサポート体制の充実 

② ひとり親住宅の割当戸数枠の拡大及び母子生活支援施設の充実 

③ 母子父子寡婦福祉貸付金制度の弾力的運用 

④ 雇用促進及び子育てとの両立支援のための情報提供の充実 

⑤ 未婚のひとり親家庭への支援の充実 

⑥ ひとり親家庭サポーターの増員 

(4) 高齢者福祉について 

① 後期高齢者医療制度の丁寧で分かりやすい周知説明の徹底と安定的な運営に向けた広域連

合とのさらなる連携強化 

② 在宅福祉の充実 

ア 地域包括支援センターにおける相談事業の拡充や休日業務の実施 

イ 食事サービスの充実 

ウ 昼間独居を含めた在宅高齢者のための緊急通報システムの充実 

エ 区役所における高齢者のための総合相談窓口の充実 

オ 日常生活用具品目の拡大及び費用負担の軽減 

カ 家具転倒防止対策事業の確立 

キ 高齢者住宅改修費の給付制度の堅持 

ク 高齢者虐待の防止・早期発見のためのセーフティネットの確立 

ケ  居住サポート住宅認定制度（居住安定援助賃貸住宅事業）の認定促進     

コ  介護マークの普及・啓発  



 

令和８年度 大阪市予算編成に関する要望 

 

28 

 

サ  特殊詐欺等対策用優良防犯電話の設置補助 

③ 生きがい施策の充実 

ア  高齢者の入浴料割引日数の拡大 

イ  生きがい就労対策の拡充（シルバー人材センターなどの充実強化） 

④ 認知症高齢者等への支援の充実 

ア  認知症の早期診断・早期対応に向けた取り組みの推進 

イ  認知症高齢者とその家族を支えるための地域における見守り体制の推進 

ウ  認知症の方が活躍できる社会を実現する施策の推進 

エ  認知症高齢者グループホームの整備の推進 

オ  認知症ピアサポートの普及促進 

カ  介護サービスの提供にあたり、身体的拘束等高齢者虐待を発生させない取り組みの強  

化   

キ  認知症サポーター・オレンジサポーターの養成・増員 

⑤ 終活支援制度の創設 

(5) 介護保険制度について 

① 施設介護の充実 

ア  特別養護老人ホーム、老人保健施設の整備拡充と待機者の早期解消 

イ  ショートステイ事業の充実強化 

ウ  多床室のプライバシー確保改修事業の推進 

エ  介護人材の確保・育成と介護従事者への処遇改善策などの充実 

② 利用者保護の施策の充実 

ア  介護保険事業の安定化と保険料の負担軽減 

イ  要介護者認定における訪問調査の迅速な対応 

ウ  適切な介護サービス計画の作成等ケアマネジャーの支援 

エ  低所得者に対する保険料・利用料の減免制度の強化 

オ  サービス提供事業者に対する保険者としての指導強化 

カ  居宅介護の充実に向けた指導の強化と介護サービス相談センターの充実  

③ 介護保険料の負担軽減策の拡充 

ア   介護予防ポイント事業を持続可能で利用しやすい制度への拡充、及び周知の徹底 

イ   高齢者の介護予防・生活機能向上等に貢献した事業者へのインセンティブ制度の創設 

ウ   元気な高齢者へのインセンティブ制度の充実 

エ   高齢者の通いの場の充実 

オ   地域で孤立させない独居高齢者支援の強化 

カ  「大阪市健康寿命日本一」宣言の実施 

キ   健康寿命延伸・スポーツ習慣の意識向上の取り組みの充実と環境の整備 

(6) 障がい者(児)福祉等について 

①「大阪市障がい者支援計画」、「大阪市障がい福祉計画」及び「大阪市障がい児福祉計画」に   

基づく施策の充実 

②「障害者総合支援法」に基づく施策の推進、障がい者の意向を尊重したサービスの提供 

③ 在宅の重症心身障がい児(者)の地域生活を支援するため、医療的ケアに対応したショート   

ステイの拡充等 

④ 障がいの種別にかかわらず、障がい者の雇用確保のための施策の拡充 

⑤ 重度障がい者(児)の介護支援施策の充実 

⑥ あいサポート運動の推進 

⑦ 障がい者(児)移動サービスの拡充 
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⑧ 重度障がい者入浴サービスの拡充 

⑨ 障がい者(児)の多様な日中活動のニーズに対応するため、地域活動支援センターが安定し  

て運営できるよう支援の充実 

⑩ 障がい者グループホームの整備促進 

⑪ 障がい児保育の推進 

⑫ 障がい者(児)の住宅改修費給付事業の堅持、日常生活用具等の給付事業の充実 

⑬「発達障がい者支援室」による関係局の連携強化や、ライフステージに応じた乳幼児期から

成人期までの一貫した支援の充実 

ア  発達障がい者支援指針の普及 

イ  全区でピアカウンセリング事業を実施 

ウ  乳幼児健診などによる早期発見から専門療育までの早期支援体制を強化 

エ  全区に成人の発達障がい者の居場所づくりを推進 

⑭ 各種行事・会合などへの要約筆記の拡充と人材育成支援 

⑮ 大阪市こころを結ぶ手話言語条例の制定を踏まえた支援の充実 

⑯ 障がい者スポーツの振興 

ア  障がい者スポーツ振興の拠点施設として長居障がい者スポーツセンターの建て替えと  

機能強化 

イ  障がい者スポーツのアスリートを招くなど、障がいの有無にかかわらず障がい者ス   

ポーツを楽しめるイベントの実施 

ウ  障がい者がスポーツセンターや市民プール等の身近なスポーツ施設を利用しやすくす  

るため、障がい者スポーツ指導員の配置等、環境の整備 

⑰ ヘルプマークの普及・啓発など障がい者にやさしい環境づくりの推進 

⑱ ひきこもり状態にある人への支援 

ア  ひきこもり状態にある人やその家族への支援を行うため、専門人材の育成及び確保、  

アウトリーチやＬＩＮＥをはじめとしたＳＮＳの活用を含めた相談支援体制の強化、 

居場所の提供を実施 

イ  ひきこもりについて社会全体で理解を深めるため、研修・講演会等の取り組みを推進 

⑲ うつ病等精神保健福祉施策の充実 

ア  うつ病の早期発見、早期対応のためのモバイル機器を活用したカウンセリングシステ  

ムの構築 

イ  精神科救急をはじめとした精神科医療の体制強化と単科精神科病院の設置推進  

ウ  精神保健福祉相談員の拡充 

エ 「こころの健康センター（精神保健福祉センター）」機能の充実 

オ 「大阪市自殺対策基本指針（第２次）中間見直し」に基づく自殺防止対策の充実 

⑳ 難病対策の充実 

ア  難病対策の拡充 

イ  難病相談支援センターの拡充と就労支援等の機能充実を国に強く要望 

㉑ 障がい者(児)専門歯科医療体制の整備 

㉒ 障がい者虐待の防止・早期発見のためのセーフティネットの確立 

㉓「障害者優先調達推進法」の趣旨を踏まえた障がい者就労支援事業所等への発注の積極的な  

取り組み 

㉔ 補聴器購入費助成事業における手続きの簡素化など、より使いやすい事業への 

    改善 

㉕ 人工内耳対外装置の助成制度の創設 

㉖ 区役所への骨伝導イヤホンの配備 
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(7) 依存症対策について 

①（仮称）大阪依存症対策センターの早期開設 

② 薬物・アルコール・ギャンブル・ネット等依存症対策の着実な推進 

③ 若年層を対象とした依存症実態調査の実施及び調査結果に基づく対策の充実 

④ 発育段階に応じた教育の実施 

(8) 社会福祉について 

① 地域福祉の推進 

ア 「大阪市地域福祉基本計画」に基づく施策の充実と、各区の実情に応じた地域福祉の推      

 進  

イ  地域支援ネットワーク等、地域支援体制の強化、中間支援機能を活用した地域福祉活  

動の推進 

ウ  あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）の充実及び成年後見制度の利用にか 

かる支援の強化  

エ  地域福祉コーディネーター等の待遇改善と人材育成 

オ  複合課題を抱えた要援護者等に対し的確に対応するため、区役所が調整機能を発揮  

し、各相談支援機関や地域と一体となった総合的な相談支援体制の充実 

② 生活困窮者自立支援法」に基づく支援事業を本市の実情に則した実効あるものとするこ  

  と 

③ 総合的なホームレス対策の推進 

ア  自立支援センターの機能の充実 

イ  就労支援の充実 

ウ  生活支援の充実 

④ あいりん地域のさらなる環境整備 

⑤ 原爆被爆者に対する施策の充実 

⑥ 交通・災害遺児対策の充実 

(9) 保健医療制度について 

① 国民健康保険制度について 

ア  国民健康保険の都道府県単位での広域的な運営にとどまらず医療保険制度の一本化を 

 国に強く要望 

イ  国民健康保険の国庫負担率の引上げ等の措置を国に強く要望 

ウ  国民健康保険料減免措置の強化 

② 医療対策と予防・早期発見重視の施策推進 

ア 「がん対策基本法」及び「大阪市がん予防推進条例」に基づく予防・早期発見の推進並  

 びにがん専門医育成 

イ  アピアランスケアを含めたがん患者支援助成制度の充実 

ウ  若年がん患者ターミナルケア制度の充実  

エ  胃がん対策としてピロリ菌検査及び除菌への助成 

オ  新型コロナウイルス感染症による罹患後症状（いわゆる後遺症）に対する取り組みの 

強化 

カ  新型コロナウイルス感染症の後遺症について公的医療機関による対応の推進 

キ  ケアラー支援の推進として、各区役所にケアラー相談窓口を設置 

ク  救急医療体制の充実強化 

ケ  夜間・休日診療体制の充実及び休日急病診療所の施設整備 

コ  薬剤師会などと連携し「フレイルチェック」の実施 

サ  夜間歯科救急診療支援事業の充実 
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シ  歯の健康維持のための歯科医療体制の充実、及び歯周病検診の無償化 

ス  アトピーや花粉症・シックハウス症候群等のアレルギー性疾患に対し総合的、体系的 

な対策を推進するとともに、医療機関の整備推進 

セ   新型インフルエンザ等感染症に対する早期発見から早期治療につなげる総合的対策の  

 充実強化 

ソ  今後起こりうるパンデミックに備えた保健所体制の充実強化 

タ  子どもに対するインフルエンザ予防接種の助成制度の創設 

チ  結核対策基本指針に基づくＤＯＴＳをはじめとした積極的な結核対策の推進 

ツ   性感染症等に関する啓発及び検査・相談体制の強化・充実 

テ   ウイルス性肝硬変、肝がんに係わる医療費負担の軽減と支援制度の充実 

ト   国保人間ドックの検診事業の充実 

ナ   小児ぜん息の小児用吸入器購入助成等、特定疾患の医療費助成制度の充実 

ニ   脳脊髄液減少症に対する市民啓発の充実 

ヌ  軽度外傷性脳損傷に対する医療関係者への周知及び市民啓発の充実 

ネ   災害時における１型糖尿病のインスリンの確保 

③ 医療制度と施設について  

ア  市民病院が果たすべき医療機能の充実強化のための、さらなる経営基盤の強化と、医  

師・看護師の確保 

イ  住之江区をはじめとする南部医療圏における小児・周産期医療を中心とした医療体制  

の整備 

ウ  南港地域における病院施設の早期整備 

エ  市立医療機関・大阪公立大学医学部附属病院などにおける医師研修の充実並びに老朽 

化した医療機器や施設の計画的整備 

④ 地域保健体制の充実強化 

ア  保健所及び保健福祉センター機能の強化 

イ  アスベスト被害に対する総合相談の充実と支援体制の強化 

(10) 食の安全と安心の確保について 

① 食品の安全を確保するため、より効果的な監視や検査体制の充実強化 

② 家庭・学校における食を通じた健康と安全管理・食育の充実 

③ 産地から消費地までの一貫したトレーサビリティシステムの早期導入 

(11) 健康づくりの推進について 

① 大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１」の着実な推進 

② 健康教室などにおいて、メタボリック症候群など生活習慣病予防対策の充実強化 

③ 若年期からの運動習慣の定着化に向けた運動指導事業の充実 

④ がん検診受診率の目標達成のための実施計画の策定 

⑤ 公衆浴場への固定資産税減免及び新たに構築した支援策の継続 

 

Ⅲ 新しい世代の育成とスポーツ、芸術・文化の振興 

(1) 学校教育について 

① 子どもが生き生きと育つ教育環境づくり 

ア  児童・生徒の安全教育・防災教育の充実 

イ  義務教育費の保護者負担の軽減 

ウ  児童・生徒の体力づくりの促進と学校保健検診の強化 

エ  小学校区教育協議会との連携・協働や地域・家庭との連携の強化並びに教職員ＯＢの   

長年の経験と専門性を活用できるシステムづくり 
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オ  中学校部活動の充実 

カ  小学校高学年からの教科担任制など、小中学校の円滑な接続による小中一貫した教育 

の推進 

キ  いのちの教育の推進 

ク  学校給食における食物アレルギーがある子どものための支援制度の構築 

ケ  児童・生徒の意見を踏まえ、現状に合った校則の見直しを実施 

② 学校施設及び安心・安全機器の整備充実 

ア  学校維持管理運営費の増額 

イ  児童急増・校地狭隘校における教育環境改善の着実な推進 

ウ  老朽校舎の建て替えと施設の整備充実 

エ  学校のバリアフリー化（段差の解消やエレベーター等の施設整備）の充実 

オ  防火シャッター・エレベーター・プール排水口など危険防止対策の継続的な取り組み 

強化 

カ  学校園の高架水槽の衛生管理強化と完全直結給水など給水設備の改善 

キ  全校へのウォーターサーバーの設置 

ク  学校トイレの改修及び洋式化の推進 

ケ  小中学校の校庭緑化などの推進 

③ 生きる力、個性を伸ばす教育の推進  

ア  問題行動（暴力行為等）を生まない学校・学級づくりの推進 

イ  いじめ防止及びいじめの早期発見、早期対応の推進 

ウ  不登校が生じない魅力ある学校づくりと不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確  

保の推進 

エ  いじめ・不登校・問題行動（暴力行為等）の解決に向け、関係機関と連携した学校支 

援施策の推進 

オ  フリースクールネットワークの充実及び補助制度の創設 

カ  人や自然とのふれあい、モラルの向上をはじめ生命を大切にできる教育の推進 

キ  体験型・参加型の学習の充実と個性を尊重する教育の推進 

ク  児童・生徒一人ひとりの学習・生活実態の把握と、きめ細かな学習支援の充実 

ケ  児童・生徒の習熟の程度に応じた指導や小学校専科指導の取組推進 

コ  30人以下の少人数学級の推進 

サ  地域やボランティアなどの人材を活用した学習支援・放課後学習の充実 

シ  子どもの読書率向上のための取り組みの強化 

ス  学校司書の充実と学校図書館の活性化 

セ  子どもが利用しやすい子ども図書館の整備や移動図書館の充実 

ソ  帰国・来日等の児童・生徒に対する教育の拡充及び外国にルーツを持つ親に対して、 

読み書きなどの習得をサポート 

タ  男女の人権を尊重する性教育・ＨＩＶ感染者に関する教育等の充実 

チ  ＩＣＴを活用した学ぶ力を育てる教育内容の充実 

ツ  ＩＣＴ教育の円滑実施に向けた学校支援体制の強化 

テ  ＧＩＧＡスクール構想で整備した１人１台の学習者用端末を効果的に活用した教育の  

推進 

ト  大型提示装置等のＩＣＴ機器を活用した視覚・映像を使った新しい授業の展開 

ナ  職業観の醸成、キャリア教育の推進  

ニ  地域の実情を踏まえ、区や地域と連携した実践的な防災・減災教育の推進 

ヌ  イエナプラン教育（縦割り教育）の導入 
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ネ  学び直しの機会を保持する夜間中学の充実と新たに西部エリアに夜間中学を設置 

④ 英会話ができる英語教育の充実 

ア  ネイティブ・スピーカーを活用した実践的英語教育の推進 

イ  マンツーマンの英語教育の実施 

ウ  実力ある英語教員の育成のため、ＴＯＥＩＣ、ＴＯＥＦＬ、英検などの受験を促進 

し、その成果を評価につなげる仕組みづくり 

エ  英語暗唱大会（市長杯）への積極的な参加を推進 

オ  小学校低学年からの英語音声に慣れ親しむ活動の推進 

⑤ 力ある教員の育成 

ア  採用前研修・初任者研修をはじめ、資質向上のための教職員研修の強化 

イ  学級経営や生徒指導の力量を高めるため、ロールプレイングの手法を用いた研修の充 

実 

ウ  教員の指導技術向上のため、デジタルコンテンツの開発・配信の推進 

エ  授業力向上のため、授業公開・研究を伴う校内研修の充実 

オ  力ある人材を広く集める工夫を凝らした採用試験の実施 

カ  全教員を対象に発達障がいを主とした特別支援教育の研修の実施 

⑥ 副校長や教頭補助員・ワークライフバランス支援員の全校配置など、教頭への支援体制の

強化 

⑦ 教員の「働き方改革」の推進 

ア  スクールサポートスタッフ、地域との連携強化のためのスクールソーシャルワーカー 

をはじめとしたコーディネーターの配置 

イ  学校の出退庁時間の設定  

(2) 教育委員会改革について 

① 教育委員と教師の直接対話、率直な意見交換を通して支持・支援する関係の構築、現場発

の教育改革の実践 

② 学校への予算執行権・編成権の委譲 

③ 開かれた教育委員会にするため、教育委員会会議のネット中継の開催 

(3) 子ども優先社会・教育のための社会づくりについて 

① 学校・家庭・地域と企業が一体となって子どもの夢を育てる「子ども条例」を制定 

② 学校を支える家庭・地域の教育力の向上施策を推進 

③ 家庭教育・親子ふれあい事業の推進 

ア  市内施設を利用した親子無料体験プラン等の実施 

イ  親子がふれあい、子どもが安心して遊ぶことのできる遊具の充実と公園整備 

④ 社会全体で心豊かな子どもを育成する施策の推進 

ア  学校・家庭・地域・企業が一体で子どもの健やかな成長と夢を育てる施策の充実 

イ  子どもたちに大阪が誇る文化や産業の担い手から学ぶ機会を提供する体験プログラム  

の作成 

ウ  市内の生涯学習関連施設等の潜在力を最大限に活用した体験事業の実施 

エ  芸術文化青少年育成事業のさらなる拡充 

オ  文化・芸術関係団体・スポーツ等の関係者の協力のもと、新たな人材バンクの創設 

カ  地域のボランティアを活用し、読書運動・読み聞かせ運動の推進 

キ  児童いきいき放課後事業の指導員の待遇改善と人員の確保  

ク  児童いきいき放課後事業の活動内容の充実と活動時間の延長 

ケ  障がい児の支援や活動内容の充実に関する指導員の研修や交流等を通じた児童いきい  

き放課後事業の推進 
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コ  フリースクール連携推進事業の創設 

サ  習い事・塾代等助成制度の検証及び充実 

⑤ 地域子育て支援・子どもの健全育成施策 

ア  区役所に教育相談窓口を設置及び学校支援体制の強化 

イ  スクールカウンセラーの各小学校への配置の充実 

ウ  スクールソーシャルワーカーを大幅に増員 

エ  こども相談センターの教育相談窓口の時間延長、土・日の実施 

オ  地域が協賛の子ども国際交流の推進 

カ  要保護児童対策地域協議会の体制強化 

⑥ 地域・家庭・学校が一体として指導する子どもの安全施策 

ア  自転車の安全な乗り方や交通ルールの順守の指導 

イ  不審者から身を守るためのＣＡＰ（体験学習）を大人（守る側）の視点で実施推進 

ウ  いじめ・児童虐待などを早期発見するためのネットワークづくりの推進 

(4) 子どもの貧困対策について 

① 「こどもサポートネット事業」の着実な実施とアウトリーチ型支援の推進 

② 支援が必要な子どもの発見とライフステージに応じた支援体制の構築 

ア  乳幼児健診時の情報を共有し、必要な支援へ繋げるワンストップ窓口の設置 

イ  ３歳児健診の際、就学前教育の就園先アンケート等を実施 

ウ  幼稚園・保育所の教職員と行政・地域の連携が図れる体制の構築 

エ  中学生を対象とした「子ども自立アシスト事業」を高校生・若年層にも活用とさらな 

る拡充 

オ  中退した高校から連絡を受けた中学校が、行政・地域につなげる体制の構築  

カ  高校中退者を対象に再チャレンジのため、学習ボランティア等の個別指導の実施 

キ  就職希望者への指導としてコネクションズおおさか・しごと情報ひろばを積極的に活 

用 

③ 行政と地域が連携した体制の構築 

ア  コミュニティソーシャルワーカーを中学校区に１名配置 

イ  スクールソーシャルワーカーを常勤採用とし処遇改善 

ウ  スクールソーシャルワーカーの拡充 

エ  地域の子どもを見守る体制を整えるため、地域福祉コーディネーターを常勤採用とし 

て配置 

④ 小学校を拠点とした居場所の提供 

ア  児童いきいき放課後事業終了後、また土・日・祝日に、地域福祉コーディネーターを 

中心に運営 

イ  朝の子どもの居場所づくり 

ウ  児童いきいき放課後事業へ食材・おやつ等の支援 

エ  教師ＯＢ・学生ボランティア等が相談事の解決、学習意欲の向上や学習習慣の定着等 

を行う 

⑤ 各区図書館の機能充実 

ア  複合化も含めた建て替え・新設の推進 

イ  開館時間の延長 

ウ  図書の充実 

エ  自習等で使えるフリースペースの確保 

⑥ 行政機関・社会福祉協議会・学校・医療機関等の連携により、必要とする家庭へ食料支援 

⑦ フードバンク活動との連携推進 



 

令和８年度 大阪市予算編成に関する要望 

 

35 

 

⑧ こども食堂やこどもの居場所の安定的運営に向け、「こども支援ネットワーク事業」の充実   

とニーズを踏まえた支援 

⑨ 児童扶養手当制度の毎月支給  

(5) 特別支援教育について 

① 発達障がいのある児童・生徒への支援体制の充実 

② 特別支援教育のための教職員及び特別支援教育サポーターの増員 

③ 発達障がい支援のための学校園への巡回相談及び専門家チームの派遣の充実 

④ デイジー教科書、デジタル教材（音声・ルビ付教科書等）の活用推進 

⑤ もと市立特別支援学校における市独自のサービス水準の維持・継承 

⑥ 学校園で学ぶ医療的ケアの必要な幼児・児童・生徒への看護師の配置 

⑦ 将来の自立に向けた職業教育の充実 

(6) 幼児教育について 

① 認定こども園等幼保連携の推進と幼稚園の預かり保育の充実 

② 保育所・幼稚園・小学校の交流を含めた連携強化 

③ 市立幼稚園の３歳児保育の拡充とトイレの洋式化の推進 

④ 私立幼稚園への助成拡充 

⑤ 地域における子育てセンターとしての幼稚園の積極的活用 

⑥ 保育・幼児教育センターにおける就学前教育の充実 

(7) 若者施策について 

① 「大阪市こども計画」の推進 

② アフォーダブル住宅制度の創設 

③ 若者の起業支援策の充実 

④ 若者を支援する総合的な雇用施策の充実  

ア  インターンシップ制度の充実、社会人講師の招へい推進 

イ  若年者の職場体験事業やきめ細やかな相談事業（キャリアカウンセリング）の推進 

⑤ 青年芸術家の支援・育成、一流芸術家とのふれあいの機会拡充 

⑥ 若者文化・新スポーツ・アーバンスポーツを支援する施策の充実 

⑦ ライセンスを発行し、公共空間を無償で開放する「ストリート・アーティスト」事業の推  

進 

⑧ 覚せい剤等の薬物乱用防止の啓発 

⑨ 性的マイノリティに対する正しい理解と啓発 

(8) 大阪公立大学の活性化について 

① 教育研究施設の整備・充実とともに、アクティブラーニングの推進や英語教育の強化など 

全学的な教育改革の一層の推進、教育研究環境のさらなる充実 

② 人工光合成研究のスケジュール通りの進捗に加え、健康科学研究（抗疲労研究、先端予防

医療研究など）や都市防災研究などの、重点的な都市科学研究の推進 

③ 企業の技術革新や新産業創出に向けた産学連携及び大阪産業技術研究所、大阪健康安全基

盤研究所及び環境科学研究センター等本市の研究機関等との連携強化や、市政の課題解決

に資する研究活動による都市シンクタンク機能の強化 

④ 学生と地域住民等も含めた産学官民連携の取り組みの推進 

⑤ 市民のニーズにあわせた多様な学習機会を用意し、開かれた大学教育の推進 

⑥ グローバル人材の育成や海外の教育・研究機関等との国際交流の促進及び秋入学の実施の

検討や英語による授業の拡大など留学生の受け入れ環境の充実による国際力の強化 

(9) 生涯学習等について 

① 生涯学習センター・生涯学習ルーム事業の効果的活用 
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② インストラクターバンクを活用した事業の推進  

③ 様々な理由により読み書きや日本語の会話に不自由している人々を対象とした識字・日本 

語教育の推進 

④ ビジネスマンが気軽に利用できるビジネス支援図書ルーム（仮称）の設置 

(10) スポーツの振興について 

① 総合型地域スポーツクラブの育成 

② 地域スポーツの指導者確保や資質向上のための養成・研修の充実 

③ 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムの利便性の強化 

④ 学校体育施設の地域への開放推進と夜間照明・クラブハウス設備の拡充 

⑤ スポーツ優秀選手によるスポーツ教室の拡充（健常者・障がい者とも） 

⑥ スポーツ優秀選手に対するサポートの充実（健常者・障がい者とも） 

(11) 芸術文化振興条例に基づく芸術・文化の保存と振興及び観光資源への転換について 

① 新進の芸術家の育成と活躍の場の提供 

② 国内はもとよりアジア等海外の若者を惹きつける大阪発の芸術・文化発信と交流ネット 

ワークの形成（ファッション・音楽・芸能・アートなど） 

③ 映像文化振興のための施策推進 

④ 上方伝統芸能などの保存・振興と人材育成、助成拡充 

⑤ 既存の市民公共施設などで空きスペースや建物を活用した文化施策の展開 

⑥ 地方独立行政法人による大阪市ミュージアムビジョンの実現 

⑦ 中之島エリアを大阪文化の核として魅力を発信する「大阪芸術文化都市宣言」の実施 

⑧ 大阪城公園の観光拠点としての魅力向上及び大規模公園における民間活力導入の推進 

⑨ 芸術活動の振興と発展を図るため、大阪市芸術活動振興事業助成金の継続と拡充 

⑩ 難波宮の世界文化遺産登録への推進  

⑪ 埋蔵文化財収蔵施設の整備充実 

 

Ⅳ 都市再生と大阪経済の活性化 

(1) 人・もの・情報が交流する国際都市の創造 

① 既存の施設（資源）を活用した集客観光策の展開 

② 姉妹・友好都市等との交流の推進、外国領事館の積極的な誘致、海外事務所の機能強化、 

及びそれらを通じた大阪の魅力発信 

③ 居住外国人のための、区役所の総合相談窓口の充実 

④ アジア等諸外国とのビジネス提携と民間交流の積極的な推進 

⑤ 「大阪市多文化共生指針」及び同行動計画に基づく多文化共生施策の推進 

(2) 都市再生に向けた重点的な施策・事業の推進 

① 「都市再生緊急整備地域」での民間による都市開発の促進、並びに「大阪駅周辺・中之 

島・御堂筋周辺地区」「夢洲・咲洲地区」における「国際戦略総合特区」、「特定都市再生

緊急整備地域」の制度を活用した事業の推進 

② 新しい価値を生み出す科学技術の振興と大学等との連携の推進 

③ 大阪・関西が強みを有し、今後成長が見込まれる「環境・エネルギー」や「健康・医療」、  

「ＩＣＴ」などの成長産業分野の重点的な育成・振興、特に中小企業の潜在力をいかした参     

入促進に係る取り組みの推進 

④ 新大阪駅周辺地域のまちづくりの推進 

⑤ 大阪産業技術研究所や大阪公立大学など市内外の研究機関における産学官金連携の強化と

中小企業への技術移転の促進 

⑥ 特許など知的財産の活用を促進する支援策の強化 
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⑦ 集客力向上のため、外国語対応表記をはじめ案内機能を充実させ、集客拠点間の回遊性を

強化 

⑧ 大阪の最新情報の発信や進出有望企業等の発掘などのプロモーションの実施による国内外 

企業や大学・研究機関等の誘致の推進  

⑨ 大阪都市魅力創造戦略に基づき、欧米豪をはじめ幅広い国・地域からの観光客誘致策の強  

  化 

⑩ 森之宮周辺等におけるまちづくりの推進 

⑪ 文化施設が集積する中之島の特性を活かした取り組みによる文化力や都市魅力の向上 

(3) 中小企業の活性化と新しい都市型産業振興策の推進 

① 「大阪市中小企業振興基本条例」に基づいた、市内中小企業の実態把握や中小企業振興施

策の総合的な推進 

② 大阪信用保証協会など関係支援機関と連携し、厳しい経営環境にある市内中小企業や創業

者などへの資金調達の円滑化を推進 

③ 大阪産業創造館でのビジネスマッチングによる販路拡大、新事業創出・経営革新支援、次

代を担う経営者の育成や創業促進のための人材育成など総合的な支援の充実 

④ 高度な技術力を持つ製造業や商品企画力・広告宣伝力等を持つクリエイターの集積を生か

した多様なネットワーク化の推進による付加価値の高いものづくりへの支援 

⑤ 都市の活性化や生活の質の向上につながるデザイン関連分野における創業支援や人材育成 

の充実 

⑥ 大規模小売店と地域社会の調和あるまちづくりの推進 

⑦ 地域商業の活性化に向けて、商店街や小売市場などが地域団体等と連携するなど新たな魅力

づくりに向けた取り組みへの支援 

⑧ ＢＰＣ（ビジネス・パートナー・シティ）や姉妹都市、海外事務所等の国際ネットワーク

の拡充と、その一層の活用による国際ビジネス活動支援や観光プロモーションの促進 

⑨ 中小企業の海外展開にかかる市場動向やニーズに対応した「売る」視点からの販路開拓支 

援策の充実  

(4) 雇用施策の推進について 

① 市民のニーズに応じた雇用関連情報の提供や、求職者と求人のミスマッチの解消など雇用

施策の積極的な推進 

② 既存産業の強化、新産業の育成、企業誘致の推進及び観光など集客機能の強化による雇用

の創出・確保 

③ 就職氷河期世代の就労支援としての雇用創出 

④「就職に向けた支援が必要な人」に対して、「しごと情報ひろば」や区役所での無料による    

職業相談・紹介事業の充実 

(5) 消費生活の安定について 

① 中央卸売市場の整備推進 

② 仲卸業者への経営指導による経営相談等の強化 

③ 消費者センターの相談事業などの市民への周知徹底と機能拡充による消費者被害の未然防 

止 

④ カスタマーハラスメント対策のための条例の制定 

 

Ⅴ ゆとりある住まいと快適な環境づくり 

(1) 魅力ある都心機能の整備 

① うめきた地区等における魅力ある都市環境の創出をめざした官民連携によるエリアマネジ 

メントの推進 
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② うめきた２期区域のまちづくりの推進 

③ 関西国際空港のハブ空港としての機能強化 

④ リニア中央新幹線の大阪―東京間、北陸新幹線の大阪までの早期全線開業 

⑤ ユニバーサルデザインタクシーの30％以上の普及促進に向けた補助制度の拡充等、交通バ

リアフリー化の推進 

⑥ ＪＲ・南海新今宮駅のエレベーター設置の推進、及び再整備の促進 

⑦ 阪急淡路駅周辺の連続立体交差事業の推進 

⑧ 大阪外環状線の建設に引き続きＪＲ関西本線の連続立体交差事業の早期実現 

⑨ なにわ筋連絡線（大阪～十三）、新大阪連絡線（十三～新大阪）の着実な整備の促進 

⑩ 南海高野線（帝塚山～大和川）の連続立体交差事業の早期整備 

⑪ 淀川左岸線（２期）及び延伸部事業の着実な推進及び阪神高速道路の更新・修繕の促進 

⑫ 駅周辺整備及び駅周辺土地区画整理事業の推進（天下茶屋、淡路等） 

⑬ 正蓮寺川等の総合整備及び天王寺大和川線の整備促進 

⑭ 夢洲アクセス鉄道（ＪＲ桜島線延伸・京阪中之島線延伸）の着実な整備の促進 

⑮ 大阪城公園周辺地域のまちづくり（京橋、森之宮周辺）に関連して、ＪＲ片町線・東西線

連続立体交差事業、豊里矢田線（鴫野・蒲生）の早期整備 

⑯ ＪＲ大阪環状線や阪神高速道路高架下の有効利用の促進 

⑰ 不法占拠地の解消推進 

⑱ ＪＲ阪和貨物線の跡地についてのＪＲ西日本との協議と用地の有効活用 

⑲ 自動運転技術の開発促進による交通観光の改善 

(2) 住環境整備と住宅事業の推進 

① 密集市街地における住環境整備 

ア  民間老朽住宅建替支援事業の推進 

イ  細街路整備の促進 

ウ  まちかど広場整備の推進 

エ  生野区南部地区や西成区、福島区北西部地区などの総合的な整備の推進 

オ  地域特性に応じた重点的な事業の実施 

カ  地震による火災や延焼等を防止する感震ブレーカーの設置補助の実施 

② 空家対策の自治体の取り組み強化 

ア  空家等対策計画の着実な推進 

イ  空家対策に対する補助金制度の創設 

ウ  空家の取得に係る不動産取得税の免除及び固定資産税の一時減免制度の導入 

③ 土地利用動向等を踏まえた地域地区の見直し 

④ 都心部に住宅確保のため容積率の緩和や空きオフィスの住宅転用支援事業の推進 

⑤ 住まい情報センターにおける住情報の提供・相談機能の充実 

⑥ 高齢者・障がい者・外国人の民間住宅へのスムーズな入居に向けた保証制度など、仕組み

づくりの検討 

⑦ 良質な公共住宅の整備と多様な市民ニーズへの的確な対応 

ア  市営住宅の建て替えや耐震化、全面的改善、中層住宅へのエレベーター設置など市営

住宅ストック総合活用計画の着実な推進 

イ  市営住宅の共用部照明のＬＥＤ化など、計画補修・一般補修の充実 

ウ  市営住宅の浴槽設置の推進 

エ  市営すまいりんぐ・特定賃貸住宅の入居促進 

オ  市営住宅における若者単身者向け住宅の供給の拡充 

カ  市営住宅における高齢者・障がい者向け住宅の供給の拡充  
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キ  高齢者、ひとり親家庭、障がい者並びに親子近居住宅募集の推進 

ク  市営住宅敷地内の防犯施策と附帯駐車場の一般活用の推進 

ケ   入居者の高齢化が進む市営住宅の共益活動に対する積極的な支援 

コ   市営住宅団地の活性化に向けた大学との連携による学生入居の推進 

⑧ 新婚・子育て層に対する住宅施策の推進 

ア  分譲住宅購入融資利子補給制度の推進 

イ  民間賃貸住宅の有効活用の促進 

ウ  市営住宅への入居促進 

⑨ 地域魅力創出に向けた歴史的建築物等の修景の促進 

⑩ 快適で環境にやさしい建築物の誘導を行う評価制度の推進 

⑪ 分譲マンションの適切な維持管理の促進と円滑な建て替えの支援 

⑫ ワンルームマンション建設・管理における駐輪・駐車・ごみ対策などの指導推進 

(3) ベイエリア地区の整備 

① 「国際コンテナ戦略港湾」の実現に向けた施策の推進による国際競争力の強化 

② 港湾・海岸整備事業の着実な実施 

ア  クルーズ客船の母港化及び誘致推進 

イ  安全・安心な社会基盤を再構築するため、岸壁・防潮堤など老朽化の進む港湾・海岸   

施設について、「大阪市公共施設マネジメント基本方針」に沿った維持管理・更新の積 

極的かつ集中的な実施と必要な財源の確保 

ウ  環境保全対策の実施 

③ 港湾におけるテロ等に対する保安対策の充実 

④ アクセスの改善や、企業誘致など（夢洲・咲洲地区の活性化に向けて－中間とりまとめ

－）の短期的な取り組みの着実な実施 

⑤ 埋立地における早期の未利用地の分譲・有効活用 

⑥ 大正区鶴浜地区のまちづくり計画の推進  

⑦ 南港ポートタウンの新たなまちづくりのための環境改善 

⑧ 在来臨海部の規制緩和による土地利用の促進 

⑨ 築港地区の埋立計画の推進を含め魅力的な集客観光拠点の創出及び居住促進につながる中

長期的なまちづくり計画の推進 

(4) 花・緑あふれるまちづくり 

① 「大阪市緑の基本計画〈2026〉」に基づく緑の保全と創出 

② 緑の集積した「都市の森」「地域の森」づくりの推進 

③ 街路樹の定期的な剪定や根上りの対応を実施し景観保全の推進 

④ 民間活力による公園の維持管理 

⑤ 通過型公園から滞留型公園への転換促進 

ア  ライトアップで夜も親しめる公園整備と緑化推進 

イ  公園の池水浄化、せせらぎ再整備等の推進 

ウ  身体障がい者用を含め公園内のトイレ設置と清掃の充実 

エ  公園内にメロディ付き太陽電池時計や防犯カメラの計画的設置と砂場の保全や遊具の  

安全点検など環境整備の拡充 

オ  リハビリ等もできる健康広場のある公園の建設推進 

カ  ドッグラン施設の整備 

キ  インクルーシブ遊具の導入 

⑥ 市民参加による花と緑のネットワークづくりの推進 

ア  街路及び公共施設、ターミナル等への重点的な緑化推進 
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イ  敷地や屋上等民有地緑化の推進 

ウ  児童遊園の整備補助の拡充 

エ  地域のアイデアを生かした公園整備の推進 

⑦ 柔軟な民間活力の導入による公園の魅力向上 

⑧ 毛馬桜之宮公園の整備推進 

⑨ 天王寺動物園における、ソフト面とハード面の両面で動物福祉の観点に重点を置いた魅力向 

上  

⑩ 新たなスケートボード場の整備 

(5) 安心・安全で快適な地域社会の実現について 

① ＩＣＴ活用など利用者のニーズに即した歩行者案内標識の適切な維持管理  

② 歩行者案内標識における地図の適切な更新 

③ 青色防犯パトロールの充実 

④ 犯罪・事故防止のための防犯カメラの設置推進や防犯灯の設置倍増及び電気料金の全額補助 

⑤ 中規模・大規模公園への防犯カメラの設置 

⑥ 犯罪被害者等の支援に関する条例に基づく支援施策の推進 

⑦ 自転車の安全利用の促進 

⑧ 自転車ヘルメット購入補助制度の構築 

⑨ 地域の利便性向上に向けたシェアサイクルの全市的連携と普及促進 

⑩ 共同住宅等における防犯対策の推進 

⑪ 動物愛護施策のさらなる推進 

⑫ 不妊・去勢手術費助成など、まち猫施策の拡充 

⑬ 安全上や生活影響上で課題を抱える老朽家屋対策の充実 

(6) 安全で快適な道路整備について 

① 都市計画道路の早期整備 

② 交通渋滞の緩和を図るため、鉄道との立体交差化を促進（阪急電鉄京都線・千里線、ＪＲ関 

西本線など） 

③ 通学路の安全対策、幹線道路を中心とした交通事故抑止対策の推進 

④ 幹線道路を中心とした自転車レーン・自転車道などの走行環境の整備促進 

⑤ バリアフリー法に基づく道路・歩道橋対策の推進 

⑥ 生活圏を広げるために河川への人道橋整備を拡充 

⑦ 路面温度を低減する舗装や低騒音舗装などによる道路環境対策の促進  

⑧ 道路・橋梁・地下空間などの耐震化の促進及び中長期的なアセットマネジメントの推進 

⑨ 最新技術を活用した効率的・効果的な維持管理の推進 

⑩ データやノウハウを活用した道路陥没未然防止の取り組み 

⑪ 区画線の管理基準および維持管理計画の策定による、安全・安心な区画線の維持補修 

(7) 美しいまちなみの創造 

① 河川沿いに緑豊かな遊歩道を建設 

② 大阪の伝統と革新が生み出す世界的ブランド・ストリートの実現をめざした御堂筋の活性化 

と魅力向上を図る施策の推進 

③ 河川の堤防や歩道橋の美化等、都市環境整備の推進 

④ 老朽化した道路・公園等の更新・維持管理は「大阪市公共施設マネジメント基本方針」に

沿って確実に実施するとともに、必要な事業費については特別な予算枠を創設 

⑤ 御堂筋将来ビジョンを踏まえた、御堂筋の歩道拡幅等、道路空間再編の取り組みを推進 

⑥ 官民連携により人中心の空間となったなんば広場について、民間のエリアマネジメント組織   

による持続的な管理・運営の実現に向けた取り組みの推進 
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(8) 駐車・駐輪対策の推進 

① 公共駐車場の営業時間延長と利用促進 

② 警察が設置するパーキング・チケット発給設備の設置協議（道路占用）に引き続き対応して 

いくこと 

③ 放棄自動車対策の強化と自動車リサイクル法の適正な運用  

④ 民間公募による駅前レンタサイクル事業の推進 

⑤ 中心市街地や鉄道駅・バス停周辺での自転車駐車場の整備促進及び地域との協働による放置  

自転車対策の強化 

⑥ 民間駐車場における自動二輪車の駐車スペースの拡充など、自動二輪車の駐車対策の強化 

⑦ 観光バスの乗降場と駐車場の確保の推進 

(9) 豊かな「水の都」の創造 

① 道頓堀川や安治川など河川を利用した水上交通網の整備や水辺のにぎわいづくりの推進 

② 府市連携による平野川・寝屋川・第二寝屋川等の水質改善・浄化の強化 

(10) 浸水対策事業の推進 

① 気候変動による降雨量の増加を考慮した新たな浸水対策計画である『大阪市下水道浸水対策   

計画2025』に基づき、「淀の大放水路」や「豊崎～茶屋町下水道幹線」をはじめとする下水

道施設の整備を推進 

② 枝線管渠のネットワーク化・貯留施設の整備や他事業連携によるグリーンインフラの活用な   

どによる局地的な浸水対策の推進 

③ 寝屋川北部・南部地下放水路の早期建設 

(11) 下水道事業の推進 

① 公共用水域の水質保全を図るため、合流式下水道の改善対策の推進 

② 高度処理施設の建設促進、処理水の広範な有効活用 

③ 老朽化した施設の計画的な改築・更新事業の早期の実施のほか、上下水道耐震化計画に基づ 

いた耐震化の促進など、災害に強い下水道の整備推進、埼玉県八潮市で発生した大規模な道  

路陥没を踏まえた下水道管路の全国特別重点調査結果に基づく対策の推進 

④ 下水処理場と周辺の環境調和を図るための緑化及び臭気対策施設の整備等の処理場周辺環境  

整備の推進  

⑤ カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向けて省エネ・創エネを図るための下水道資源  

の有効活用 

⑥ クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社による安定した質の高い下水道サービスの持続的な提 

供並びに、下水道トータルシステムとして培ってきた経営資源を活かした国内外への事業展  

開の推進 

(12) 環境対策の推進 

①「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「大阪市地球温暖化対策実行計画（目標

値：2030年度までの温室効果ガス排出量を50％削減【2013年度比】）」の着実な推進 

② 市民や事業者、ＮＰＯとの協働による積極的な温暖化対策の推進に向け「なにわエコ会議」 

などの活動支援の充実 

③ ヒートアイランド対策の実効ある推進 

④ 環境教育の一層の推進 

⑤ 自動車環境対策の推進 

ア   自動車交通環境対策の着実な推進 

イ   2電気自動車の公用車への導入、電気自動車用充電施設の設置による民間への普及促進 

⑥ 土壌汚染対策及びフロンガス対策の強化・推進 

⑦ ダイオキシン類対策の強化と支援制度の拡充 
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⑧ 交通流動の最適化や阪神高速西大阪線等の公正妥当な料金など、国道43号等の環境改善対策 

の推進 

⑨ ＰＭ２．５の数値について市民への適時適切な情報発信 

⑩ 姉妹都市提携関係にある上海市とＣＯ２排出量の削減等気候変動対策についての提携・覚書  

を締結すること 

⑪ 2050年の脱炭素社会「ゼロカーボン おおさか」をめざした取り組みの着実な推進  

(13) 廃棄物対策の推進とまちの美化推進 

① 循環型社会の構築に向けた取り組みの推進 

ア  ３Ｒ 発生抑制(リデュース)・再使用(リユース)・再資源化(リサイクル) ＋Renewable  

再生可能（リニューアブル）の推進 

イ  ごみ減量のためのアクションプランの確実な推進に向けたボランティア活動の支援 

ウ  分別収集における適正排出に向けた啓発・指導の促進 

エ  海洋プラスチックごみ問題の解決 

オ  食品ロスの削減に向けた取り組みの推進と啓発 

カ  古紙・アルミ缶の持ち去り対策の強化 

キ 「家電リサイクル法」に即した適正排出の促進 

ク  小型充電式電池の分別排出徹底に向けた啓発 

ケ  産業廃棄物処理対策の推進 

コ  事業系ごみの減量化・資源化施策の拡充 

サ  地域の環境美化につながるプロギング活動の推進 

② 資源回収に関する市民啓発の推進、補助の充実 

③ ハト・カラスなど鳥害対策の強化 

④ 高齢者・障がい者に対するごみ収集支援（ふれあい作業）の充実 

⑤ まちの美化推進のための清掃・啓発の強化 

⑥ 市内全域での路上喫煙禁止の実効性を確保するための啓発指導や広報周知等、取組の推進及  

び喫煙所の更なる整備 

⑦ ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

⑧ 大規模災害発生時における災害廃棄物対策の充実 

(14) 防災・救命対策の推進 

① 災害時の初期初動体制の充実強化や、消防・警察・医療機関などが連携した救急体制の整備 

強化 

② 災害時に備えた民間企業、団体等とのさらなる協定の推進  

③ 装備のグレードアップや関係機関との連携強化など危機管理体制の充実強化 

④ 防災アプリを活用した多言語による情報発信の充実 

⑤ 雑居ビル等の消防法規制対象建築物の実態把握、消防法違反対象物の是正指導など防火安全   

対策の強化 

⑥ 市民の災害対応力の強化 

⑦ 一般家庭に対する防火・防災指導体制の強化 

⑧ プライベートの空間を確保できるよう、トレーラーハウスやテントを活用した避難所の運営  

体制の整備促進 

⑨ 災害応急対策の充実と市民啓発の推進 

⑩ 災害対策の中枢機能を担う消防署所の整備促進 

⑪ 消防職員の研修等の強化 

⑫ 救急救命士の養成など救命救急業務の充実強化及び市民ニーズに対応した救急相談業務（＃  

７１１９）への体制強化 
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⑬ ＡＥＤ （自動体外式除細動器）の使用方法など応急手当普及啓発の推進及び設置場所情報

の一元化 

⑭ ＡＥＤのコンビニエンスストアへの設置推進 

⑮ 大規模公園へのソーラー充電式照明灯の設置検討 

⑯ 避難行動要支援者の個別避難計画作成の推進 

 

Ⅵ 安全・快適な交通事業の推進 

① 安全・快適に利用できる交通施策の推進 

ア 構造物の耐震化・津波浸水対策等防災・震災対策の充実 

イ エレベーターの整備などバリアフリー化の推進 

ウ プラットホームからの転落防止を目的とした可動式ホーム柵などの整備促進 

エ 大阪シティバスの低公害車など環境にやさしい車両の整備 

オ 大阪シティバスのシェルター化の推進、テント、ベンチの増設などバス停留所周辺  

の整備・安全対策 

カ 地下鉄の痴漢防止キャンペーンの効果的実施  

キ   車椅子やベビーカーを利用しやすい環境づくりの推進 

ク   授乳室や授乳スペース等、子育て世帯が利用しやすい環境の整備 

ケ   駅ナカなど地下鉄駅構内の有効活用の促進 

② 利用者の利便性向上策の推進 

ア   国際都市・観光都市にふさわしい地下鉄駅の案内表示の充実 

イ   地下鉄車内や駅構内の公衆Wi-Fiなど、ＩＣＴサービスのさらなる拡充 

ウ   駅等の駐輪対策 

エ   バス路線については、安易に廃止するのではなく、利用者の目線に立って整備 

オ   利用しやすい車両や地下鉄駅のトイレの美装化などの推進 

カ   個人情報の管理を徹底し、地下鉄駅改札の顔認証システムの導入 

キ   ＡＩを活用した新しい移動手段であるオンデマンド交通の全区展開 

③ 鉄道事業者等が連携した広域的なＭａａＳの構築 

④ 国・府などの地下鉄建設のための補助制度の拡充と補助金の確保及び鉄道駅バリアフリー料  

金制度を活用した更なるバリアフリー化の拡充 

⑤ 障がい者割引の相互乗り入れ対応システムの導入とＩＣカード化 

⑥ 地下鉄第８号線延伸をはじめ、市内外への地下鉄網の整備促進 

⑦ いまざとライナー（ＢＲＴ）社会実験の着実な実施 

 

Ⅶ 健全な公営企業の推進 

① 水道事業の着実な経営改善の推進 

ア  官民連携の導入など経営効率化による事業経営の改善 

イ  資産有効活用の積極的な推進 

② 安心・安全で良質な水の安定供給 

ア  給・配水管の計画的な早期整備と鉛管対策の着実な推進 

イ  災害発生時の応援受け入れ態勢の確立など、防災対策の充実による総合的な危機管理  

体制の強化 

ウ  水質管理体制の充実とそれに必要な検査設備の整備並びに放射性物質及びPFAS(有機 

フッ素化合物)監視体制の継続 

エ  中高層住宅への直結給水の普及拡大 

オ  貯水槽水道の衛生管理対策の強化 
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③ 水道施設の強靭化 

ア   官民連携による水道基幹管路の耐震化促進 

イ   広域避難場所及び災害医療機関に至る配水ルート上の管路耐震化の整備 

ウ   上町断層帯地震を想定した浄・配水場施設の耐震化の推進 

④ 浄水発生土の有効利用の促進 

⑤ 他の水道事業体への支援 

ア 外郭団体を活用した府域水道事業への貢献 

イ   官民共同による海外水問題への支援  

⑥ 水道ＤＸの推進 

ア   水道スマートメーターの導入 

イ   ICT、AI等最新技術の導入による高度化 
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◆自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団 

令和８年度大阪市予算編成に関する要望書 

 

大阪では、「2025大阪・関西万博」が終了

し、今後のまちづくりのあり方がこれまで

以上に重要な課題となっている。万博跡地

の活用については、特に夢洲第２期区域の

開発が注目されており、万博で掲げられた

理念をいかにして次世代へと継承し、国際

観光拠点の形成を通じて「未来社会」の実現を目指すかが期待されているが、その実現には様々な

課題が存在している。 

夢洲においては、５年後のＩＲの開業に向けて工事が着々と進められており、大阪は国内で唯

一、ＩＲ関連事業に取り組む自治体として、ギャンブル依存症など社会的な問題にどのように向き

合い、市民の安心・安全を守る対策を講じていくか、その責任と真価が強く問われている。 

一方、急激な物価の上昇が市民生活に大きな負担をもたらしている。食料品や光熱費の高騰など、

日常生活に直結する課題に対して、本市としても現状を的確に把握し、市民の安定した生活を支え

る新たな施策の検討・実施が強く求められており、特に、子育て世帯や高齢者、ひとり親家庭な

ど、支援を必要とする方々に対するきめ細やかな対応が不可欠である。 

また、人口減少と高齢化の進展は、今後も地域社会に様々な問題をもたらすことが予想されるな

か、市長には、これらの課題に対してリーダーシップを発揮し、市民の安全・安心の確保と福祉の

向上、地域コミュニティの醸成に向け、積極的な施策の展開に尽力されたい。 

 令和８年度の予算編成におかれては、今後の大阪のまちづくりや再生・成長への取組について、

具体的な方向性を明らかにし、市民生活に目を向け共に歩んで行くため、以下の点について強く要

望するものである。 

 

１．大阪の今後のまちづくりについて  

（１）おおさかの都市基盤 

① うめきた２期区域について世界をリードするイノベーション拠点の形成に向けた官民連携に 

よる取組 

比類なき魅力を備えた「みどり」の空間とイノベーションを生み出す中核機能の融合拠点の 

形成とそれを支える基盤整備（土地区画整理、公園整備）の着実な推進に取り組まれたい。 

加えて、「みどり」の空間を活用し、「ライフデザイン・イノベーション」をテーマとした新 

産業創出を推進するなど、世界をリードするイノベーション拠点の形成に向け、官民連携し 

て取り組まれたい。  

② 此花西部臨海地区、築港地区、弁天埠頭地区、鶴浜地区など在来臨海部の民間活力を導入し  

た再開発の推進 

市民に親しまれる港づくりを進めるとともに、地域の活性化や魅力あるウォーターフロント 

の実現のため、民間活力を導入し、此花西部臨海地区、築港地区、弁天埠頭地区、鶴浜地区 

など在来臨海部の再開発を推進されたい。 

③ 夢洲地区について市民生活や経済活動を支える物流機能のあり方について検討 

府・市・経済界で取りまとめた「夢洲まちづくり構想」において、「国際観光拠点」と「国 

際物流拠点」のそれぞれの機能が最大限に発揮できるゾーニングを導入するとしており、市 

民生活や経済活動を支える物流機能のあり方についても十分に検討を進められたい。 
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④ 夢洲第２期区域における万博の理念を継承したまちづくりについて 

     夢洲第２期区域において、万博のレガシーが維持・継承されるよう適切な措置を講じるこ

と。 

⑤ 大屋根リングの一部残置について 

     万博終了後の大屋根リングの取扱いについては、その建設に込められた理念を十分に尊重

し、大阪市が主体的な立場から適切に判断されたい。 

⑥ 淡路駅周辺地区、三国東地区等の土地区画整理事業について新しい発想・手法での推進及び 

市内各地域の拠点となるその他のプロジェクトの推進 

淡路駅周辺地区、三国東地区等の土地区画整理事業を推進するにあたっては、新しい発想・ 

手法で事業を推進するとともに、市内各地域の拠点となるその他のプロジェクトの推進を図ら  

れたい。 

⑦ 関西国際空港について国際拠点空港として機能するよう国へ要望 

中長期的な視点から、関西国際空港の成長目標である年間発着回数30万回の実現に向け、国 

際拠点空港としての機能強化に取り組むよう、国に働きかけられたい。 

⑧ リニア中央新幹線及び北陸新幹線の駅位置の早期確定や大阪までの早期全線開業実現に向け 

て国やＪＲなどの関係先への働きかけ 

将来の日本の発展に必要な社会基盤であるリニア中央新幹線（東京都・大阪市間）及び北陸 

  新幹線（敦賀・新大阪間）の駅位置の早期確定や大阪までの早期全線開業実現に向け、国やＪ  

  Ｒなどの関係先に強く働きかけられたい。 

⑨ なにわ筋線・なにわ筋連絡線（大阪～十三）・新大阪連絡線（十三～新大阪）・ＪＲ桜島線延 

伸・京阪中之島線延伸など大阪の成長に資する路線について鉄道事業者との協議及び整備 

令和元年７月に鉄道事業の許可を受けた「なにわ筋線」に加えて、「なにわ筋連絡線（大阪 

～十三）」、「新大阪連絡線（十三～新大阪）」、「ＪＲ桜島線延伸」及び「京阪中之島線延伸」な   

どの大阪の成長に資する路線について、鉄道事業者とも協議を進めて、整備を図られたい。 

⑩ 都市基盤として必要な地下鉄の計画路線の整備について引き続きの取組及び地下鉄８号線の 

整備について大阪市として早期の完成 

特に、現在の近畿地方交通審議会の答申路線となっている地下鉄８号線今里～湯里六丁目間  

の整備については、まずは当該区間におけるいまざとライナー（ＢＲＴ）の社会実験により需 

要の喚起・創出を図り、次期答申にも位置づけられるよう国に対して働きかけるとともに、大  

阪市として早期に完成されたい。 

また、地下鉄７号線大正～鶴町間など他の路線の整備についても引き続き取り組まれたい。 

⑪ 国際コンテナ戦略港湾について国や関係会社と連携を図り早期の成果及びアジア諸港との連 

携強化 

産業を支える物流インフラである港湾の国際競争力の強化を図り、産業の国際競争力の強化   

を目指す「国際コンテナ戦略港湾」について、国や神戸市、さらには阪神港の港湾運営会社で  

ある阪神国際港湾株式会社との連携を図りながら、東南アジアの各港との交流を含む様々な施  

策を展開し、早期に成果を挙げられたい。また、台湾の港をはじめ成長著しいアジア諸港との   

連携強化に取り組まれたい。 

⑫ 港湾施設の維持補修の充実と定期点検等に必要な財源の確保 

大阪港の既存ストックの有効活用を図るため、港湾施設の機能向上と、予防保全による計画 

的・効率的な維持管理を行えるよう、維持補修の充実と定期点検等に必要な財源の確保に努め 

られたい。 
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⑬ 国際海上運送システムの信頼性向上を図る港湾施設の保安対策について推進 

⑭ 地域の実情に即した用途地域、容積率等の指定及び港湾活動の低下した臨港地区について適 

時見直し 

⑮ 土地売却に加え実情に応じて定期借地など多様な土地提供手法による土地の流動化を促進 

⑯ 国土交通省が進めるインフラ分野のＤＸについてコンテナターミナルのさらなる生産性向上 

大阪港においても、新たな港湾情報システム「CONPAS」の導入に加え、リアルデータを活用  

したAIなどの新技術の導入など、コンテナターミナルのさらなる生産性向上に取り組まれた  

い。 

⑰ 大阪の強みやポテンシャルを活かした「国際金融都市」の実現に向けた取組 

国の「第２期スタートアップ・エコシステム拠点形成戦略に向けた基本的考え方」に基づき 

選定された「グローバル拠点都市」として、国や京阪神の各都市と連携のうえ、新しい発想や  

革新的な技術で成長産業を牽引するスタートアップ企業を育成し成長させるための取組みを推   

進されたい。また世界から投資を呼び込むため、大阪の強みやポテンシャルを活かした「国際 

金融都市」の実現に向けた取組を積極的に進められたい。 

⑱ 大阪のさらなる成長・発展に向けた選択と集中による積極的な施策展開 

都市経営の観点に立ち、大阪経済圏の成長を図り、関西全体の持続的な成長・発展に貢献す  

る都市としてあり続けるため、将来の税源の涵養が望める具体的な施策・事業について、新た  

な成長戦略である「Beyond EXPO 2025」に盛り込むなど、選択と集中による積極的な展開を図  

られたい。 

⑲ 「国際戦略総合特区」・「特定都市再生緊急整備地域」の制度を活用した事業の推進 

都市の再生を図るため、「都市再生緊急整備地域」での民間による都市開発を促進する「大 

阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地区」及び「夢洲・咲洲地区」における「国際戦略総合特区」、  

「特定都市再生緊急整備地域」の制度を活用した事業の推進に取り組まれたい。 

⑳ 新大阪駅周辺地域について十三駅・淡路駅エリアも含めた官民連携した取組 

国の三大都市圏を結ぶ「日本中央回廊」で西の中心となる「新大阪駅周辺地域」について、  

都市再生緊急整備地域の指定を受けた新大阪駅エリアを中心に、十三駅・淡路駅エリアも含  

めて、官民連携した取組を推進されたい。 

㉑ 大阪城公園周辺地域について３つのエリアが一体となった国際的な複合拠点の形成 

当該地域を東西都市軸の新たなヒガシの拠点として位置付け、大阪京橋駅周辺、大阪ビジネ 

スパーク駅周辺と大阪公立大学のキャンパスを開設した森之宮周辺（大阪城東部地区）が一体   

となって、国際競争力の強化に資する都市再生を推進するため、民間都市開発の機運醸成並び 

に税制などの国の支援制度拡大に向け、特定都市再生緊急整備地域の指定をめざして、取り組  

まれたい。 

㉒ 産学官連携による知的創造活動の強化や成果の事業化・新ビジネスの創出を促進及び大阪の 

強みを活かした今後市場の成長が期待される産業分野への中小企業の参入の促進 

特区制度の活用により、戦略拠点の形成に向けた取組を進めるとともに、本市として効果的 

  な施策・事業に一体的に取り組むことが必要であり、産学官連携による知的創造活動の強化や  

成果の事業化・新ビジネスの創出を促進するなど、大阪経済の活性化に努められたい。また 

「環境・エネルギー」や「健康・医療」をはじめ、大阪の強みを活かすことで今後市場の成長

が期待される産業分野への中小企業の参入を促進されたい。 

㉓ 特区制度の活用によるロボット関連産業を活性化・人材不足の解消と医療・介護現場の環境  

改善に向けた重点投資 

特区制度の活用により、新たな産業育成で医療・介護サービスの提供とともに、市場拡大が 

見込まれるロボット関連産業を活性化させ、この分野における慢性的な人材不足の解消と医療 

・介護現場の環境改善に向けて重点投資されたい。 
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㉔ 「国際戦略総合特区」の制度を最大限活用する立地支援の充実 

成長産業分野の事業所や工場などの立地・定着を促進するため、「国際戦略総合特区」の制

度を最大限活用するとともに、立地支援の充実に努められたい。 

㉕ 統合型リゾート（ＩＲ）実現に向けた土壌汚染・地中障害物・液状化の土地課題について適  

切にかつ慎重な対応 

ＩＲ事業用地としての適性確保の観点等から、市が土地所有者として負担することとしてい 

るが、市民負担となることがないよう、国際観光拠点（２期・３期）の開発への影響も考慮し

適切に慎重に対応されたい。 

この間、ＩＲに関する基本合意書について、契約前の案の段階のものであり、公開できない 

というような説明がなされてきたが、ＩＲ関連協定等の締結後の現時点では、すみやかに公開   

するよう対応されたい。 

（２）文化力 

① 大阪城公園の検証や今後の難波宮跡公園の整備など魅力向上及び世界遺産登録への取組 

大阪城公園から四天王寺に至るエリアを、市民に親しまれ大阪を代表する歴史ロマンあふれ 

るエリアとして、大阪城公園の検証や今後の難波宮跡公園の整備など魅力向上に努めるととも   

に、世界遺産の登録に向けた取組を積極的に図られたい。また、豊臣石垣の公開など大阪城が  

本物の歴史文化の観光拠点となるよう、大阪城エリアの本来の魅力向上に取り組まれたい。 

② 史跡指定区域である法円坂住宅跡地等の未利用地についての調査・研究 

隣接する難波宮跡公園と歴史公園として一体的に整備することについて調査・研究された 

い。 

③ 子供や青少年が芸術・文化に触れる場を創出 

市民が生活の中で芸術・文化を楽しめるまちづくりを進めるため、芸術作品を鑑賞する機会 

の提供や公演等への支援など「芸術文化振興条例」に則った芸術・文化の振興を図るととも

に、子供や青少年が芸術・文化に触れる場を創出されたい。 

④ 文化施設間の連携や既存施設の有効活用を図るなど効率的な文化事業の展開及び公園や区役 

所などの公共スペースを青少年の活動の場として支援 

新しい感性に満ちたオリジナルな文化の創造や情報発信力を高めるため、文化施設間の連携 

や既存施設の有効活用を図るなど効率的な文化事業の展開を図られたい。 

また、公園や区役所などの公共スペースを青少年の音楽活動などの練習場や発表の場として 

開放するなど、青少年の活動を支援されたい。 

⑤ 大阪が誇る芸術文化ブランドをさらに大きく育むこと及び市民・ビジターが伝統芸能を鑑賞 

する機会を提供 

芸術文化活動に対する支援を充実し、大阪が誇る芸術文化ブランドをさらに大きく育むよう 

努められたい。また、伝統芸能の普及・振興を図るとともに、子供たちが伝統芸能に触れる場  

の提供や、観光メニューの創出など、市民・ビジターが鑑賞する機会をつくられたい。 

⑥ Osaka Shion Wind Orchestra（旧 大阪市音楽団）に対する積極的かつ継続的な支援 

当該法人の自主的な経営基盤の確立に向けた支援を講じられたい。あわせて、大阪フィル 

ハーモニー交響楽団や文楽協会など大阪の誇る文化団体の取組を支えるため、ふるさと納税制  

度を利用した「なにわの芸術応援募金」の認知度向上に努めるなど、積極的かつ継続的な支援   

についても検討されたい。 

⑦ 大阪市ミュージアムビジョンに掲げる「都市のコアとしてのミュージアム」の実現及び本市  

の役割と責任を十分に踏まえた取組 

本市の多様な博物館の、長年の活動実績を念頭に、取り巻く環境変化へ対応しつつ、今後目  

指すべき姿を提示した『大阪市ミュージアムビジョン』をもとに、大阪の知を拓き発信するこ  
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とで、人々が集い賑わう都市を実現し、大阪を担う市民とあゆむ、「都市のコアとしての

ミュージアム」の実現に努められたい。また、社会教育施設としての役割や市民財産の確実な

保全など附帯決議に基づき、地方独立行政法人の設立団体である本市の役割と責任を十分に踏

まえ取組を進められたい。 

（３）観光力 

① 大阪ならではの魅力を活用したにぎわい創出、集客機能の向上につながるソフト施策の充実 

大阪の活性化とさらなる集客力の向上につなげるため、これまで整備してきたハードや歴史

的・文化的資産、例えば大阪のシンボルであり、世界的ブランド・ストリートとしての御堂筋

や、道頓堀川をはじめとする「水の回廊」、水の都大阪の中心地域である中之島、日本三大祭

りの一つである「天神祭」など、大阪ならではの魅力を活用したにぎわいの創出、集客機能の

向上につながるソフト施策の充実を図られたい。とりわけ観光庁における「観光立国」の実現

に向けた施策と連携するとともに、国や関西広域連合並びに他の自治体との広域連携により、

次期「大阪都市魅力創造戦略」に基づき、大阪の強みを生かした魅力を創出・発信するととも

に、特定の国・地域に依存するとなく欧米豪をはじめ幅広い国・地域からの誘客促進に努める

など観光施策の推進を図られたい。 

② 歴史・文化資源など地域の特性を生かした美しく風格のある都市景観の創出 

景観計画に基づき住む人や大阪を訪れる人々が大阪に美しさや魅力を感じて、快適に暮ら 

し、活動できるように、民間の活力を生かしながら、集客の拠点となるエリアや都心のにぎわ 

い空間などの景観の向上とともに、歴史・文化資源など地域の特性を生かした美しく風格のあ 

る都市景観の一層の創出を図られたい。 

③ 外国人旅行者の受入環境の充実及び「国際都市大阪」に向けた施策の拡充 

外国人向け府域Wi-Fiの環境整備、ＱＲコードやＩＣＴを活用した多言語情報提供案内の普

及促進など、外国人旅行者の受入環境の充実を図られたい。また、大阪府や経済団体と連携を

密にし「国際都市大阪」に向けた施策を拡充すること。併せて外国人旅行者に日本の習慣など

を広く周知し、マナー向上のための啓発活動を一層強化されたい。 

④ 宿泊税について観光施策の財源として本市の裁量で自由に使うことを府へ要望 

大部分が本市内の事業者から徴収されるにもかかわらず府の財源となっている宿泊税につい  

て、本市の裁量で観光施策の財源として自由に使えるよう、府へ強く働きかけられたい。 

⑤  良質な民泊を促進し観光地域まちづくりの推進及び特区民泊について新法民泊への移行も視  

野に入れた取組 

民泊対策について引き続き違法民泊の取り締まりを行い、適法な民泊への誘導を進められた 

い。また、観光客の宿泊ニーズに対応しつつ、市民の安全・安心な生活がともに成り立ち、観  

光客と市民が調和する良質な民泊を促進し、観光地域まちづくりを推進されたい。さらに、民  

泊に関する様々な課題に対しては、周辺住民の不安を解消するための方策を講じるとともに、 

当初の目的と役割を終えた特区民泊については、新法民泊への移行も視野に入れて取り組まれ 

たい。 

（４）スポーツ 

① スポーツ人材の育成及び環境の整備 

    指導者の育成や施設の充実などを通じて、スポーツ人材の育成を積極的に推進されたい。 

② 舞洲のスポーツレクリエーションゾーンの活性化 

舞洲のイベントやアクセスに関する情報発信など、来訪者の視点に立った利便性向上の取組 

を進められたい。    

③ 障がい者スポーツ振興への取組 

障がい者スポーツの振興を図り、社会参加を一層促進されたい。 

また2021年に開催された東京パラリンピック競技大会の開催を契機として、障がい者スポー 



 

令和８年度 大阪市予算編成に関する要望 

 

50 

 

ツセンター等を活用し、さらなる障がい者スポーツの振興に取り組むための具体的な方策を示

すとともに、老朽化する長居障がい者スポーツセンターの建替えにあたっては、利用者のニー

ズを踏まえ、利便性や機能面の向上が図られるよう努められたい。 

④ スポーツを通じた都市魅力の発信 

活力ある高齢社会の実現、観光・文化の活性化等に寄与する国際総合競技大会「ワールドマ

スターズゲームズ2027関西大会」の成功に向け、積極的に取り組まれたい。 

   また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に続き、今後開催される、ワールド 

マスターズゲームズ2027関西大会といった世界的に注目を集めるスポーツイベントが開催され

ることから、これを好機と捉え、市民のスポーツ振興をさらに進めるとともに、スポーツを通

じた都市魅力の発信に努められたい。 

 

２．教育再生について 

（１）小中学校 

① 学校選択制の効果的見直しを含めた検討 

課題等の現状の把握と効果検証を行い、施策の見直しや廃止を含めて検討すること。また、  

いじめにより心身の安全が脅かされているような悩みを持っている児童・生徒について、引き 

続き、指定校変更ができる制度の弾力的運用に努められたい。 

② 学校配置の適正化 

保護者や地域の関係者等の理解が得られるよう丁寧な説明と議論を行うこと。また、学校跡  

地の活用については、防災や地域コミュニティの拠点としての機能を考慮するとともに、周辺   

地域の状況も踏まえ、まちづくりの観点から慎重に検討されたい。 

③ 教員不足の解消について 

    小中学校の教員が不足し、年度途中からの産休・育休取得者等の代替講師の確保が困難な状  

況の中で、学級崩壊が発生するなど、教育現場の人員措置の対応は喫緊の課題である。また教 

頭職の事務負担が非常に大きいことから、管理職希望者が減少し教頭不足問題が発生してお

り、その解消に努められたい。また、公募校長制度の見直しも含め検討されたい。 

   加えて、スクールサポートスタッフや教頭補助などの人材をさらに増やし、教育現場の負担 

感を軽減させるなど、働き方改革の取組を加速させることで、教職に対するブラックイメージ  

を払拭し、学校の教員として働きたいと思う人を増やしていくことを検討されたい。 

④ きめ細やかな指導の充実 

全国学力・学習状況調査等の結果を踏まえ、児童・生徒の学力向上に資するため、小学校専   

科指導や習熟度別少人数授業など、きめ細やかな指導の充実を進めるとともに、そのために必 

要とされる優秀な教員を確保されたい。また、全ての学習の基盤となる言語能力等をさらに培  

い、子供たちが主体的・対話的で深い学びに向かう力の育成に努められたい。 

⑤ ＪＳＬカリキュラムの充実 

    外国から編入する児童生徒に対するＪＳＬカリキュラムの現状の実施回数では、十分な言語 

習得や生活支援が難しい状況にあり、より効果的な日本語学習の機会を提供するためにも、Ｊ  

ＳＬカリキュラムの実施回数を増やすとともに、指導員数の拡充、教育メタバースの活用など 

を検討されたい。 

⑥ 全国学力・学習状況調査の学校ごとの結果公表に関する対応 

学校選択制の導入とも相まって、序列化や過度な競争等の弊害が生じた際には、速やかに見 

直しを図ること。また、公表は平均正答率だけでなく、多面的な分析結果等のデータも公表す 

ること。 

⑦ 学校図書館支援への取組 

学校図書館をより一層活用し、子供の読書活動を促進するために、図書購入費を増額する等  
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蔵書の計画的な整備や開館時間の確保等、読書環境の充実に向け、図書館司書の専門性を生か 

した学校図書館支援の取組を進められたい。 

⑧ 教育環境の充実 

子供たちの教育環境を充実させ、安心・安全な学校生活を送れるよう、老朽化した校舎・講 

堂兼体育館の改築及び補修整備（校舎美装、便所の洋式化・美装、プールの改修、給水設備の 

整備、床の張りかえ）については、速やかに実施するとともに、学校緑化を推進されたい。ま  

た、校舎等の改築にあたっては、従来の発想にとらわれず、特色ある学校づくりに向けた工夫 

を講じられたい。併せて、学校の敷地について、隣接地の買収や市有地の活用など様々な方策  

を検討し、快適で伸びやかな教育環境を実現されたい。 

⑨ 全小学校の体育館へ空調機設置について 

学校の体育館は、大阪北部地震や平成30年台風第21号などに伴う、避難所や避難場所として 

活用され、災害時において重要な役割を果たしているところである。国の緊急防災・減災事 

業債を活用し、令和４年度に市内全中学校の体育館への空調機設置を完了したが、地域住民の 

主たる避難所である全小学校の体育館も、教育環境の整備の観点からも空調機を予定通り設置 

されたい。 

⑩ 給食調理業務・学校環境整備業務の見直し 

給食調理室については、空調設備など職場環境の改善を図られたい。また、管理作業員の学  

校環境整備業務については、地域の力を得るなどして見直しを図られたい。 

⑪ 食に関する指導の充実 

「食育基本法」や「第４次大阪市食育推進計画」を踏まえ、小学校段階からの食に関する指  

導の充実を図られたい。また、安全・安心な中学校給食の提供や、給食を生きた教材として活 

用し、小学校から中学校の９年間を通した食育を進めていくためにも、現在実施している学校 

調理方式を十分検証して、より安全・安心な給食が提供できるようにされたい。 

     また、環境対策を理由として拙速に牛乳のストローレス飲用を進めるのではなく、各学校の  

実情に応じ、これまでと同様にストローを使用した飲用もできるようにするなど、関係する費  

用負担も含めて適切な措置を講じられたい。 

⑫ 障がい児の卒業後の社会参加を促進 

職業教育・進路指導の充実を図られたい。 

⑬ 特別支援教育の充実 

府へ移管された特別支援学校においてこれまで実施してきた市独自事業については、市単費  

として継続実施されるとともに、小中学校における特別支援教育の充実を図られたい。 

⑭ 医療的ケアが必要な児童・生徒への支援など 

本市が他の市町村と等しく大阪府の施策による支援が受けられるよう措置を講じられたい。 

また、医療的ケアが必要な児童生徒の給食提供についても配慮されたい。 

⑮ いじめ・不登校など直面する課題への取組 

「いじめ」や「不登校」､さらに「発達障がい」など学校教育が直面する課題について教育相 

談事業の充実をはじめとした十分な対策を講じられたい。とりわけ「いじめ」問題につい 

ては、「大阪市いじめ対策基本方針」に基づき、道徳教育をはじめとした教育活動全体を通し

て小学校低学年の段階からいじめを許さないことを徹底し、いじめを生まない学校づくりを進

めるとともに、いじめに至るまでの初期の段階で適切に対応することを徹底されたい。あわせ

て、いじめ問題が生じたときには、速やかに教育委員会に報告し、解決に向け連携して取り組

むことの周知徹底を図られたい。また、「不登校」については、不登校児童生徒数が全国と比

してもかなり高い数値であることを喫緊の課題として認識し、その改善に向け、状況の分析を

進め、教育メタバースの活用など、より効果的に学校を支援する施策の充実を図るとともに、
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今年度開校した、学びの多様化学校である心和中学校における教育活動の検証を進められた

い。 

⑯ 中学校夜間学級の充実 

中学校夜間学級へのニーズの把握・分析を行い、生徒の多様なニーズにきめ細かく対応する   

ための指導体制の充実を図られたい。 

⑰ エレベーター設置事業の推進 

障がい児の学校生活の充実と開かれた学校づくりのため、学校へのエレベーター設置事業を 

一層推進するとともに、校舎間の段差の解消に努められたい。 

⑱ 「大阪らしさ」を生かした教育を推進 

授業及び特別活動において、知識・技能を有する社会人の活用を充実させるとともに、地 

域・区の歴史や伝統・文化の教材化等を進め、郷土大阪を大切にする心を育むため、「大阪ら 

しさ」を生かした教育を推進するなど、教育改革を着実に推進されたい。 

また、体験を重視した教育活動を通じて、郷土を愛し、「公共」の精神を涵養する教育を進

めるなど、児童・生徒の心の教育の充実を積極的に図られたい。 

⑲ 国際理解教育の推進 

ネイティブスピーカーを活用した小学校からの英語教育、帰国・来日した児童生徒の教育の  

充実など、国際理解教育を推進されたい。 

⑳ 教職員数に対する国への働きかけ 

国において「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の一部改 

正が行われ、小学校全学年で35人学級が実施されたが、子供たちのさらなる学力向上・豊かな 

人格形成に向けた取組を検討すると共に、同法に基づき、教職員数を機械的に削除することが  

ないよう国に働きかけられたい。 

㉑ 学校協議会への配慮 

学校協議会は、保護者や地域住民等の主体的な参加を促進するものであることに鑑み、条例 

で定められた役割を安易に拡大することなく、保護者等に過度な負担や責任を負わせるものと  

ならないよう十分に配慮して運営すること。 

㉒ さらなるＩＣＴの活用 

学校教育におけるＩＣＴ活用については、充分な検証及び国の動向を踏まえ、日々進歩する 

機器や安定的な通信環境の確保に加え、学校間に格差が生じないよう教員の研修の充実につい 

ても、着実に取り組まれたい。 

また、児童生徒一人一人が端末を用いて、家庭でもオンライン学習に取り組むことができる 

よう、家庭にインターネット環境がない児童生徒に通信費込みのモバイルルーターを貸与する 

など、十分に活用できる環境の実現に向けて引き続き取り組むととともに、教員が負担なく活 

用できるよう支援をすすめられたい。 

㉓ 人権教育（学習プログラム）の取組 

道徳が教科化されたことをふまえ、個別的な人権課題の解決に向け、こどもたち自らが考 

え、自他の生命と尊厳を互いに尊重し合いながら、人権を守る実践行動へとつなげることので 

きる人権教育（学習プログラム）に取り組まれたい。 

㉔ スクールソーシャルワーカーの適切かつ効果的な配置 

こどもの貧困対策関連事業「大阪市こどもサポートネット」において各区に配置されている 

スクールソーシャルワーカー（SSW）について、適切かつ効果的な配置となっているかを検証

し、実情に応じてSSWを増員する等、課題を抱えた児童生徒や家庭に対する支援の充実に取り

組まれたい。 

㉕ 部活動の地域移行について学校現場や地域の実情に合わせて実施 

国は令和８年度から６年間を、休日の部活動における地域展開の改革実行期間と位置付けて 
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  いるが、生徒数にあった質の高い指導者の人数確保、また保護者への理解など学校現場や地域 

の実情に合わせて取組を進められたい。 

（２）生涯学習 

① 生涯学習を推進及び施設の活用 

総合生涯学習センターのもと総合的に生涯学習を推進するとともに、交通至便で市民が気軽 

に学べる市民学習センター等生涯学習施設の活用を進められたい。 

② 生涯学習機会の充実 

大阪の持つ歴史的・文化的資源を活用し、科学体験・自然体験などを通じて大阪のよさを再  

発見するための生涯学習機会の充実を図られたい。 

 

３．青少年の健全育成と子育て施策について 

人口減少、合計特殊出生率のさらなる低下に歯止めをかけるため、出産は家庭内の個別の事  

情であるとはいえ、待機児童を含む利用保留児童の解消をはじめとする、安心して子供を産み 

育てることが可能な社会的環境づくりに重点的に取組、以下に掲げる項目の充実に努められた  

い。   

① 妊婦健診の保険適用 

女性が安心して子供を産むことができるよう妊娠・出産は病気ではないという通説を乗り越 

え、妊婦健診を保険適用とされたい。 

②  出産にかかる費用の原則無料化に関する国への要望 

③ 子供を健やかに産み育てられる環境整備を推進 

「大阪市こども計画」に基づき、子育て家庭の養育者が孤立して、子育てに対する不安感や 

負担感を抱え込むことのないよう、保護者やこどもが交流し、仲間づくりや子育てに関する 

情報交換ができる地域子育て支援拠点事業等整備など、子育て家庭のニーズに応じ、子供を 

健やかに産み育てられる環境の整備を推進されたい。 

 ④ 民間保育所等に対する助成の充実 

多様な保育ニーズに対応できるようさらに民間保育所等に対する助成の充実も図られたい。 

 ⑤ 保育士・幼稚園教諭の必要な財源措置がなされるよう国に対する要望 

保育士の処遇改善にとどまらず、幼稚園教諭の処遇も改善を図り、必要な財源措置がなされ 

るよう国に対して要望されたい。 

⑥ １歳児の保育士配置基準を５対１の基準へ 

児童の安全確保の観点から、平成24年度まで大阪市が行っていた５対１の基準に戻された 

い。 

⑦ 計画的な保育所の民間移管 

急激に進めるのではなく、待機児童の現状を鑑み、公立保育所の果たす機能・役割を明確に 

して、計画的に進めること。 

⑧ 私立幼稚園の設置許認可等に関する権限移譲に対する国への要望 

⑨ 私立幼稚園に要する財源を税源移譲による措置に対する国への要望 

⑩ 市立幼稚園の維持継続 

特別な支援を要する幼児のセーフティーネットとしての機能を果たすため、維持継続された 

い。 

⑪ 幼児教育・保育の質の向上に向けた取組 

保育・幼児教育センターにおいて、就学前施設の保育士・教職員等に対する研修・研究を充 

実するなど幼児教育・保育の質的向上に取り組まれたい。 

⑫ 子育て層向け住宅施策の推進 

若い世代が住む活力あるまちづくりを進めるため、家賃補助制度などの新婚世帯向け住宅施 



 

令和８年度 大阪市予算編成に関する要望 

 

54 

 

策や、子育て安心マンション認定制度、分譲住宅購入融資利子補給制度、民間賃貸住宅に対す 

る支援などの子育て層向け住宅施策を一層推進されたい。 

⑬ 医療的ケアの必要な児童の育成支援に対して関係局との連携 

医療的ケアの必要な児童の放課後の過ごし方について、保護者や本人の意向に沿えるよう受 

け入れ態勢を整備し、保護者、医療機関、教育機関、放課後等デイサービス事業所、いきいき 

活動室や放課後児童クラブなどが連携して児童の育成支援を行うよう、関係局が連携して取り 

組まれたい。 

⑭ 留守家庭児童対策事業の是正や補助の拡充 

大阪市内の放課後児童クラブ（学童）は、老朽化が進んでいる施設が多く、地震等の防災や 

安全面の観点で大きな課題となっていることから、賃借料や移転費を支援できるよう補助制度 

を検討されたい。 

さらに、利用児童数が19名と20名の放課後児童クラブでは、国が定める補助基準に大きな格 

差があることから、改善を図るよう国に要望されたい。 

⑮ 習い事・塾代助成事業の効果検証 

学力や学習意欲の向上、個性や才能を伸ばす機会を提供するとともに、子育て家庭の経済的 

な負担を軽減して可処分所得を増やし、地域経済の活性化につなげるという、当初の目的が達 

成できているかどうかの効果検証を行われたい。ついては、事業内容及び事業実施者に対する 

監査機能を早急に整えるとともに、より効果的な事業内容となるよう改善に努め、効果検証を 

行われたい。 

⑯ 幼児教育・保育の無償化にかかる事務経費の恒常的な措置に対する国への要望 

⑰ こどもの貧困対策のための施策を推進 

「大阪市子どもの生活に関する実態調査」の分析結果等から見えた課題の解消に向け、「大 

阪市こどもの貧困対策推進計画（第２期）」に基づき、こどもの貧困対策のための施策を推進 

すること。 

⑱ 「大阪市こどもサポートネット事業」の適切な推進 

学校における教員等の「気づき」から、支援が必要とされた児童・生徒とその世帯が、区役 

所（保健福祉センター）や地域の支援に適切につなげられるよう推進されたい。 

さらに、社会全体で支える取組とするため、経済団体、教育機関、地域団体などとも連携・       

協働されたい。 

⑲ ヤングケアラーに関する施策の推進 

成長や学業の途上にあるヤングケアラーに支援の手を差し伸べることは喫緊の課題である。 

教育現場、地域、福祉・介護・医療等の現場においてヤングケアラーを発見し、相談及び適切 

な支援に結びつけるための施策を推進されたい。 

⑳ こども相談センターにおける職員体制の充実 

児童福祉法に基づいた児童福祉司や児童心理司等の配置基準を満たすことや一時保護所の増 

設等を踏まえ、職員数を大幅に増やさなければならない。また、児童福祉司等の職員は、専門 

的な知識や技術を要する相談やこども一人ひとりに応じた支援に対応しなければならないこと 

から、高い専門性が求められ、資格を有するだけでなく現場経験を積みながら丁寧に人材を育 

成していく必要がある。 

また、近年増加傾向にある外国にルーツを持つこどもへの支援等、多様なニーズへの対応が 

必要である。 

    このようなことから、こども相談センターにおける人材確保と人材育成にあたっては、計画 

的な職員配置を実施し、講習や研修の充実ときめ細やかなＯＪＴを行い、職員体制の一層の充 

実に取り組まれたい。 
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４．福祉施策の向上について 

（１）総合的な福祉施策の推進 

① 複雑多様化する市民の福祉ニーズに的確に対応した支援の諸制度拡充 

社会福祉の基礎構造改革、介護保険制度、障害者総合支援法など福祉にかかわる諸制度は、 

近年めまぐるしく変革を続けている。真にサービスを必要とする市民に必要なサービスを提供 

できるよう、受益と負担との関連に配慮しつつ、複雑多様化する市民の福祉ニーズに的確に対 

応するとともに、サービス利用者を支援する諸制度の拡充を図られたい。また、「大阪市地域 

福祉基本計画」、「大阪市こども計画」及び「大阪市障がい者支援計画・障がい福祉計画・障が 

い児福祉計画」並びに「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、各施策を 

着実に推進されるなど、総合的な福祉の推進を図られたい。 

さらに、障がい者や高齢者をはじめとするすべての市民が安心して快適に行動できるよう 

「ひとにやさしいまちづくり」の整備を積極的に推進されたい。 

② 「大阪市地域福祉基本計画」に基づく総合的な地域福祉の推進 

「大阪市地域福祉基本計画」に基づき、各区の実情に応じた取組を推進するとともに、市民 

が自ら福祉サービスを適切に利用できるよう、情報提供、権利擁護、苦情解決などのシステ 

ムの充実を図り、総合的な地域福祉を推進されたい。 

③ 各相談支援機関と地域が一体となった総合的な相談支援体制の充実 

複合課題を抱えた要援護者等に対し的確に対応するため、区役所が調整機能を発揮し、各相  

談支援機関と地域が一体となった総合的な相談支援体制の充実を図られたい。 

④ 福祉人材確保・ボランティア活動の育成支援及び地域福祉・活動の停滞を招かない施策展開 

増大する福祉ニーズに対応するため福祉人材確保施策とともに、ボランティア活動の育成 

支援策を講じられたい。また、大阪市社会福祉協議会並びに、各区社会福祉協議会や地域社会   

福祉協議会との役割分担のもと、事業のあり方と実施体制などが地域福祉・活動の停滞を招か  

ないような施策展開に努められたい。 

⑤ 地域医療構想調整会議の進捗把握及び住民など広範囲な意見の反映 

地域医療構想の実現に向けて、地域医療構想調整会議の協議や取組状況を定期的に把握し、  

進捗に応じて施策を改善されたい。併せて、地域医療構想調整会議において保険者の意見を聴   

くだけでなく、被用者保険加入者をはじめとする住民など広範囲な意見を反映されたい。 

（２）障がい者福祉 

① サービスの利用促進・サービス提供基盤の確保及び障がい児支援事業者の質の向上 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」に基  

づく障がい福祉サービスの利用促進及びサービス提供基盤の確保に努めるとともに、「児童福 

祉法」に基づく放課後等デイサービス事業などの障がい児支援事業者の質の向上に努められた 

い。 

② サービス報酬体系などにかかる必要な改善について国への要望 

市の実情を踏まえ、利用者が安心して適切なサービスが受けられるよう、サービス報酬体系 

などにかかる必要な改善について、国に対して要望すること。 

③ 在宅福祉施策の充実 

地域における自立生活の推進のため、グループホームの整備など在宅福祉施策の充実を図ら 

れたい。 

④ 就業支援の充実及び障がい者就労支援事業所等への発注 

障がいのある人が、障がい特性や能力に応じた多様な働き方ができ、地域で自立して暮らせ 

るよう、職場定着も含めた就業支援の充実を図ること。 

また、「障害者優先調達推進法」の趣旨を踏まえ、障がい者就労支援事業所等に対する発注 

に積極的に取り組まれたい。 
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⑤ ライフステージに応じた乳幼児期から成人期までの一貫した支援の充実 

「発達障がい者支援室」による関係局の連携強化や、ライフステージに応じた乳幼児期から 

成人期までの一貫した支援の充実に努められたい。 

⑥ 「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」を踏まえた支援の充実 

⑦ 障がい者差別解消支援地域協議部会の機能を発揮 

障害者差別解消法を実効性あるものとするため、障がい者差別解消支援地域協議部会が運営 

されているが、相談事例の収集や分析、情報交換などを行い、相談事案に対して適切な対応が 

できるよう関係機関と連携した取組を進めるなど、引き続き地域協議部会の機能を十分に発揮 

されたい。 

⑧ 虐待への体制整備及び事業所への虐待防止にむけた研修を徹底する指導強化 

障害者虐待防止法施行以降、大阪府の相談・通報・届け出件数が全国の中でも多く、中でも  

養護者による虐待が非常に多い。障がい者の緊急避難の場所の確保や虐待を行った家族等への 

支援を行う体制を整備するとともに、福祉サービスのあり方や支援体制を整備されたい。また、 

障がい福祉サービス事業所等におけるすべての役職員に対し、虐待防止にむけた研修を徹底す 

るよう指導を強化されたい。 

（３）高齢者福祉 

① 第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に沿った介護拠点の建設促進 

団塊の世代が2025年にはすべて75歳以上となり、介護が必要な高齢者が急速に増加していく 

ことや、本市はひとり暮らし高齢者数が全国で最も多いことなどから、第９期高齢者保健福祉 

計画・介護保険事業計画に沿って、特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホームや小規 

模多機能型居宅介護拠点の建設を促進するとともに、特別養護老人ホームにおける多床室のプ 

ライバシー確保のための改修に取り組むなど介護基盤の充実を図られたい。 

② リハビリテーション利用サービスの制度充実について国への要望 

リハビリテーションの利用者が、医療から介護に移行しても、ニーズに沿ったサービスを一貫  

して受けることができるよう、制度の充実について国に対して要望されたい。 

③ 介護予防に関する地域包括支援センターの充実 

より身近なところで介護予防のマネジメント及び総合相談等を行えるよう地域包括支援セン  

ターの充実を図られたい。 

④ 成年後見制度の利用促進に向けた専門職団体等との連携した取組 

増え続ける認知症高齢者等の権利擁護を図るため、成年後見制度のより一層の利用促進に向 

けて、専門職団体等とも連携しながら取組を進められたい。 

⑤ 認知症高齢者等に対する事業の推進及びサポーター養成等の取組 

     認知症行方不明者数が年々増加する中、認知症高齢者等見守りネットワーク事業などの地域 

で支える仕組みをさらに推進するとともに、周囲の人が適切な対応を取ることで歩き回って道  

がわからなくなるといった認知症の二次的症状の予防につなげるため、認知症サポーターの養 

成や各種研修等に取組、より一層の正しい知識の普及・啓発を図られたい。 

⑥ 敬老優待乗車証交付制度について乗車ごと50円負担を求めない 

⑦ 敬老優待乗車証交付制度についてオンデマンドバスの利用を可能とすること 

（４）介護保険 

① 介護保険料の引き下げへの取組 

高齢化の進展により、高齢者人口が今後ますます増加しており、団塊ジュニア世代が６５歳  

以上となる２０４０年を見据え、国負担の在り方の見直しや地方特性に応じた制度への再構築 

などを国に対して要望し、本市の介護保険料を引き下げる取組を進められたい。 

② 一般介護予防事業の充実 

介護が必要な状態になることを予防する観点から、要介護認定で「自立」と認定された高齢 
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者に対する一般介護予防事業の充実を図られたい。 

③ 介護保険事業について効率的・効果的な運営ができる所要の措置 

④ おおさか介護サービス相談センターの苦情解決及び市民への広報・啓発の充実 

｢おおさか介護サービス相談センター｣が利用者・事業者から中立的な立場で苦情解決を図れ  

るよう努めるとともに、市民への広報・啓発の充実を図られたい。 

⑤ 人材の定着を図る支援制度の検討及び介護労働者の処遇改善について国への要望 

介護人材の専門性の向上及び人材の定着を図るとともに、復職や新たな担い手を目指す人へ 

の支援制度を検討されたい。また、労働条件の悪化による離職を防ぐために、介護労働者の処 

遇改善を確実に実現するよう国へ要望されたい。 

⑥ 本市の実情に即した介護予防施策の推進 

介護予防を推進するためのプロジェクトチーム会議が、介護保険制度にかかる有識者・実務 

  経験者との連携を図り、現場の実情を反映した施策の推進に努められたい。 

（５）生活保護 

生活保護については、保護費が令和６年度決算において前年比８億円の増と、令和５年度に 

引き続き前年度決算額を上回っており、不正受給や貧困ビジネス、医療扶助の問題にも対処し 

ながら、市民の制度への信頼を確保することが必要である。 

このような中、現行の生活保護法の下においても実施可能な適正化策に引き続き取り組まれた 

い。 

① 新たに生じる課題や改善点について国への要望 

生活保護法に則して適切に保護を実施するとともに、新たに生じる課題や改善点について 

は、具体的事例を示しながら国に改善を要望されたい。 

② 人件費・事務費を含め全額国庫負担とする国への要望 

生活保護の実施にあたっては、ケースワーカーをはじめとする人件費・事務費を含め、全額 

国庫負担とすることを国に要望されたい。 

③ 住所不定者の相談を受けた自治体が実施責任を負う原則を徹底する国への要望 

④ 貧困ビジネスへの適正な法規制と対策に要する費用を財源措置とする国への要望 

    貧困ビジネスの着実な実態把握に努め、その介在の排除に向け積極的に取り組むとともに、  

適切な法規制と必要な対策に要する経費への国による財源措置等の要望や現物給付の拡大にも  

引き続き取り組まれたい。特に民間住宅家賃の代理納付については、被保護者への安定した住 

居の提供（供給）と、住宅扶助費の適正な執行につながるものであるので、各実施機関や被保 

護者に対してさらなる周知徹底を図られたい。 

⑤ 不正請求対策等、医療扶助の適正化に対する引き続きの取組 

高齢者専用住宅等が増加する中、高齢者を対象とする不適正な医療や訪問診療を装った不正 

な診療報酬請求などの社会問題が顕在化してきており、平成24年の市会において可決された 

意見書を踏まえ、一部自己負担の導入、過剰な医療を客観的に審査できる仕組み・基準の設置  

を国に要望するとともに、不正請求対策等、医療扶助の適正化に引き続き取り組まれたい。 

⑥ 生活保護申請者の住まいの確保について現状や法律を踏まえた活用 

現在、大阪市内の民間賃貸住宅には空き住戸も多く有効活用が図られていない状況となって 

いる。これらの住戸の中には、比較的低額な家賃の住戸もあることから、生活保護申請者の住  

まいの確保にあたっては、こうした民間賃貸住宅の状況や住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅 

の供給の促進に関する法律を踏まえ、最大限活用するよう努められたい。 

⑦ 雇用・労働施策や社会保障制度全般のあり方を含めた抜本的な改革について国への要望 

年金との不整合などがモラルハザードを引き起こしている実態に鑑み、雇用・労働施策や社 

会保障制度全般のあり方を含めた抜本的な改革を国に要望されたい。 

⑧ 生活困窮者自立支援制度の強化及び財源確保について国への要望 
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生活保護に至る前の自立支援策の強化を図る生活困窮者自立支援制度について、直ちに一般 

就労が困難な方への支援として中間的就労の支援が重要であるが、就労準備や就労訓練の支援 

メニュー利用者が少なく、生活・暮らし相談が中心となっている。相談初期におけるアセスメ 

ントの強化と重層的な支援体制の構築に向けて、支援員を適正に配置されたい。また、出口支 

援となる就労訓練事業に取り組む事業者への支援を行うなど、生活困窮者自立支援事業の推進 

体制を強化されたい。また、「生活困窮者自立支援制度」が実効あるものとなるよう、国に対

して必要な財源の確保について要望されたい。 

⑨ 雇用状況の改善に向けた国・府と連携した職業相談や職業紹介事業の推進 

若年者をはじめ障がい者、ひとり親家庭の母や高齢者など就職に向けた支援が必要な人への 

就業を支援するため、国・府と連携しながら職業相談や職業紹介事業の推進を図るとともに、  

生活困窮者自立支援制度と連携して取り組まれたい。 

（６）ホームレス・あいりん対策 

① 自立支援事業に対する財政措置の確保などについて国への要望 

ホームレス問題及びあいりん対策は、一地方公共団体の取組だけでは解決し得ない都市問題 

であることから、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が制定され、法に基づく 

基本方針が国により策定されており、今後とも、ホームレス・あいりん対策を総合的に推進す 

るため、国に対して自立支援事業に対する財政措置（10/10補助）の確保、さらに、全面的に 

公的扶助に頼ることなく、自らの意思で自立して生活できるように支援する観点から実効性の 

ある特別就労対策事業等について引き続き検討し、実現するよう要望されたい。 

② 地域の活性化や環境改善及び安全安心なまちづくりにつながる取組 

西成特区構想プロジェクトのまちづくり・再開発整備施策の推進に向けては、国・府・市な 

ど関係機関で連携しながら、あいりん総合センターの諸施設の建替工事の進捗状況も見据え、  

駅前の活性化を含む将来のまちづくりなどについて、地域住民や関係者の方々の声をしっかり 

汲み上げながら、地域の活性化や地域の環境改善及び安全安心なまちづくりにつながるよう取 

り組まれたい。 

③ 年末年始における施設入所援護、あいりんシェルター等について効率的・効果的となる事業   

の見直し 

あいりん地域事情を踏まえた総合対策の推進、並びに環境改善及び安心・安全なまちづくり 

に向けて取り組まれたい。 

また、年末年始における施設入所援護、あいりんシェルター等については、今日の実情を踏 

まえ、効率的・効果的な事業となるよう見直しを図られたい。 

（７）国民健康保険 

① 財政健全化を図るために給付費適正化の推進 

② 効率的・効果的な収納率向上の取組により保険料収入を確保 

③ 医療保険制度の一本化など抜本的な改革について国への要望 

国民健康保険の財政健全化を図るために給付費の適正化を推進するとともに、被保険者間の   

負担の公平性を確保する観点からも効率的・効果的な収納率向上の取組を行い、保険料収入 

を確保するなど収支の均衡を保つよう努められたい。 

また、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法

律」が施行され、国民健康保険の財政基盤強化策として国の追加公費が投入されるとともに、

平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり国保運営の中心的な役割を担うことで制

度の安定化を図ることとされたところであるが、引き続き、国保の都道府県単位化にとどまら

ず、医療保険制度の一本化などの抜本的な改革を国に強く要望されたい。 

④ 国民保険料の市民負担軽減 

本市として、保険料の市民負担を軽減するため、市独自の施策を講じられるとともに府下一  
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円の保険料が軽減されるよう努められたい。 

 

５．健康と環境について 

（１）保健・医療施策 

① 地域保健行政の充実強化 

    がん検診などの健康診査事業の拡充をはじめとする生活習慣病対策の強化や市民の健康づく 

りを進めるとともに、高齢社会に対応した介護老人保健施設の整備促進、保健・医療面からの 

在宅高齢者対策などを推進されたい。 

② 感染症に関する対応 

    結核事情を改善するため、ＤＯＴＳを中心とした結核対策の推進を図るとともに、今後発生   

が危惧されている新型インフルエンザ、デングの新興・再興感染症等やエイズ、Ｏ157、ノロ

ウイルスなどに対応し得る総合的感染症対策を推進されたい。また、市民が安心できる医療提

供体制を確保するために、医師、看護師等の人材を確保するとともに、必要な病床数の確保に

最大限努められたい。 

さらに、ワクチン接種についても希望する市民が速やかに接種できるよう、体制の整備をお 

こなうこと。 

③ 健康危機管理事象への対応 

    新興・再興感染症や大規模食中毒などの健康危機管理事象に備え、危機管理室との連携を強 

化し、健康危機管理体制の一層の充実を図られたい。 

④ 「すこやか大阪２１」の着実な推進 

    着実な推進を図られたい。併せて、多くの市民へ現状・課題を周知し、健康づくりへの意識 

向上へ向けた啓発活動を強化されたい。 

⑤ 保健所の充実強化 

    今後の大規模感染症の発生等に備え、１保健所と24区保健福祉センター体制のもと、双方の  

機能分担・連携により効果的な感染症への対応や保健衛生事業が実施できるよう、高度な保健 

行政を目指して保健所の充実強化を図られたい。 

⑥ 依存症対策の充実 

ギャンブル等をはじめとした各種依存症対策を推進するため、国内で唯一の自治体として、 

ＩＲ開業までに設置される（仮称）大阪依存症対策センターの開設に向け、必要な人材の養成  

をすすめること。 

（２）医療体制 

① 夜間・休日の医療体制の強化 

    行政の責任において、夜間・休日の精神科を含む救急医療体制及び夜間・休日の歯科救急医 

療体制の充実を図られたい。 

② 総合医療センター等の医療機関の強化 

    市民が安心して適切な医療を受けられるように、総合医療センターや十三市民病院・大阪公  

立大学医学部附属病院、弘済院附属病院を含め医療面での機能分担を明確にするとともに、各  

病院間の連携を深めるなど、ソフト面でのネットワーク化を図られたい。 

③ 認知症医療等の強化 

    弘済院が培ってきた認知症医療・介護機能を継承・発展し、認知症施策の拠点となる新施設  

（研究施設・病院・介護老人保健施設）の整備に着実に取り組まれたい。 

新施設のうち研究施設及び病院は、先進的な認知症研究に取り組んでいる公立大学法人大阪が  

運営することとなっており、大阪市からの財政措置は基本協定書において、弘済院等の運営に  

係る所要額を目安としているが、開設当初は病院等の稼働率が安定しないことから、別途、財 

政措置を考慮されたい。 
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④ 小児・周産期医療等の強化 

    住吉市民病院がこれまで担ってきた、重症心身障がい児者医療型短期入所やレスパイト入

院、特定妊婦の受け入れなど医療機能等の継承状況について、継続して検証されたい。 

新施設で小児・周産期医療を提供できることとなったとしても、病院が開設されるまでの間、   

医療空白が相当期間生じることのないよう、跡地での暫定診療所の運営など、十分な対策を講 

じられたい。また、地元説明会など地域住民に丁寧な説明に努められたい。 

⑤ 府市共同住吉母子医療センターの政策医療にかかる交付金の精査 

    これまで住吉市民病院が担ってきた医療機能を確実に継承することが前提であり、その執行 

にあたっては、妥当性についてしっかりと検証すること。また、交付額についても、単に府市  

折半することなく、十分に精査を行い、市民への説明責任を果たすこと。 

⑥ 地方独立行政法人大阪市民病院機構の体制強化 

    引き続き一層の経営健全化に努め経営基盤の確立を図り、これまで担ってきた救急医療、精 

神医療などの政策医療についても充実を図るなど、将来にわたって安心・安全な医療を継続し 

て提供し、その役割を果たすとともに医師・看護師等の人材の確保に努められたい。 

⑦ 南港地区への医療施設等の誘致 

    南港ポートタウンの地域医療対策も含めベイエリア地域については、府の医療計画の基準病  

床数が課題ではあるが別枠となるように、地域の実情にあわせて、総合的な医療施設等の誘致 

に取り組まれたい。 

⑧ 大阪公立大学医学部附属病院の経営健全化 

    大阪公立大学医学部附属病院は教育・研究機関としての性格をあわせもっているが、医療機  

関として引き続きの経営健全化を図るとともに、特定機能病院として、より一層高度で先進的  

な医療を提供し、先端予防医療を推進されたい。また、老朽化した医療機器や施設を計画的に  

整備されたい。 

（３）食の安全 

① 中央卸売市場の活性化 

    値決め市場の性格を持つ西日本の中核的拠点であり、より一層の生鮮食料品等の安定供給に  

努められたい。また、中央卸売市場を取り巻く環境が厳しい状況にあることから、現状の市場    

環境の課題を精査し、運営面においても、場内業者の経営状況に十分配慮し、必要に応じて指 

導・監督を行いつつ、取引方法の改善合理化の促進、市場当局自身のより一層の管理運営の効  

率化を図るとともに市場の活性化に努められたい。 

② 南港市場の市場機能向上 

    消費者や生産者から信頼される安全で安心な質の高い食肉流通の拠点施設として、設備等の   

老朽化やＨＡＣＣＰ型管理手法などさらなる衛生水準の高度化にも対応できる施設整備を進  

め、市場機能の向上に努められたい。 

③ 東部市場の運営について 

    中央卸売市場については、今後のあり方について検討されているところであるが、東部市場   

は地域物流の拠点としての機能を維持すること。 

④ 輸入食品の安全性確保 

    輸入食品の安全性確保のため国に対して対策の強化を要望するとともに、大阪市においても  

検査を強化されたい。 

（４）環境・エネルギー戦略 

① カーボンニュートラルを目指した取組 

    2050年のカーボンニュートラルを目指し、脱炭素化・地域のレジリエンス強化にもつながる 

再生可能エネルギーの普及拡大や需給調整力の強化などによる新たなエネルギーシステムの確 

立を目指して積極的に取組を進められたい。 
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太陽光発電や風力発電などあらゆる再生可能エネルギーや、コージェネレーションなどの分散  

型電源、蓄電池などの導入拡大に向け補助制度を再開するとともに、水素など新たなエネルギ 

ー源の研究・開発、大阪市で先駆的に取り組まれている帯水層蓄熱の活用を積極的に推進し、 

それらの事業を通じて、地域分散型エネルギーシステムの確立を図られたい。また、臨海部を 

環境・エネルギー産業集積のモデルエリアとし、自立分散・地産地消型エネルギーマネジメン 

トシステムの構築については、継続性のあるものとして取り組まれたい。 

さらに、中小事業者の省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入を支援する施策に 

取り組まれたい。 

また、カーボンニュートラルを推進し、市民の意識を向上させるために、補助制度を本市に 

おいても導入されたい。 

② 「大阪市地球温暖化対策実行計画」などの推進 

     2050年の温室効果ガス排出量実質ゼロをめざす「大阪市地球温暖化対策実行計画」に基づ 

き、太陽光発電や電気自動車の普及、公共施設などへの省エネ・省CO2技術の導入などによる  

地球温暖化対策を積極的に推進されたい。また、ヒートアイランド対策や大気汚染対策等、

具体的な施策を引き続き推進されたい。 

さらに、「おおさかヒートアイランド対策推進計画」や「大阪市生物多様性戦略」などによ 

り今日的な環境問題や生物多様性保全への対応を引き続き図られたい。 

③ 自動車交通環境対策などの推進 

道路管理者との連携のもと局地汚染対策を継続して推進するとともに、ハイブリッド自動

車・電気自動車・燃料電池自動車をはじめとする次世代自動車の公用車への導入、及び普及促

進を図り、広域的対策についても引き続き推進されたい。 

電気自動車等の普及促進のため、充電インフラの充実を図られたい。また、民間施設におけ 

る充電インフラの整備についても促進に努められたい。 

地球温暖化対策のほか、災害時の活用も想定し、廃棄物発電による電力を活用したＥＶごみ 

  収集車の導入に取り組まれたい。 

国道43号等幹線道路における道路環境の改善に向けた対策の充実を図られたい。 

④ 環境対策及び健康対策を推進 

アスベストによる市民の不安を解消するため、民間施設対策をはじめとする環境対策及び健 

康対策を推進されたい。また、解体等工事に伴う飛散防止について規制強化された改正大気汚 

染防止法等に基づく取組を推進されたい。 

⑤ 騒音対策の推進 

市民の快適な生活環境を確保するため、道路管理者との連携のもと低騒音舗装の施工、遮音 

壁の設置など自動車騒音対策を推進されたい。 

また、解体等工事に伴う騒音について、パトロールの実施や事業者向けの講習会等による啓 

発指導を行うことにより、苦情の未然防止に努められたい。 

（５）廃棄物対策 

① 各種施策の推進 

３Ｒ（発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）・再生利用（リサイクル））＋Renewable  

（リニューアブル）の推進等廃棄物の減量化に向けた施策、とりわけ本市のごみ処理量の約６ 

割を占める事業系ごみの減量に向けた取組をより一層推進されるとともに、市民団体の減量・ 

リサイクルに向けた主体的な取組を促進するため、必要な施策を講じられたい。 

環境に配慮した循環型社会の構築を目指し、海洋プラスチックごみ問題の解決や食品ロスの削 

減に向けた啓発などに取り組むとともに、ごみの適正処理に努められたい。 

これら各種施策の推進にあたっては、今日的な財政事情を十分勘案し、民間活力を導入した 

  効率的な事業運営を図られたい。また、その際にも大規模災害時の対応を含め市民サービスの 
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維持に支障がないように留意されたい。 

② 不法投棄防止に関する市民啓発 

「家電リサイクル法」の円滑な推進を図るため、廃家電品の適正な排出のための必要な施策 

を講じるとともに、不法投棄防止のため一層の市民啓発に努められたい。 

③ ＰＣＢ廃棄物に関する必要な措置 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）の北海道ＰＣＢ処理事業所での受入終了後 

に発見された、高濃度ＰＣＢ廃棄物について、国の対応方針が示されるまで、適正に保管する 

ように指導を徹底されたい。 

また、低濃度ＰＣＢ廃棄物について、処分期限である令和８年度末までに環境省が認定する 

無害化処理施設等で処分するように指導を徹底されたい。 

④ 持続可能な大阪湾圏域広域処理場整備事業（フェニックス計画）の推進 

抜本的な制度改善に取り組むとともに、適正な廃棄物処分のために同計画を早急に推進され   

たい。循環型社会に適応した安定的な事業運営を図るとともに、事業環境の変化を踏まえて、  

長期的展望に立った最終処分地の確保を推進されたい。 

⑤ 大阪広域環境施設組合との連携 

一般廃棄物の処理責任は大阪市にあることから、一般廃棄物の中間処理や最終処分などにつ 

いては、大阪広域環境施設組合との連携を一層強化し、効率的かつ適切に推進されたい。 

⑥ 公衆衛生に対する災害発生後の対策 

南海トラフ地震などの巨大地震等の発生後の公衆衛生の確保、復旧復興には、大量に発生す 

るがれき等の災害廃棄物の迅速かつ適正な処理が重要なことから、十分な対策を講じられたい。 

（６）その他 

① まちの美化推進 

まちの美化を引き続き推進するため、市民と行政が一体となって市民運動を盛り上げるよう 

積極的に取り組むとともに、空き缶・たばこのポイ捨て防止や不法投棄対策の強化拡充、並び 

に歩道植樹帯等の除草回数の増加を図られたい。 

② 路上喫煙対策 

多くの市民、特に子供たちに深刻な影響を与える路上喫煙（いわゆる「歩きたばこ」）につ

いては、条例施行から15年あまりが経過し、国においては健康増進法の改正が行われ、大阪府

においても大阪府受動喫煙防止条例が制定されるなど、受動喫煙に対する意識や社会情勢が大

きく変化するなかで、受動喫煙防止対策のより一層の推進を図るとともに、市内全域での路上

喫煙禁止の実効性が確保されるよう、市民・関係者の理解も十分に得ながら、路上喫煙防止対

策に取り組まれたい。特に、喫煙所の設置数や配置については検証結果を踏まえ、喫煙所が必

要なエリアでは、地域住民等の理解も得たうえで整備を推進されたい。 

③ 斎場運営や体制構築等 

高度な技能や市民への対応が必要となることを踏まえ、指定管理者の業務水準の確保・向上 

を図るためにも、瓜破斎場の直営での事業実施を継続されたい。 

建築・改修から長期間が経過し老朽化した斎場施設について、建て替えを含めた検討の結果 

  を踏まえ、将来的な火葬件数の増大にも対応可能な体制の構築に取り組まれたい。 

災害時の遺体安置及び火葬について、大規模災害時には多数の遺体の発生が予想され、その 

対応に課題が生じることから、安置所の設置場所や、遺体の火葬に関わる備品のあり方を検討  

されたい。 

 

６．女性が活躍できる社会について 

① 市民・事業者・行政が一体となって男女共同参画を推進 

男女共同参画社会の実現を目指した大阪市男女共同参画推進条例に基づき策定された基本計  
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画に沿って、総合的な施策の充実を図り、市民・事業者・行政が一体となって男女共同参画を 

推進されたい。 

② 女性の活躍促進施策の全庁横断的な推進 

本市がこれまで長年にわたり、ともに歩んできた女性団体の果たしてきた役割を尊重し、支 

援をしつつ、「すべての女性が輝く社会」の実現を目指した女性の活躍促進施策の全庁横断的 

な推進についても積極的に取り組まれたい。 

③ 妊娠・出産・育児・介護期に離職することなく安心して働き続けられる環境整備の促進 

④ 女性の管理職への登用促進 

⑤ 男性の育児休業等の取得の促進 

⑥ ＤＶ被害者を支援するシステムの充実 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する取組の効果・検証を行うとともに、被 

害者の視点だけではなく、加害者への対策についても検討を行い、ドメスティック・バイオレ 

ンス（ＤＶ）被害者を支援するシステムの充実を図られたい。 

 

７．安全・安心のまちづくりと社会インフラの整備について 

（１）生命・財産を守るための防災対策 

① 橋梁や高架道路、河川護岸の補強工事など耐震対策の推進 

市民生活の安全確保のため、道路、橋梁、河川、下水道などの都市基盤施設の適時・適切な  

維持管理に努めるともに、橋梁や高架道路、河川護岸における耐震性向上のため、補強工事な  

どの耐震対策を早急に進められたい。 

② 常に安定した給水が確保される信頼性の高い水供給システムの確立 

浄・配水場や基幹管路の機能停止は大規模な断水を引き起こし、市民生活に多大な影響を及 

ぼす恐れがあることを十分に認識したうえで、管路耐震化の促進をはじめ基幹施設の耐震性強 

化に積極的に取り組むとともに、幹線ネットワークの強化や停電対策の充実等により、平常時  

・非常時の双方においてより安定した給水が確保される、信頼性の高い水供給システムの確立  

に努められたい。 

③ 「災害に強いまちづくり」を推進 

南海トラフ巨大地震や上町断層帯地震などに備えるため、東日本大震災や能登半島地震など  

を踏まえた防災対策の一層の充実を図るため、現在、本市で取り組んでいる津波避難ビル指定 

及びそれを活用する対策を進めるとともに、民間ビルも含めた地下街、地下駅における浸水防 

止対策の促進を図るなど、さらに積極的な施策の展開を図り「災害に強いまちづくり」を推進 

されたい。 

④ 女性防災士の育成について 

    地域防災の現場において、女性ならではの視点や経験が重要な役割を果たすため、女性防災 

士の育成を促進し、研修や支援体制の充実など、女性が防災士として活躍しやすい環境づくり 

に努められたい。 

⑤ 危機管理機能の強化を図り市民生活の安全確保 

あらゆる危機事態から市民を守るため、産官学が集まる大都市としての強みを活かし、企業  

や大学の持つ技術や知見を結集させた最先端の災害対策に取り組むなど、危機管理機能の強化 

を図り、市民生活の安全確保に万全を期されたい。 

⑥ 若い世代の参加する防災訓練が実施される取組の推進 

地域における自主防災組織の育成や連絡体制の強化、支援を必要とする障がい者・高齢者等 

を視野に入れた災害時の効果的な活動が即時にとれる体制の整備を図るため、地域活動協議会 

等の地域活動団体が主導し、次代の担い手となる中学生等の若い世代の参加する防災訓練が市 

内各所で実施されるように取組を推進し、区内での一体的取組、さらに市全体で取り組めるよ 
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う努めるとともに、備蓄物資の配備など災害応急対策を充実されたい。 

⑦ 災害時の情報伝達機能の充実、初期初動体制の強化 

大規模災害発生時等の初期活動を迅速かつ的確に実施するため、防災拠点の効率的な運用と 

ともに、情報通信システムの再整備等、災害時の情報伝達機能の充実、初期初動体制の強化 

を図られたい。 

⑧ 自衛隊を含めた総合的な防災訓練の取組 

市民の生命・財産を守るべき基礎的自治体として防災能力を高めるとともに、市民の防災意 

識や地域の自主防災力の向上を図り、さらに大規模災害時に人命救助や救護活動に万全を期す 

ためにも、市民・行政・防災関係機関はさることながら、今後も自衛隊含めて、より一層総合 

的な防災訓練の取組に努められたい。 

⑨ 災害時に向けた自衛隊との交流・連携 

大震災等の災害時に遅滞なく自衛隊の救援活動が行えるよう、大阪市地域防災計画に基づく       

施設の提供、災害派遣計画や防災情報に関する意見交換、市内の地域防災訓練への積極的参加 

等、日頃から自衛隊との交流・連携を図られたい。 

⑩ 防災活動、避難活動が容易となる安全性の高い都市の形成 

災害発生時に被害の拡大を防ぎ、防災活動、避難活動が容易となる安全性の高い都市を形成   

するため、ヘリポートの整備、広域避難場所の確保、公共施設（区庁舎等）の耐震強化、避難 

路や避難場所となる道路・街路及び公園の整備を進められたい。都市の不燃化促進、耐震診 

断・改修補助制度の積極的な活用等による木造住宅やマンション等の耐震性・防災性向上、多 

くの市民が利用する大規模な建築物等の耐震化に対する支援など、災害に強いまちづくりを推 

進されたい。 

⑪ 災害時における帰宅困難者対策の推進 

大規模地震時に発生する帰宅困難者対策として、一時滞在施設への備蓄物資の配備を進める 

など、民間事業者の負担軽減や屋外滞留者への人道的支援となる公助の取組を推進するととも   

に、帰宅困難者の避難誘導等、現地での支援活動を民間事業者・団体・地域等と行政が協力し   

て取り組めるよう公助の限界も見据えた支援体制を構築されたい。 

⑫ 災害に強い港づくりのさらなる推進及び防災対策の強化 

東日本大震災を教訓に、南海トラフを震源とする地震・津波シミュレーション結果を踏まえ 

て、防潮堤の耐震強化を含む地震・津波対策の充実に向け、国に対して国直轄事業による耐震 

対策の実施を求めるなどにより、災害に強い港づくりをより一層推進されたい。また、平成30 

年台風第21号により大きな被害を受けたことから、より勢力の強い台風を想定した港湾におけ 

る防災対策の強化を進められたい。 

⑬ 広域的な大規模災害発生に備えた消防力強化に向けた取組 

消防職員の教育訓練施設である高度専門教育訓練センターにあっては、教育訓練の内容及び

施設のさらなる充実強化を目指すとともに、府内の代表消防本部である大阪市が中心となって

府内消防本部の連携・協力をより一層推進し、広域的な大規模災害発生に備えた消防力強化に

向けた取組を進められたい。 

⑭ 適切な避難行動について啓発や地域における訓練への支援強化 

地震や津波、勢力の強い台風による河川氾濫や高潮など災害の種別により適切な避難行動は異  

なるため、災害の種別に応じた適切な避難行動がとれるよう、特に災害発生リスクの高いエリ  

アに居住する市民などに対し、啓発や地域における訓練への支援の強化を図られたい。 

⑮ 水害発生を想定した治水施設の整備 

⑯ 「市民防災研修推進プラン」に基づく市民の年齢層に応じた研修や訓練の体系的な推進 

⑰ 特別査察隊をはじめとした査察体制を強化 

雑居ビル等の複合用途防火対象物の実態把握を図り、消防法令違反対象物の是正指導を一層 
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徹底されたい。 

⑱ 消防器具機材の整備及び時代に即応した高度情報化の推進 

⑲ 救命救急業務の充実強化及び応急手当普及啓発の推進 

傷病者の救命効果を高めるため、救急救命士の処置拡大に伴う教育体制の整備など救命救急業   

務の充実強化を図るとともに応急手当普及啓発の推進に努められたい。 

⑳ 救急相談業務の充実 

㉑ 感震ブレーカー設置の普及啓発及び補助制度の導入 

大規模災害時には通電火災が多くみられ、その被害軽減には感震ブレーカーの設置が大変有 

効である。普及効果を高めていくため、普及啓発に加え、補助制度の導入を検討されたい。 

㉒ 発達障がい児・者等への、避難所等における支援 

障がいの特性から、大勢の人がいる環境にいることが苦痛で、避難所の中にいられないなど 

の状況が発生することが想定される発達障がい児・者等への、避難所等における支援を図られ 

たい。 

㉓ 災害時の避難におけるペットの取扱いに関する対策 

いまやペットは家族の一員となっており、ペットを切り離した避難を考えることは難しい一 

方、衛生面等でトラブルになることもあることから、災害時の避難におけるペットの取扱いに 

関する対策を図るとともに、他都市の事例も踏まえ、ペット避難所に関する調査・研究も行わ 

れたい。 

㉔ 地域集会施設の耐震安全性の確保に対する支援策の拡充 

地域コミュニティの活動拠点である地域集会施設が、災害時においても地域住民にとって重 

要な役割を果たしていることを踏まえ、施設の耐震安全性が確保されるよう支援策の拡充に努 

められたい。 

㉕ いわゆる「自宅避難者」に対する避難所での支援 

ライフラインが途絶した状態で自宅での生活をされる、いわゆる「自宅避難者」に対しても  

避難所で生活をされている方々と同様の支援を図れるように啓発されたい。 

㉖ 災害時のトイレ等の確保 

能登半島地震での断水や道路損壊などの現地状況を踏まえ、発災初日については、搬送や設   

置が必要となる仮設トイレが使用できない可能性を考慮し、マンホールトイレなど避難所避難  

者の排泄機会を確保するよう対応されたい。 

（２）道路・交通 

① 都市計画道路に必要な予算の確保及び早期建設に努めること 

「都市計画道路の整備プログラム（令和７年10月）」を着実に進捗されたい。 

天王寺大和川線の計画的な整備また、津守阿倍野線、木津川平野線など密集市街地における防  

災・減災対策の推進に資する都市計画道路の整備や桜島東野田線など早期供用を目指す路線に  

ついて整備を推進するとともに、豊里矢田線については、４車線供用に向けて、引き続き整備 

を図られたい。さらに、新庄長柄線（淀川渡河部）を含む未着手路線について、早期着手に努 

められたい。 

② 交通渋滞の緩和、広域道路ネットワークの形成に向けた事業の推進 

阪神高速道路については、道路交通の渋滞緩和など大阪都市圏の都市活動を支える重要な都   

市基盤施設であり、既に、大阪・兵庫地区で約258kmの広域の高速道路ネットワークが形成さ

れている。現在、大阪地区では淀川左岸線（２期）及び延伸部約13kmが事業中である。 

このような中、大阪都市再生環状道路の一部を構成する淀川左岸線（２期）及び延伸部区間  

については、市内の交通渋滞の緩和、広域道路ネットワークを形成するものとして、事業の着  

実な推進に努められたい。事業費について縮減に努めるとともに、国にあらゆる支援を求めて 

いくこと。 
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また、供用中路線の更新、修繕の促進に努められるとともに、阪神圏の高速道路における管  

理主体を超えたシームレスな料金体系の導入に向けて取り組まれたい。 

③ 市民ニーズに沿った鉄道関係の踏切対策等への早急な検討 

阪急電鉄京都線・千里線の立体交差事業を早期に完成させ、学研都市線（京橋駅付近）、阪

和線（杉本町～大和川）、南海高野線（帝塚山～大和川）等の立体交差事業の早期着手に努め

るとともに、開かずの踏切やボトルネック踏切などの緊急対策踏切について、抜本対策の検討

を早急に進められたい。また、現在、スポーツ広場として暫定利用している南海天下茶屋車庫

跡地については、天下茶屋駅周辺のまちの活性化に繋がる活用方法となるよう検討されたい。 

また、平成18年４月に廃止となったＪＲ大阪臨港線の跡地（港区南市岡～福崎）について、 

市民の要望に沿う活用方法を早急に検討されたい。 

さらに、平成21年３月末で廃止となったＪＲ阪和貨物線の跡地（ＪＲ阪和線杉本町駅～同関 

西本線加美駅）については、ＪＲ西日本と引き続き協議を進めるとともに、平野区、東住吉

区、住吉区と連携し、地域の意見を踏まえながら、用地の早期有効活用を図られたい。 

④ 交通渋滞の解消、安全かつ円滑な交通を確保する交差点の立体交差化等の整備 

⑤ 市民の快適な歩行空間の提供及び交通安全対策の整備 

市民を交通事故から守り、快適な歩行空間を提供するため、歩道設置、道路照明灯（幹線道 

路の歩道照明を含む）、防護柵などの交通安全施設の整備を進められたい。 

特に道路の区画線（白線）の状態は非常に見えづらい箇所が数多く散見され、交通安全上非 

常に危険な箇所の要改善事案が年々積み重なっている状況であり、予算措置を検討いただきた 

い。 

さらに、バリアフリー化や横断歩道橋の撤去に努めるとともに、コミュニティ道路（ゆずり 

葉の道）、歩道設置など通学路の安全対策、幹線道路を中心とした交差点形状の改良などの交

通事故抑止対策及び自転車活用推進法に基づき、安全に配慮された自転車通行環境整備を拡充

されたい。 

⑥ 道路の景観向上や通行の安全を図る違反屋外広告物対策の強化 

⑦ 幹線道路下における共同溝の設置を推進 

⑧ 電線類の地中化促進 

⑨ 低騒音舗装の整備など道路の騒音・振動対策への取組 

⑩ 道路・橋梁などにおける景観に配慮した整備 

⑪ 都市環境の向上を図る保水性舗装実施の促進 

⑫ 大規模ターミナルをはじめ民間鉄道を含む駅周辺で一体的な交通バリアフリー化の推進 

誰もが、安全・快適に移動ができ、人々が集まり交流する活気とにぎわいのある大阪づくり  

のために、より一層の推進を図られたい。 

⑬ 大阪市高速電気軌道株式会社（Osaka Metro）及び大阪シティバス株式会社の適切な指導監理 

株式会社化後の交通事業について、以下の項目の推進のため、大阪市高速電気軌道株式会社  

（Osaka Metro）及び大阪シティバス株式会社を適切に監理されたい。 

・ 市営交通事業を引き継いだ公的使命をふまえ、地元地域等に対して真摯に対応するなど説

明責任を果たし、事業推進あたっては、本市に対して事前に十分な説明を尽くされるよう

求められたい。 

・ 乗客サービスの向上のため、地下鉄については、駅舎の改装等利便性に努めるとともに、

バスについても、バスロケーションシステム等バス停留所施設の整備促進に努めること。 

・ ひとにやさしいまちづくりとして地下鉄駅へのエレベーター等の設置など、施設面での整

備を図るとともに、職員に対する教育訓練の充実を図るなど、ソフト・ハードの両面から

バリアフリー化に努めること。 

・ 地下駅等の浸水防止対策を早急に進めること。 
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・ 国土交通省の調査により、駅構内や車内など公共交通機関での暴力行為の発生件数は増加

傾向にあるとされている。これら暴力行為の防止対策として、市民に対する積極的な広

報・啓発活動を行うこと。また、今後国際観光拠点としてテロの脅威にさらされることも

想定される中で、利用者がテロなどの悪意に対して脅威を感じることなく利用できるよう

な防犯環境を整えること。 

・ 将来にわたりバス運転手を安定的に確保するために、戦略的な方策を行うこと。 

・ 不動産投資など本来の事業とは違う事業を行う際は慎重に判断し、市民や利用者に損害が

ないようにすること。 

⑭ 株式会社化された交通事業について適切な監理 

・ 我が会派から要望した１２項目の趣旨を含む基本方針を確実に実行または着手するよう、

適切に監理すること。 

・ とりわけ、バス事業については、大阪シティバス株式会社を本市とOsaka Metroがあわせて

100％株を保有する会社として、公的関与を残した上でのグループ経営を図り、地下鉄の輸

送サービスを補完し、市民の最も身近な公共交通インフラとして、地域の移動手段として

の役割を果たすよう、不採算であっても必要な路線については、大阪市が一定の支援を行

うとともに、事業者として、路線サービスを維持できるよう適切に監理すること。 

（３）駐車場・駐輪場 

① 自動二輪車等の駐車対策を推進 

自動二輪車及び自転車の駐車対策を推進されたい。 

（４）公園・緑化等 

① 市民ニーズに対応した地域住民に親しまれ活用される公園づくりの推進 

都市公園はうるおいある豊かな都市環境を形成する緑の拠点であり、市民のレクリエーショ  

ンとコミュニケーションの場として、また、災害時の避難場所としてなど、さまざまな役割を  

持ち、地域の核となる重要な施設である。 

公園の計画・整備においては、こうした公園の基本的な考え方や地域の特性にも配慮した計 

画を策定し、それを基本としながら、多様化する市民ニーズに対応し地域の住民により親しま 

れ活用される公園となるよう、例えば親子でのキャッチボールや高齢者のゲートボール等、球 

技もできる多目的広場を設置するなど、個性豊かな公園づくりを進められたい。 

② ｢大阪市緑の基本計画＜2026＞｣に基づく公共緑化や民間緑化及び緑化の普及啓発の推進 

「自然と人間の共生」という「国際花と緑の博覧会」の基本理念を継承し、花と緑あふれる

まちづくりを進めるため､｢大阪市緑の基本計画＜2026＞｣に基づき公共緑化や民間緑化及び緑

化の普及啓発を積極的に推進されたい。また、花博開催地である鶴見緑地においては、みどり

豊かな特性を活かして持続的な魅力向上を図られたい。 

③ 都市公園等の緊急かつ計画的な整備及び指定管理者制度を活用した適正管理の推進 

健康で緑豊かなうるおいのあるまちづくり及び災害に強いまちづくりを推進するため、都市  

公園等の緊急かつ計画的な整備及び指定管理者制度を活用して適正管理を推進されたい。ただ  

し、指定管理者制度の活用に関しては常に検証作業を実施すること。 

④ 民間建築物の屋上緑化の推進 

公共施設の屋上緑化モデルの実施などを通して、都市におけるヒートアイランド現象の緩 

和、良好な自然的環境の創出のため、民間建築物の屋上緑化を推進されたい。 

⑤ 計画的な公園の改修や遊具の安全対策など安全・安心な公園づくりの推進 

既存公園の再生、活性化のため、利用者も含めた市民ニーズに対応しながら、計画的な公園  

の改修や遊具の安全対策、体力の向上や健康の増進など多様な利用を想定した遊具の更新、公  

園のリニューアルなど、安全・安心な公園づくりを推進するとともに、環境にも配慮した良好  

な維持管理に努められたい。 
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⑥ スポーツ施設の整備充実 

市民が身近にスポーツを楽しめるよう、スポーツ施設の整備充実（例えば、ジョギングコー 

ス、フットサルやニュースポーツの拠点づくり、ナイター設備、全天候化など）を図るととも 

に、遊休地の活用も図られたい。 

⑦ 児童遊園の運営管理に対する支援の継続及び推進 

都市公園と同じような役割を果たしていることを踏まえ、地域による運営管理に対して、安

全性の維持向上の視点から支援を継続、推進されたい。 

⑧ 公園草・樹木等の剪定等の適正な予算措置及び適切な維持管理 

近年の人件費の上昇などにより実質的な作業量が減少することで除草面積が少し、特に夏場   

は雑草が生い茂り遊べない状況が発生するなど、住民から困惑や要望の声が多数出ていること  

から、除草必要面積に面積当たりの最新委託単価を乗じるなど適正な予算措置をいただきた 

い。 

また、公園樹や街路樹は、都市の景観・快適性向上や環境保全に貢献するなど、市民生活を  

支える重要な都市インフラであることから、健全な樹木の保全育成に向け、計画的な維持管理  

に取り組んでもらいたい。 

⑨ 天王寺動物園への財政的支援及び「世界に誇れる魅力ある動物園」の実現 

令和３年４月に地方独立行政法人に移行した天王寺動物園については、設立団体である本市 

の責任を十分に踏まえ、社会教育施設としての役割を継続して果たしていくために、財政的支 

援をおこなうこと。また、日常的な運営経費だけでなく、園の魅力向上に必要となる獣舎整備 

費等についても適切に措置することで、園内サービスの充実や舎のリニューアルを着実に進 

め、多くのこどもたちに夢と希望を与えるように展示動物を充実させることで、大都市大阪に  

ふさわしい「世界に誇れる魅力ある動物園」の実現に努められたい。 

（５）住宅 

① 民間活力を活かした住宅建設を促進する各種融資助成制度の推進 

② 災害に強い安全なまちづくりの推進 

老朽住宅の建て替えや細街路整備・まちかど広場の整備の促進を図るとともに、生野区南部  

地区や福島区北西部地区、西成区等の老朽住宅密集市街地の総合的な整備を推進されたい。ま  

た、老朽住宅密集市街地の地域の特性に応じ、区画整理手法や建替促進制度の活用など、重点 

的な事業を推進されたい。 

③ 全庁的・総合的な空家等対策の推進 

東住吉区、西成区、生野区をはじめ市内で増加している空き家の中には、管理が不十分なこ 

とにより、放火など防犯・防火上の問題や、ゴミ投棄などの衛生上の問題のほか、老朽化によ 

る倒壊の危険性さえ見られるものもある。空家等対策計画に基づき、こうした喫緊の課題であ 

る特定空家等対策について重点的に取り組むとともに空家利活用改修補助事業等による空き家 

を活用したまちづくりに取り組むなど、全庁的・総合的な空家等対策を推進されたい。 

④ 歴史的建築物等の修景を促進した魅力ある居住地づくりの推進 

市域全域で、貴重なまちなみ資源である歴史的建築物等の修景を促進し、魅力ある居住地づ 

くりを推進するための地域魅力創出建築物修景事業の補助制度の充実に努められたい。 

⑤ 高齢社会に対応したバリアフリー化など住宅施策の推進 

民間による高齢者向け住宅の供給促進とあわせ、市営住宅における見守り付住宅やグループ  

ホームへの活用、階段室型中層住宅へのエレベーター設置等、高齢社会に対応したバリアフ 

リー化など、住宅施策の推進に努められたい。 

 ⑥ 市営住宅おける入居者のマナー向上に向けた啓発 

市営住宅の良好な住環境を維持するため、共同生活におけるルールの順守やマナーの向上に 

向けた啓発活動など、さらなる取り組みを推進されたい。 
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（６）水環境・上下水道 

① 合流式下水道の改善 

快適で豊かな水環境の創出に向けて、住吉川等の水質浄化のため、合流式下水道の改善に積  

極的に取り組まれたい。 

② 琵琶湖・淀川水系の水質保全対策の経費負担に対する慎重な対応 

上流地域の排水規制、下水道整備の促進を関係団体に積極的に働きかけるとともに、経費負  

担に対し慎重な対応を図られたい。 

③ 下水道施設の計画的な改築・更新を進めつつ機能高度化などを図ること 

良好かつ効率的に維持管理していくため、老朽化した施設の計画的な改築・更新を進められ 

たい。また、改築・更新にあたっては社会の要請に即した施設とするため、コスト意識を前提 

に省力化や省エネルギー化、機能高度化を図られたい。 

④ 下水道施設の改築にかかる国庫補助制度の継続・維持に関する国へ要望 

公共水域の水質保全や雨水排水など、都市機能の維持に必要な下水道施設の改築に係る現行  

の国庫補助制度の継続、維持に関して、国へ強く要望されたい。 

⑤ 河川及び河川施設の適時・適切な維持管理の推進及び新たな水防団員の確保につながる啓発  

活動への支援・協力 

市管理河川の治水機能を持続的に確保できるよう、河川及び河川施設の適時・適切な維持管  

理を推進するとともに、国の直轄河川である大和川、淀川においては、治水・浸水対策が促進 

されるよう努められたい。また、全国的に水防団員数の減少・高齢化の傾向にある中、水防事 

務組合と連携し、新たな水防団員の確保につながるよう啓発活動への支援・協力に努められた 

い。 

⑥ 新たな浸水対策計画の早期策定及び浸水安全度の向上を図る下水道整備の推進 

市内で今なお発生している浸水を防除するため、淀の大放水路等の抜本的な浸水対策を促進 

されたい。さらに、令和3年5月に改正された下水道法を踏まえ、気候変動による降雨量の増加 

を考慮した浸水対策計画に基づき対策を実施されたい 。 

また、たび重なり発生している局地的な浸水についてもその原因を究明し、地域特性にあっ 

た対策として枝線管渠のネットワーク化・貯留施設の整備やグリーンインフラの活用などによ 

る局地的な浸水対策を積極的かつ早期に進めるとともに、止水板設置助成制度の検討や降雨情 

報の活用など、浸水安全度の一層の向上を図るため、下水道整備を強力に推進されたい。 

⑦ 水道事業における安全で良質な水の安定供給 

国から策定要請を受けた「鋳鉄管更新計画」に基づき、老朽管の更新や設備の適切な維持管   

理など水道施設の老朽化対策に計画的に取り組むとともに、水需要の減少が続く中での料金値 

上げ回避策などに真摯に取組、持続可能な水道づくりに努められたい。 

⑧ 工業用水道事業における適切な運営を担保する事業の管理者としての責任を果たすこと 

令和４年度から実施しているＰＦＩ法に基づく公共施設等運営権制度を活用した「大阪市工  

業用水道特定運営事業等」においても、市は、工業用水道事業の適切な運営を担保するため、 

運営権者の業務実施状況及び財務状況を適切にモニタリングするなど、事業の管理者としての 

責任を果たされたい。 

⑨ 上下水道施設の耐震化状況に関する緊急点検結果を踏まえた耐震化の促進 

本市下水道施設の耐震化率が低いことを踏まえ、上下水道耐震化計画に基づき、速やかに耐  

震診断を実施し耐震性能を明らかにするとともに、必要な箇所の耐震化を早急に進められたい。 

 

８．経済の再生と社会問題について 

（１）中小企業・小規模事業者、芸術活動等の支援  

① 支援機関等と連携を図り施策を総合的に推進及び支援機関のさらなる機能の充実 
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中小企業が地域経済において果たす役割の重要性を十分に認識し、「大阪市中小企業振興基 

本条例」に基づいて、国や他都市、経済団体、中小企業支援機関等と緊密に連携を図りなが 

ら、中小企業の健全な発展や市内経済の活性化に向けた施策を総合的に推進されたい。 

そのため、中小企業総合支援拠点である大阪産業創造館や技術支援拠点である大阪産業技術  

研究所などの支援機関について、蓄積してきた企業ネットワークや支援ノウハウを生かし、さ  

らなる機能の充実に取り組まれたい。 

② ものづくりにおける企業ニーズに応じたきめ細かな支援 

ものづくりは、他の産業への波及効果も大きく、大阪経済の持続的な発展のために大きな役  

割を果たしており、その育成・支援は極めて重要である。 

大阪市内においては、こうした基幹的な産業であるものづくりについて、西部臨海部や東部  

地域に代表される地場での集積があるが、それぞれ得意とする技術や製造する品目が異なり、 

集積する各企業間であっても、そのニーズは更に多岐に渡るものになっている。 

こうした企業のニーズを的確にとらえ、区役所とも連携して、本市支援施策の浸透を図ると  

ともに、企業の実態やニーズに応じたきめこまやかな支援を行うことが必要であり、地場の基 

幹産業の集積の力を大阪市経済の活性化に波及させていくことも重要である。 

③ 効果的な技能継承と後継者育成及び大学をはじめとする研究機関や支援機関の誘致 

成長が見込まれるIoT・ロボットテクノロジー関連ビジネスをはじめ産業の発展には、情報

の収集や人材育成は不可欠である。そのため、中小企業や教育訓練機関に対して、若年技能者

への実技指導や講師派遣を幅広く行い、効果的な技能の継承と後継者育成を行われたい。加え

て、大学をはじめとする研究機関や支援機関の誘致に努められたい。 

④ 中小企業の資金調達が円滑化するよう大阪産業創造館などの中小企業支援機関と連携 

中小・地場企業の経営基盤の強化や開業支援に向けて、為替やエネルギー問題などの社会経  

済情勢、中小企業等の資金需要などを鑑み、大阪産業創造館などの中小企業支援機関と連携

し、中小企業の資金調達の円滑化に努められたい。 

⑤ 地域商業の活性化に向けた新たな取組などの支援 

商店街や小売市場などが地域団体等と連携するなど新たな魅力づくりに向けた取組を支援す  

るとともに、商店街の経営環境が厳しくなる中で、アーケードの維持管理や撤去に向けた支援  

を引き続き行われたい。また、商店街の空き店舗が地域活性化の拠点となるような利用方法を  

検討されたい。 

    さらに、大規模小売店舗の出店にあたっては、地域社会と共存が図られるよう、十分な対策  

を講じられたい。 

（２）科学技術の振興 

① 「環境・エネルギー」「健康・医療」「ＩＣＴ」関連の３つの産業分野の育成・振興 

都市の再生には経済の活性化が不可欠であることから、新しい価値を生み出す科学技術の振 

  興を図るとともに、産学官連携を強化し、関西の優位性を生かしながら、今後の成長が期待さ 

  れる「環境・エネルギー」「健康・医療」「ＩＣＴ」関連の３つの産業分野の育成・振興に努め 

  られたい。 

② 健康・医療関連産業分野について事業化支援の仕組みを充実・先進地域として目指すこと 

事業化を支援する仕組みをさらに充実し、新商品・サービスの開発や産学官と連携を進める 

ことにより、健康・医療産業の先進地域を目指して取り組まれたい。 

（３）個性豊かで魅力ある地域 

① ＮＰＯ・企業等の社会起業家のソーシャルイノベーション創出への支援 

大阪の地域資源を活かし地域社会の力を高めるために、社会課題をビジネス手法で解決する 

ソーシャルビジネスへの理解を拡げるとともに、ＮＰＯ（民間非営利活動団体）・企業等の社 

会起業家への創業支援及びネットワーク化の促進を行うなど、ソーシャルイノベーション創出 
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への支援に取り組むこと。 

② 地域振興会や地域で活動する各種の地域団体の担い手や人材育成などの支援 

地域コミュニティの活性化を図り多様化する市民生活の課題に対応していくために、住民自  

治の基礎的単位である町会組織を束ねる地域振興会や地域で活動する各種の地域団体が、長年 

にわたって地域社会の様々な課題について対応してきた大阪市の特性を踏まえ、区役所が中心 

となって、それら活動の担い手や人材育成などの支援を行い、自律的、持続的に地域運営が図 

られるようにされたい。 

③ 町会のあり方や行政との関わり方など地域の実情を踏まえた根本的な解決への取組 

地域の安全・安心を守る役割の一端を担っている町会は、加入率が低下しており、担い手不 

足や防犯灯の電気代などの負担が課題となっている。地域の実情を踏まえ、町会の加入促進に 

取り組まれたい。 

④ 地域活動協議会について地域の実情にあった推進及びまちづくりに関わる中間支援組織等と 

区役所との連携によるきめの細かい支援 

拙速を避け、画一的に仕組みを押し付けることなく、地域の実情にあったものとなるよう進 

められたい。あわせて、様々な活動団体が協働して取り組めるように環境を整えるとともに、 

まちづくりに関わる中間支援組織等と区役所との連携によるきめの細かい支援を図られたい。 

⑤ 地域集会施設等の固定資産税の減免を継続及び真に必要な整備の拡充 

コミュニティづくりを推進するため、地域集会施設等への固定資産税の減免を継続されたい。 

また、現在の利用形態のままで、真に必要な地域集会施設の整備拡充に努められたい。 

⑥ 区役所庁舎の早期建替え実施 

    昭和40年から49年に建設された区役所は建替えに着手されていなかったが、本年、10区役所 

庁舎の建替えビジョンが策定された。地域の核となる行政施設であり、災害の際には拠点とし 

て使用するので、早急に計画的に建替えを実施されたい。 

    また、区民センター未設置の３区（東住吉区・東淀川区・住之江区）の区役所建替えにあたっ 

ては、区民センターと同等の機能を備えた複合施設として、いち早く計画を進めるよう努めら 

れたい。 

⑦ 既存の区民施設について必要な建替えに向けた調査や計画策定の着手 

機能向上を図り、その老朽化の現状や地域住民の長年の要望の声等に鑑み、必要な建替えに  

向けた調査や計画策定に着手されたい。 

⑧ 区ＣＭ制度の適切な運用の徹底とデジタル社会にふさわしい新たな区政運営を追求 

区の実情や特性に応じた施策を総合的に展開することができる、区ＣＭ制度の適切な運用の 

徹底と、デジタル社会にふさわしい新たな区政運営を追求されたい。 

⑨ 部落差別撤廃にむけた取組 

平成28年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」に基づいて、部落差別撤 

廃にむけ、引き続き取り組まれたい。 

（４）消費者問題 

① 関係機関と連携を図り消費者センター機能充実強化など消費者の利益保護 

② 若年者の消費者教育の推進 

③ 高齢者の消費者被害防止の取組を推進 

消費者被害を未然に防止するため、消費者保護条例の積極的運用と関係機関との連携を図る  

とともに、消費者センターの機能の充実強化、相談事業の市民への周知徹底などにより、消費 

者の利益保護に努められたい。 

また、消費者の自立や倫理的な消費者行動、成年年齢が引下げられた若年者の消費者教育に 

ついて、また被害の未然防止にもつなげるため、消費者教育を推進されたい。 

さらに、消費者被害に遭いやすい高齢者を地域で見守る活動の支援など、高齢者の消費者被 
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害防止のための取組を推進されたい。 

（５）官公需における適正な賃金・労働条件の確保 

厳しい経済情勢の中、官公需の減少に伴う労働者の仕事量減少が、労働者の生活に大きな影 

響を及ぼしている。官公需における品質の確保、地域における適正な賃金・労働条件の確保に  

より、住民福祉の増進を図るため、契約制度に関する国や他都市の動向も研究しながら、実効 

性のある対策を講じられるよう努められたい。 

 

９．大都市税財政制度について 

① 今後新たな負担軽減措置の創設等、制度の根幹を揺るがす見直しは断じて行わないことを国 

へ要望 

令和３・４年度税制改正において、土地に係る固定資産税の負担調整措置の特例が講じられ 

たが、国の経済対策については、国税や国庫補助金などにより実施すべきであり、今後新たな 

負担軽減措置の創設等、制度の根幹を揺るがす見直しは断じて行わないことを国に求められた 

い。 

② 政令指定都市制度の枠組みの強化・拡充や税財源の移譲による地方税財源の確保について国  

への要望 

地方分権の確立に向け、住民に最も身近な基礎自治体である本市が、圏域の牽引役として機 

能し、複雑で多様な大都市固有の行財政需要に対応し、自立的な行政運営を推進できるよう、 

現在の政令指定都市制度の枠組みの強化・拡充や税財源の移譲による地方税財源の確保を国に 

求められたい。 

③ 地方税財政改革の推進について必要な地方財源総額の確保 

地方税財政改革の推進については、今後大きくなる地方の役割を踏まえ、必要な地方財源総 

額の確保に努められたい。ついては、消費税、法人税を含めた複数の基幹税からの税源移譲に 

より、国・地方の役割分担に応じた租税配分を実現し、歳入構造を地方税中心とすることに努 

められたい。 

④ 法人住民税の一部国税化を速やかに撤廃・法人住民税へ復元することを国へ要望 

法人住民税の一部を国税化し、地方交付税として地方間で再配分する地方法人税は、単なる  

地方間の税収の再配分となる制度であり、受益と負担の関係に反しているため、速やかに撤 

廃し、法人住民税へ復元することを強く国に求められたい。 

⑤ 大都市税財源の充実強化に向けた要望活動への積極的な取組 

都市の役割分担にふさわしい大都市特例税制の創設や消費流通課税の配分割合の加算など大 

都市税財源の充実強化に向けた要望活動にも積極的に取り組まれたい。 

⑥ 地方交付税の改革について臨時財政対策債による対応の廃止・基金の現在高を理由とした地 

方財源の削減を行わない・物価高への対応などにより生じる財政需要に対応した地方交付税 

の増額に対する国への要望 

臨時財政対策債による対応は速やかに廃止し、財源不足の解消は、地方交付税の法定率の引  

上げによって対応するよう国に求められたい。また、地方の保有する基金の現在高を理由とし 

た地方財源の削減は決して行わないようあわせて国に求められたい。 

なお、物価高への対応などにより生じる財政需要に対応した地方交付税の増額を強く国に求 

められたい。 

⑦ 国庫補助負担金を廃止・所要額を全額税源移譲する国への要望 

国庫補助負担金の改革については、国と地方の役割分担を明確にしたうえで、地方が担うべ  

き分野については、国庫補助負担金を廃止し、所要額を全額税源移譲されるよう求められた 

い。 

⑧ 多極分散型の経済圏の形成について 
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    首都機能の危機管理機能をバックアップするため、首都機能分散及び多極分散型経済圏の構  

築に向けて、議論をさらに深化させること。 

⑨ 特別市に対する取組について 

    特別市に関しては、指定都市市長会での積極的な議論に遅れることなく検討を進められたい。   

 

10．市民のための市政改革について 

（１）継続すべき市政・区政改革 

① 継続保有する未利用地について定期借地制度等による積極的な利活用・売却等は地元及び議  

会に対しての説明責任・個々の土地の活用方針の再検討を要するものは分類の見直し 

将来の用地需要に備え継続保有する未利用地については、歳入確保の観点から、定期借地制  

度等による積極的な利活用を図られたい。また、不用な未利用地の売却等にあたっては、まず 

は地元及び議会に対し説明責任を果たされたい。さらに、未利用地を取り巻く状況の変化等に 

より、個々の土地の活用方針の再検討が必要なものについては分類の見直しを図られたい。 

② もと学校用地の活用について教育関連施設の誘致を含めたまちづくりの視点で慎重な対応 

これまでの学校と地域とのつながりに配慮し、市関連施設の誘致を含め、まちづくりの視点 

をもって慎重に進められたい。 

③ デジタル技術とデータを活用した業務のあり方そのものを改革するＤＸの取組を積極的に 

  推進 

国が全自治体に重点的な取組事項として示した「自治体ＤＸ推進計画」に基づき行政手続き 

のオンライン化や自治体情報システム標準化などの取組をはじめ、デジタル化の本来の目的で  

ある市民サービス・市民生活の質の向上並びに行政運営の効率化・高度化を実現するために、 

デジタル技術とデータを活用して業務のあり方そのものを改革するＤＸの取組を積極的に進め 

られたい。 

④ スマートシティの実現に向けた取組の推進 

官民データ活用の推進に関する施策に積極的に取組、地域課題の把握及びその解決に向け、 

市民や民間企業と協働するなどしながら、スマートシティの実現に向けた取組を進められた 

い。 

⑤ 市民が実感できる区役所改革の取組 

地域住民に最も身近な行政機関である区役所について、暮らしに関わる相談等を一元的に受 

け付け関係機関・窓口に適切につなぐワンストップの仕組み、地域の産業振興や区民生活に 

密接な事項に関する権限の区への移譲など、市民が実感できる区役所改革に取り組まれたい。 

⑥ 区役所窓口業務委託について安定的な窓口運営の維持に向けた幅広い観点からの見直し 

委託経費が増嵩している状況を踏まえ、安定的な窓口運営の維持に向けて、幅広い観点から  

見直しを図られたい。 

（２）真のあるべき改革へ（行き過ぎた改革への警鐘） 

① 透明性を確保し計画性を持った財政構造改革の取組 

大阪の持続的発展が可能となるよう施策の選択と集中を図り、人件費、福祉費などあらゆる  

分野にわたって歳出の見直しに引き続き取組、受益と負担の明確化を図り、負担の公平の観点  

から適正な賦課・収納率向上への取組による歳入の確保を目指して、透明性を確保しながら計  

画性を持って財政構造改革に取り組まれたい。 

② 基礎教養や専門学識を有する良質な職員の計画的な新規採用 

歳出の削減に向け、行財政の効率化を図り、基礎教養や専門学識を有する良質な職員の計画  

的な新規採用に努められたい。 

また、市政改革の推進にあたっては、市民への説明責任を十分果たしつつ、市民サービスの 

低下を来さないよう留意するとともに、中長期的な財政状況見通しとのバランスを考慮した計  
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画的な実施に努められたい。 

③ 真に必要な市民サービスを確保する官・民の役割を踏まえた常に最も適切な者が担い手とな  

る取組及び人事・給与制度の継続的な検証と改善への取組 

本市の財政状況をふまえ、社会経済情勢の変化や多様化する市民ニーズに的確かつ効率的に   

対応し、真に必要な市民サービスを確保するため、官・民の役割を踏まえ、常に最も適切な者 

が担い手となるよう取り組まれたい。 

また、改革の推進にあたっては公務員としての資質の向上や能力の再開発はもとより、その 

能力や実績がプラス面においてこそより的確に反映されるよう、人事・給与制度の継続的な検 

証と改善に取り組まれたい。 

④ 市政運営に反映させたＰＤＣＡサイクルのさらなる推進 

地方分権の時代に対応した行政システムを確立するため、区・局における施策の選択と集中  

の取組を一体的に示した運営方針を策定し、取組の進捗や目標達成状況について点検評価を行 

い、その評価結果を予算編成や次年度運営方針の見直しなど市政運営に反映させるようＰＤＣ 

Ａサイクルのさらなる推進に努められたい。 

⑤ 水道事業について資産の有効活用や国等からの公共助成による収入の確保及び市民サービス   

の拡充 

市政改革の中で自ら抜本的な経営改革を推進し、経営基盤の強化を図るため、より一層の経 

営の効率化に努めるとともに、資産の有効活用や国等からの公共助成の確保による収入の確保 

にも全力を挙げられたい。また、市民サービスについては、創意工夫を行い、拡充を図られた 

い。 
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◆自由民主党・国民民主党・市民とつながる・くらしが第一大阪市会議員団 

 

令和８年度大阪市予算編成に関する要望書 

 

ウクライナ情勢や中東地域の不安定化な

ど、国際情勢の緊張が続く中、エネルギー価 

格や原材料価格は高止まりしており、日本国

内でも物価上昇が長期化しています。円安傾 

向も相まって、生活必需品や食料品の価格は

依然として高い水準にあり、市民生活への負 

担は軽減されていません。特に昨年来の食品

価格の上昇や、光熱費の高止まりは、低所得 世帯のみならず幅広い市民に影響を及ぼしています。 

一方で、全国的な賃上げの動きや、企業による生産性向上への取組も進みつつあり、経済環境

は転換点を迎えています。しかし、その恩恵が十分に市民生活に行き渡っているとは言えず、物価

と賃金のギャップに不安を抱える市民は少なくありません。 

 本年、2025年大阪・関西万博が閉幕し、まちのにぎわいや交流の活性化、新技術の発信など一定

の成果が見られました。一方で、万博後の経済の平準化により、一部では反動減が懸念されており、

観光・産業振興、地域経済の持続的発展に向けた次なる戦略が不可欠な状況です。 

 さらに、少子化の一層の加速、独居高齢者の増加、地域コミュニティの希薄化、災害リスクの増

大など、都市が直面する課題は複雑化・多様化しています。市政は引き続き、暮らしを守り、地域

を支え、持続可能な都市の実現に向けた施策を着実に進めていく必要があります。 

 我が会派は、会派名のとおり、中心軸は市民の皆さまであり、その暮らしを守り支える視点を起

点として、市民の皆さまに寄り添い、現場の声を丁寧に受け止めながら、時代の変化に対応したし

なやかな改革を進めてきました。大阪市が培ってきた歴史・文化を大切にし、福祉の充実、生活の

安心、地域振興、そして大阪の未来を切り開く成長戦略を、引き続き強力に推進してまいります。 

つきましては、令和８年度予算編成にあたり、以下の重点４項目及びその他12項目について、

ぜひとも予算化されるよう要望いたします。 

 

 

○ 重点要望項目 

＜１＞子ども応援・すべての親子が安心して暮らせるまちへ 

（１）子ども応援 

大阪では６人から７人に１人の子どもが「相対的貧困」状態にあると言われています。様々な

「しんどさ」を抱える子どもたちが、子ども時代を幸せに過ごし、社会の中で自分を活かして生き

られる社会をつくることは、大阪の未来をつくることです。そのために、まずは学校の先生や保育

士さんなど、子どもに関わる大人が元気に働ける環境をつくる必要があります。 

疲弊している教育現場の多忙化を解消し、過剰なバッシングなどで新しいチャレンジがしづら

くなっている今の状況を変える必要があります。 

・学校をハブ（中心）に「教育」と「福祉」・「就労」・「まちづくり」をつなぎ、地域や社会

と共に子どもたちの学び育ちをトータルにサポートすること。 

・全小中学校に常勤のスクールソーシャルワーカーを配置すること。 

・福祉と社会教育のコーディネートを担当する外部連携担当人材が学校を専任で支援するよう

にすること。外部連携担当人材は、ソーシャルワーカー兼務もあり。 

・学校を拠点にした豊かな教育環境、子どものセーフティネットづくりを推進すること。 

・フリースクールへの補助や、居場所や子ども食堂など学校外での「小さいけれど大事な活動」
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が持続できるよう、小口でも継続的な財源を確保する「小さな取組応援」を制度化すること。 

・支援の少ない中高生（ティーン）向けの「夜のたまり場」を設置すること。 

・不審者の見極め、危険予知と犯罪の予防、トラブル時の最善の対応のため、警察ＯＢで編成す

る「わが町 子ども見守り隊」の設置を検討すること。 

（２）すべての親子が安心して暮らせるまちへ 

社会では今、女性の活躍を後押しすることが求められています。家族のカタチも多様化した現

在、すべての人が自分らしい生き方を選択できるようにするためにも、特に女性が困難を抱え込

み、不利な境遇に陥ってしまうような条件や制度・慣習の見直しが必要です。 

例えば母子家庭。大阪市では、母子家庭の８割以上が就業していますが、正社員として働く人は

45.6％、平均年間就労収入は246.9万円です（大阪市令和５年年調査）。公営住宅の優先入居など

はあっても、子育て・家事・仕事に追われる母のニーズを十分に満たせず、劣悪でも都心部の住環

境を選択することは少なくありません。また、生活保護の住宅扶助額（月約５万円）並みの家賃の

住居に住める就労収入を得ることも困難な状態です。 

・ひとり親世帯へのさらなる経済的な支援策を行うこと。 

・ひとり親家庭には、家賃補助の仕組みづくりを進めること。 

・空家・空室リニューアルによって低廉な家賃の住居を供給すること。 

・住居の安定を目指し、その上で就労支援を行い、住むことと働くことを重ね合わせた「パッ

ケージ型制度」を構築すること。 

・優先入居の対象となる公営住宅を用意する場合は、住宅支援のみならず、子育て支援など、ケ

アやコミュニティを意識した、包括的・総合的支援を提供すること。 

＜２＞大阪成長戦略（文化の継承・下町成長・にぎわいづくり） 

大阪市は全国一事業所密度が高い「商人のまち」です。18万事業所があり、市内総生産は20兆円、

従業員数は221万人（大阪市民は80万人）で周辺地域にも多くの雇用機会を提供する経済・産業の

中核都市です。その分、昼間人口比率は高く、市民の購買行動の影響が小さい＝国内や海外の景気

動向に影響されやすいまちです。 

しかし、新たな需要となるＩＲに「成長戦略」を頼るだけでは、身近な地域経済は活性化しませ

ん。売上げは増えても利益は外資・大企業の本社に流れ、都心部と大阪南部、環状線外縁部でみら

れるような域内格差は広がる一方です。 

不安定な経済に振り回されず、地域に入ったお金を地域内で循環・滞留させて地域経済を創り

直すことが必要です。大阪には多様な歴史と文化、特色ある産業や地域資源があります。こうした

資源を生かし、業界ネットワークを通じて後継者育成を図るなど、主体的に地域の活性化や産業

振興に取り組む市民・事業者がいます。さまざまな困難とニーズを持つたくさんの市民が住んで

います。 

・高い産業集積、職住の近接性、包容力のある市民気質に注目し、地域循環型経済の創出に向け

た機運をつくること。 

・困りごとや地域課題から、都市生活産業を産みだすこと。 

・身近な区政に住民参加型の産業振興部署を設置すること。 

・大阪の特色ある産業や地域資源を生かし、主体的に地域の活性化や産業振興に取り組む市民・

事業者に対して地域の特性に応じた産業支援を推進すること。 

・指定管理者の公募や大規模な公共調達物件等の入札実施においても、地域の中小企業振興や

地域課題解決などの視点を持った基準を設けること。 

・女性や若年者、障がい者、外国人など多様な人材の成長、キャリア形成を継続的に支援できる

人材に強い中小企業群・中小企業ネットワークづくりを推進すること。 

・事業主や企業等を支援する経済戦略局と市民の就労・雇用を支援する市民局・福祉局等の関

係部局が連携し、企業と市民を両面から包括的・総合的に支援できる体制を構築すること。 
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・行政の「就労支援」と言われる活動や事業は様々で、共通した理解がない状態。就労支援は

「福祉施策」でもあり「教育施策」でもあり「産業施策」でもあり「雇用施策」でもある。「就

労」という切り口で、大阪市が行っている「雇用施策」「福祉施策」「教育施策」「産業施策」

の現状と課題を明らかにして、それぞれの局や課がどの部分でどのような役割、機能を果た

しているかを整理したうえで、必要な支援の全体像を明らかにすること。 

・労働部門、福祉部門、教育部門、企業支援部門とがどのような連携が可能か、岡山県総社市な

どの先進事例から学び、何ができるか研究すること。 

・地域の祭りや伝統文化を支援すること。 

・大阪市立美術館をはじめとする博物館等を所管する地方独立行政法人大阪市博物館機構への

支援をし、連携を図ること。 

＜３＞老朽インフラ・市設建築物の維持管理・更新 

大阪北部地震、度重なる災害で、大阪市の交通、生活インフラが脆弱であることへの不安が広

がっています。大阪市では高度経済成長期に多くの市設建築物やインフラが整備されたために、

学校や市民利用施設などの市設建築物で30年以上経過したものが令和６年４月現在で66.5％を占

め、橋梁、水道などのインフラ施設についても、建設後長期間を経過した施設が多くなってきてお

り、今後も、施設の維持管理や更新に必要な費用が、高い水準で推移することが想定されます。市

設建築物の維持管理・更新費は、大阪市公共施設マネジメント基本方針（第２期計画）によると、

これまでの築40～50年の建て替えから築65年で建て替える長寿命化計画を前提としても、今後30

年間の平均で、年1,068億円と試算されています。また、インフラ施設（一般会計分）でも毎年235

億円が必要とされています。 

2015年に大阪市公共施設マネジメント基本方針が定められて以降、中期的な財政収支見込では

一定の額を見込んでおり、近年の予算ベースでは試算値を充足しているものの、今後も公共施設

の維持管理・更新費は、高い水準で推移することが見込まれています。 

一例として、水道管や取・浄・配水場といった水道施設の更新や耐震整備において、平成30年度

から令和９年度までの10年間で必要となる事業費は約2,600億円と試算されています。 

なお、40年の法定耐用年数を超えた水道管は、令和６年度末現在で52.6％です。 

老朽化した市設建築物・インフラ施設も、ひとたび想定外の災害に遭遇すると「時限爆弾」と

なって都市生活を脅かしかねません。安全なはずの避難所が被災して機能しないことすらあり得

ます。2045年までに20万人以上の人口が減少する時代を迎えて、老朽化した市設建築物・インフラ

施設の問題は避けて通れない重たいテーマです。 

・市民ニーズや施設総量を見極めた優先順位を決め、複合化・多機能化による再編計画を適切

に進めること。 

・民間活力の導入で持続可能な保全管理を進めること。 

・南海トラフ巨大地震等の大規模地震に備えた耐震、耐水対策を着実に進めること。 

＜４＞都市内分権を進めるための審議会の設置 

公募区長の導入とともに区役所が変わり始めたと市民は実感しています。区シティ・マネー

ジャーとして一定の権限を持ち、区内の課題に向き合う区長が生まれてきました。 

しかしながら、人口・産業の集中の結果、区相互間の人口比率で格差が生じ、人口・面積の大き

な区では行政サービス水準の低下、各種施設利用の不便及び区役所の業務負担等の過重等が発生

する一方で、人口・面積の小さな区では、一定の対象人口が必要な社会教育施設、社会福祉施設な

ど行政サービスの提供に困難が生じ、区内諸団体の組織運営に支障が生じるなど、各区の間で行

政サービスの不均衡が顕著になってきたため、その解消を図る必要があります。 

・合理性や歴史性（区名も含め）を踏まえた議論のベースとなる考え方を取りまとめるため学

識者や地域代表などからなる審議会を設置すること。 

・さらなる、区の権限強化や予算拡充、住民自治の拡充を目指して、合区や地方自治法改正で設
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置が可能となった総合区の設置も含め基礎自治機能の充実についての検討を進めること。 

・住民自治の拡充を目指すのであれば、統治する側からのトップダウン型の改革ではなく、そ

のプロセスにも住民が参画し、幅広く議論を行いながら進めていくボトムアップ型の改革と

して進めること。 

・「合区」「総合区」については、その議論のプロセスにも幅広く住民の参画を進めること。 

・地方自治法による地域協議会の仕組みの活用などすぐできる取組からモデル的に進めていく 

こと。 

 

〇要望項目 

１．大都市における住民自治の拡充 

（１）区役所と局の役割分担 

・「ニア・イズ・ベターの徹底に向けた区・局の連携推進方針」に基づき市民に身近な行政機関

として行政課題の発見に強みを持つ区役所と、専門的な知識・経験を持つ行政機関として行

政課題の解決策の立案に強みを持つ局が、それぞれの強みを踏まえた役割分担のもとで行政

運営を図っていくこと。 

（２）区政会議 

・区民の声を区の将来ビジョンや運営方針に反映し、各区・各地域の実情や特性に即した施策・

事業を実施するために、現在の区政会議の進め方の改善、権限強化を図ること。 

・権限強化の手法のひとつとして地域協議会の仕組みの活用など検討すること。 

（３）地域活動協議会 

①事務局 

・地域振興会をはじめとする各種地域団体や企業、ＮＰＯ等、多様な主体が参画し、地域におけ

るさまざまな地域課題に取り組み、市民による自律的な地域運営が図れるよう、地域活動協

議会の事務局体制の確立に向けて中間支援組織を活用すること。 

②活動拠点 

・地域集会施設の改修・建替えについて積極的に行うこと。 

③スーパーコミュニティ法人 

・雇用などが代表者の私的契約になり、多額の金銭の扱いが個人責任になる一方、ＮＰＯ法人

などは地縁の自主組織となじまないなど、協議会型自治組織が抱える全国でも共通の課題が

ある。こうした課題解決に向けて、国への働きかけが行われている「スーパーコミュニティ法

人」について、大阪市としても調査研究を行いその実現を目指すこと。 

④地域活動への支援のあり方 

・地域コミュニティを維持していくためには、地域活動協議会の声を日常的に聞き、抱える課

題の収集や取組の検証を行い、必要に応じて改善を図ること。 

⑤補助金 

・地域が活性化するためには、町会と地域活動協議会のそれぞれの活動が充実することが不可

欠であると考えている。町会では町会費を基に独自の活動を充実させることで町会の加入率

向上につながる。そのために、地域活動協議会の活動の負担にならない会計や補助金の仕組

みを改善し、地域活動協議会が活動を維持するために必要な補助金を充足すること。 

・地域活動協議会補助金については、地域の実情をしっかり踏まえたマネジメントを区長が行

い、地域が必要とする補助を行い予算編成に反映させること。 

・区長会議として、市全体の課題として認識し、各区の地域活動の底上げにつながる取組を進

めること。 

⑥地域振興町会の加入促進 

・現在、町会の加入率の低下傾向が続き、地域活動の担い手の確保がますます困難になり、いざ
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というときに共助の機能を果たせなくなるため、加入促進の取組を進めること。 

・加入率の低い区と高い区の施策内容を精査して区長会議などに諮り、加入率の高い区の事例

を参考に区の情勢を十二分に分析し、減少の歯止めをかけるよう取り組むこと。 

・大阪市町会加入促進戦略、各区の町会加入促進アクションプランを着実に実行すること。 

・町会活動のDX化（電子回覧板・災害時の情報発信や安否確認等）を支援すること。 

・若年層や子育て世帯が参加しやすい仕組みを検討すること。 

・東京都新宿区のような町会加入を支援する条例制定を検討すること。 

⑦地域ボランティア活動者支援 

・子ども見守り隊などの地域ボランティア活動者に空冷ジャンパーを貸与すること。 

（４）施策の縦割りをつなぐ総合的な中長期ビジョンの策定 

・それぞれの課題分野、施策ごとの中長期的な計画、取組をつなぐために基礎自治体としての

中長期的なビジョンである「大阪市未来都市創生総合戦略」に基づきアクションプランを着

実に実行すること。 

・総合計画はその内容もさることながら策定プロセスが大変重要であった。行政、有識者、議

員、市民公募委員などから構成される会議体を立ち上げ、計画によって影響を受ける当事者

を招いての公聴会や市民へのアンケート調査など行いながら策定されてきた。各局の計画策

定においては、その策定プロセスに住民参画、市民参画の仕組みをつくること。また、それぞ

れの計画策定において住民参画、市民参画が担保されているかを確認できる仕組みをつくる

こと。 

・区レベルにおいては施策の縦割りをつなぐ区の将来ビジョンを区民の声を反映し策定するこ

と。 

・市民や地域をめぐる課題に対して、市民に寄り添い、その解決に向け、各部局が一体となって

取り組むような組織づくりを様々な観点から進めること。 

・現在の区シティ・マネージャー制で都市内分権がどれぐらい進み、どういった課題があるの

か、検証すること。 

（５）「市民がつくるおおさか条例（案）」づくり 

・「みんなのことを、みんなで決めてやっていく」市民自治と地域自治を推進するためのルール

を書き込んだ「市民がつくるおおさか条例」づくりを進めること。 

・行政、企業、ＮＰＯ・団体、大阪市に住む人、働く人も身近な区政に参加し、対等な関係で協

働しながら、地域の課題解決に取り組む持続可能な市民自治の仕組みを市民参加でつくりあ

げていくこと。 

（６）市民ニーズへの対応 

・市民の皆さんから直接の声をお聴きして対応する「市民の声」について、市民にとっては、最

後の駆け込み寺的な役割もあることから、引き続き、市民に寄り添いながら丁寧な対応に取

り組むこと。 

・普及したマイナンバーカードについて利便性についても丁寧に説明し、高齢者の皆さんが持っ

ているのに使えないという状況を解消するための利活用促進事業に取り組むこと。 

（７）投票管理者や立会人の報酬金額の見直し 

・投票管理者や選挙の公平性を担保するための投票立会人について、職責に見合う報酬金額と

すること。 

（８）特別市設置について 

・都市部における道府県と市との権限又は事務の重複が指摘されており、その是正が喫緊の課

題となっている。少子高齢化の進展、人口減少その他の社会経済情勢の変化に対応するため、

道府県及び市町村の行政運営に人員、財源等の資源を適切に充てる必要があること等の事情

に鑑み、地域の実情に応じた大都市制度を整備することが重要となっていることを踏まえて、
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特別市の設置に関わる制度の整備について検討すること。 

 

２．高齢者、障がい者、子どもなどの支援策の充実 

（１）住民自治型の地域福祉の推進 

①地域福祉ビジョンの策定と区の運営方針に基づいたＰＤＣＡの徹底 

・様々な課題解決のためその課題別に対応した福祉施策、事業が縦割りに実施されているが、

対象となる住民は同じであり、複雑・多様化、深刻化する課題に対応するには、連絡・調整を

行いながら、地域の中で施策の総合化を図る必要がある。そのために地域福祉ビジョンを策

定し、運営方針で実施のＰＤＣＡをしっかりと行うこと。 

・関連施策を単に実施するだけなく、住民、専門職、関係機関、団体が参画し、協働できる協議

会やテーブルを定期的に調整し、参画者が主体的に課題解決に取り組む住民自治型の地域福

祉を推進すること。 

・役所に担当窓口がない地域課題については、行政と医療・福祉関係者、地域関係者からなるプ

ロジェクトチームを設置し、その解決を図ること。 

②総合相談窓口のワンストップ化の徹底 

・複雑・多様化、深刻化する課題に対応するために、専門分野ごとにたくさんの相談窓口がある

が、自分が必要とする窓口にたどりつけない市民がいる。最初に受け付けた相談窓口は、ただ

単に紹介するだけでなく、適切な窓口につないでいくワンストップ化の徹底を行うこと。 

・様々な福祉サービスの利用を必要とする人がスムーズに施設やサービスの利用調整を行える

よう、施設の空き状況をリアルタイムに把握することのできる仕組みの構築に向けた検討を

進めること。 

③地域包括ケアの深化・地域共生社会の実現 

・高齢者、障がい者、子どもなど全ての人々が、一人ひとりの暮らしと生きがいをともに創り、

高め合う社会「地域共生社会」の実現のため、対象者ごとの福祉サービスを「縦割り」から

「まるごと」へと転換すること。 

・「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する包括的な支援体制

整備を着実に進めること。 

（２）地域福祉計画・包括的な支援体制整備 

・地域を基盤としたソーシャルワーク、個別支援と地域づくりを総合的、包括的に行う際は、担

当部署だけで取り組むのではなく、チームで取り組む体制の構築をすること。 

・現在の区の地域福祉のシステムがどこまで到達しているのか、何が課題なのかの評価、どの

ようにしてこの多機関協働を進めるのか、検討するための協議の場、そして、それを実行する

ための区の地域福祉計画を策定すること。 

・地域福祉計画の策定にあたっては、住民参加、参画という視点に真摯に向き合うこと。また、

大阪市全体で評価を行うなど、各区の計画の格差をなくすような取組を行うこと。 

・区役所内にこの体制の整備や協議をする場をつくること。 

・局は専門的な立場で区の包括的な支援体制整備の取組支援をさらに進めること。 

・縦割りに実施される多様な事業とその担当職員、コーディネーターが地域福祉のシステムの

中でどのような位置づけ、関係になっているのかを見える化すること。 

・会議や相談機関はたくさんあるが、現場の声が届きにくい。専門職や住民の皆さんが現場で

取り組む中で見えてきた課題について、現在ある多様な事業や、協議体や仕組みを使って、す

ぐには解決につながらなくても、一緒に継続的に考えていく取組を意識して行うこと。 

・区の施策を検討する協議体や会議体のメンバーが固定化している課題がある。様々な協議体

や会議体への新しい参画者への調整や新しい部会の設置などについて、現状の区の活動実態

に応じた見直しを行うこと。 
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・国が示す法定会議の趣旨どおり、ニーズを抱える人を早期にチームで把握し、支援方針や役

割分担を検討する場として機能させること。 

・法定会議の課題について区だけに責任を押し付けるのでなく、局もなぜうまくいかないのか、

どうしたら解決できるのか専門的な支援を行うこと。 

（３）専門性が高い事業の公募のあり方 

・複雑・多様化、深刻化が懸念される福祉課題の解決に向けては、専門性の担保と継続的な支援

体制の構築が不可欠であり、そのためには、サービスの担い手側の視点に立って、行政として

の委託のあり方について改善が必要である。委託側の都合だけではなく、受託側の状況につ

いても検証を行い、長期継続契約による複数年契約の採用や一部直営で行うこと。 

（４）地域包括ケアシステムの構築と深化・推進 

・各区における地域包括ケアシステムの深化・推進を図るために、地域包括支援センターが連

携している地域の関係機関や区民からの意見が届くように地域包括支援センターの評価の仕

組みの改善や各区地域包括支援センター運営協議会の運営方法の改善に取り組むこと。評価

の仕組みの改善にあたっては、高齢者を支援する地区医師会や歯科医師会、薬剤師会、介護支

援専門員連絡会、訪問介護連絡会などが評価できる仕組みとして評価シートの作成などの活

用を行うこと。 

・地域包括支援センターは、高齢者が地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、

主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携など、地域において多職種相互の協働等

により連携するとともに、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的マネジメント

を実現するため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支

援等の行う役割をしっかり果たすこと。 

・全ての高齢者が地域で暮らし続けるために、空家や空き店舗なども活用し、より身近な地域

での高齢者の交流の場の充実を図ること。 

・行政区によって実施主体も内容もバラバラの介護予防ポイント事業について地域活動協議会

やＮＰＯ等が参入しやすい持続可能で利用しやすい制度設計を行うこと。 

・身近な地域に介護保険によらない通いの場を創出し、介護予防・フレイル予防の取組を直ち

に強化すること。 

・大阪市の要支援要介護認定については30日以内にその結果を示せるよう、認定申請者の増大

を想定した事務受諾法人の選定、人員配置の見直しなどの対策を講じること。 

・人員が不足している主任ケアマネジャーの資格更新にあたり、既に実施している研修を更新

研修のための法定外研修と位置づける工夫をすること。 

・介護現場で起こっている虐待や不正について的確に対応するには、通報が非常に重要である。

通報者に対しては傾聴し、これまで以上にできる限り懇切丁寧な対応を心がけること。また、

寄せられた情報がしっかりと事業者が提供するサービスの質の向上につながるよう、適切に

対応すること。 

（５）地域包括ケアシステム推進、地域福祉推進のための条例（案）の検討 

福祉サービスの重点が施設から在宅に変わった分、サービス総量は増えましたが、個々のサービ

スに差が生じており粗雑なケアも目立ちます。また、生活課題が複雑・多様化し、複合化しており、

ますます生活の現場に最も近い地域に移行し「地域で個人をどう支えるか」、また、そのための「仕

組みづくりや地域づくり」が問われています。 

・行政、市民、医療・介護・福祉専門職の役割を明らかにし、協働しながら地域づくりにつなげ

るための条例（案）を検討すること。 

（６）介護保険料の負担軽減 

・地方特性を勘案した負担割合についての配慮を国へ強く要望すること。 

・市独自の対策として一般財源の投入など負担軽減策について検討をすること。 
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・低所得者の保険料負担を実質的に軽減するための対策を講じること。 

・要介護度やＡＤＬの改善に寄与した事業者に対しインセンティブの提供を検討すること。 

・介護保険を利用していない市民に対しインセンティブの提供を検討すること。 

（７）国民健康保険料の負担軽減 

・医療保険制度の一本化など国民健康保険制度の構造的な問題の解決に向けた抜本的改革を国

に要望すること。 

・地方単独医療費助成制度の実施に伴う国庫負担金の減額調整措置の廃止を国に要望すること。 

（８）生活困窮者自立支援制度 

・各種支援制度の連携を図り、専門的な相談機関とも協働して寄り添い型支援を行うこと。 

・若年者をはじめ、ひきこもりの方、障がい者、ひとり親家庭、高齢者など「就労に向けた支援

が必要な人」に対して、地域企業と連携した「働きながら学ぶ」訓練付き就労（同制度の就労

準備支援事業や就労訓練事業の推進など）の機会を目標を決めて強化すること。 

・前掲「＜１＞子ども応援・すべての親子が安心して暮らせるまちへ」、キャリア形成支援の機

会が乏しかった女性、あるいは後掲３．（10）ひきこもり・ニート支援にかかわるキャリアの

スタートがきれていない若者、セカンドキャリアを探すシニアにとって、めざす仕事や働き

方を体験・訓練しながらキャリアを見通す支援を強化するため同制度の活用を進めること。 

・多様な働き方を可能とする場の開拓と就労に向けた支援のために、区内の事業所から協力を

得られるよう、インセンティブの導入などの仕組みづくりを進めること。 

・生活保護に至る前の第２のセーフティネットとして、本市の実情に応じた実効性のあるもの

となるよう、必要な財源の措置について国に要望すること。 

・地方自治法施行令第167条の２第１項第３号の規定に基づき、公共調達する「役所の仕事」を

訓練や支援の場として活用するように、随意契約が可能な認定就労訓練事業所を拡充するな

ど、優先調達を活用した就労支援を推進すること。 

・仕事、住まいを失った人への相談体制の充実・強化をすること。 

・包括的な支援により自殺防止対策に取り組むこと。 

   ・「ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」に定める「安定した住居における個別支援 

の実施」、「若年層・新規層への積極的な働きかけ」、「就労支援の充実」に積極的に取り 

組み、ホームレス自立支援を推進すること。 

（９）難病者支援 

・各種難病に対する原因の解明、治療方法の確立について国に要望するとともに、患者とその

家族に対し、日常生活上生じる様々な問題の軽減を図るための諸施策を実施すること。 

（10）依存症対策 

・ギャンブル、アルコール、薬物、買物、ゲーム等の依存症により生活に困難を抱える当事者と

その家族に対して適切な支援をすること。 

・特にギャンブル依存については2030年の大阪ＩＲ開業を待つのではなく、既に猛威を振るっ

ているオンラインカジノへの対応など、主体的かつ先進的に対策を講じておくことが大切で、

まずは早急に実態調査（特に若年層）をして現状把握すること。 

・既に困難を抱えている依存症患者への支援と並行して予防啓発（特に若年層）策を講じるこ

と。 

・ギャンブル等依存症の当事者や家族の方の支援にあたって、支援団体や自助グループ等は重要

な役割を果たしており、行政と支援団体・自助グループ等との緊密な連携を図りながら普及

啓発や相談支援、治療体制の確保、回復支援など、複合的な観点からギャンブル等依存症対策

を進めること。 
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（11）公営住宅福祉 

・住宅困窮度が非常に高く、生活に配慮を要する方々が多く生活する公営住宅では、滞納等の

情報を市民のＳＯＳのサインとしても受け止めるなど、地域包括支援センターや社会福祉法

人、ＮＰＯ、居住支援法人など、身近な地域で活動する団体等と連携した生活再建の視点を踏

まえた居住支援サービスの提供などに取り組むこと。 

・入居者が高齢化した公営住宅の共用部の管理や草刈りなどを、住民の自治・互助任せにする

のではなく、自治会支援など具体的な支援策を講じること。 

（12）住宅確保要配慮者支援 

・市民に身近な区レベルで実効性のある居住支援の仕組みづくりを大阪市住宅セーフティネッ

ト連絡会議で検討すること。 

・居住支援法人の情報交換の場づくり支援を行うこと。 

・居住支援協議会について大阪市としてどうあるべきかの検討をすること。 

・現場で支援に取り組んでいる居住支援法人や、住宅確保要配慮者の研究をしている学識経験

者へのヒアリングを行うこと。 

・関係局の連携のもと居住支援にかかる情報共有や実態把握を進め、住宅確保要配慮者を取り

巻く様々な課題整理に取り組むこと。 

（13）ヤングケアラー 

家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者は「ヤング 

ケアラー」と呼ばれています。15～29歳以下で家族の介護や世話をしている若者は全国で約21万人

（平成29年就業構造基本調査より）。埼玉県は「ケアラー支援条例」を制定し、「ヤングケアラー」

を支援する人材を育成するなど具体的な施策を進めるとしています。 

・実態調査の結果に基づき、具体的な支援策の検討をすること。 

・ヤングケアラ－の負担等に配慮した家族介護支援の取組を促進すること。 

（14）交通バリアフリー基本構想 

・区の権限になっているため計画調整局の責任が曖昧になり15年もそのままになっていた交通

バリアフリー基本構想の変更について、計画調整局と区と連携しながら、学識経験者、高齢の

方や障がいのある方、交通事業者等の参画のもと着実に進めること。 

（15）大阪市民病院機構 

・大阪市民病院機構に係る府市の独立行政法人の統合に関する検討については、府市及び両機

構が連携を図りながら、諸課題の抽出・精査を行い、しっかりとその課題解消の方針も議論す

るなど、丁寧な取扱いをすること。 

・その結果、課題が解決されないのであれば、場合によっては立ち止まるということも選択と

すること。 

・検討にあたり、市民へのサービス低下や医療職の離職につながることがないよう留意するこ

と。 

（16）高齢者等終身サポートについて 

高齢化の進展や核家族化等に伴い、高齢者の単独世帯が増加してきています。 

近年、高齢者等に対して身元保証や死後事務、日常生活支援等を行うサービスが増加しており、 

今後、その需要の更なる増加が見込まれます。 

一方で、これらは将来にわたる身元保証等サービスであることや死後事務サービスを含むもので 

あり、契約が長期にわたること、サービス提供に先行して一部費用が前払いされるなどのため契約

内容の適正な履行を確認しにくいこと、判断能力の低下が懸念される高齢者を主な対象としている

ため、契約者の意思能力の有無等をめぐって事後的に争いが生じる可能性があること等の課題があ

ります。 
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①緊急連絡先等について 

・あらかじめ本人が希望する場合のみ行政で、本人の緊急連絡先や親族、本籍地、かかりつけ医 

臓器提供に関する意思に関する情報などを預かって保管し、警察や消防、病院などから問い合 

わせがあった場合に本人に代わって答える仕組みを構築すること。 

②特殊清掃の手配について 

・孤独死で発見が遅れた場合の特殊清掃について、近隣住民の衛生面への配慮から、一定期間 

以内に対応されない場合は、行政が代わりに特殊清掃を手配できる仕組みを構築するよう検 

討すること。 

（17）保健師業務のＤＸ推進について 

・区役所などで働く保健師について、年々、業務が増加・多様化していることなどを鑑み、記録 

や各種報告書の作成などをシステム化し、効率化とデータの活用を図り、市民サービスの向 

上を目指すため、タブレットの有効活用を引き続き検討するとともに、関係局・区役所が連携 

してＤＸを推進すること。 

（18）外国生まれの若年者に対する結核対策について 

・大阪市の結核罹患率は17.4と、全国の8.1に比べるとかなり高い数字となっている。令和６年

の新規登録結核患者のうち外国出生者の割合は19.3％と増加しており、その中でも20歳代で

は、新規登録結核患者66人のうち外国出生者は55人と83.3％を占めている。日本に入国して

きた若い世代への対策としては、技能実習生などに対する労働安全衛生法に基づく雇入れ時

健診や年１回の定期健診の際の胸部エックス線検査、留学生に対しては感染症法に基づき入

学した年度に定期健診があるが、日本語学校（専修学校、各種学校を除く）には法的な義務が

ないため、引き続き結核検診車による健診を実施すること。また、入国前結核スクリーニン

グをフィリピン・ネパール・ベトナムの３か国に適用しているのが現状であり、さらなる対

策を検討・実施すること。 

 

３．次世代を担う子ども施策の充実 

（１）すべての子どもの安心と希望の実現（子どもの貧困対策） 

・ひとり親家庭の相談窓口に、子育て・生活に関する内容から就業に関する内容まで、ワンス

トップで相談に応じることができる体制を整備し、必要に応じて他の支援機関につなげるこ

とにより、総合的・包括的な支援を行う体制を充実させること。 

・生活習慣の習得・学習支援や食事の提供等を行う子どもの居場所への支援を行うこと。 

・子どもの発達・成長段階に応じて切れ目なく教育と福祉を「つなぎ」、関係行政機関、地域の

企業、ＮＰＯ、自治会などを「つなぐ」地域ネットワークの形成をすること。 

・性、生教育は、命の誕生や自己肯定感の向上、自分を大切にする、自分を守るという観点か

ら、これからも一層取り組むこと。また、国とも議論を進めること。 

・福祉と教育がチームとしてつながり、課題に対応できるようスクールソーシャルワーカーの

活用を十分に図り、教育と福祉の連携を進めること。また、区の子育て支援室等との連携がス

ムーズに進むよう、区でのコーディネート機能を充実させること。 

・全小中学校に常勤のスクールソーシャルワーカーを配置すること。 

（２）児童虐待防止 

・すべての子育て家庭に対する支援を図る観点から、こども相談センター、各区の子育て支援

室（家庭児童相談室）、男女共同参画センター子育て活動支援館、保育所における児童相談機

能と相談体制の強化を図るとともに、きめ細かく相談窓口の周知・広報を行うこと。 

・こども相談センターを中心とした関係機関の機能の充実や虐待防止地域ネットワークの充実

を図るとともに、虐待通報から48時間以内の安全確認など即応できる体制を強化すること。 

・全国における児童虐待による心中以外の死亡事例のうち、０歳児の割合が68.8％となってい
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るなかで、虐待の未然防止や早期発見、保護者の孤立予防のためにも、１歳未満の子ども家庭

に紙おむつの無償配布など、定期的に配達員・相談員などがアプローチできる支援策を講じ

ること。 

（３）産前産後ケアの充実 

①産前産後ケア 

・なぜ産後ケアが必要となっているのかその背景を明らかにすること。 

・産前産後の切れ目ない母親への心身のケアや育児サポートの体制を引き続き充実させ、ひい

ては虐待リスク低減等の役割を果たせるよう努めること。 

・産後ケア事業の周知を積極的に行い、真に必要な人に情報が届くように利用支援を行う 

こと。 

②専門職としての助産師の配置の検討 

・妊娠前から、妊娠期、そして出産（保健師は取り上げることはできない）、産後、と継続して

関わる助産師がいる。産後の不安の原因でもあるおっぱい相談も助産師の範疇である。 

「母子」に特化した専門職として助産師職を母子支援に活かす取り組みの検討をすること。 

・コロナ禍においては、保健師が母子支援までは手が回らなかった課題がある。今後も起こり

得ることも踏まえた対策を検討すること。 

・保健師の業務は多岐にわたりすぎているため、子育て支援の充実のためにも、保健師と連携

しながら、妊娠から産後までは、妊娠、出産、母乳育児に関しての専門職である助産師の活用

と更なる連携について取組を進めること。 

（４）里親制度の充実 

・「チーム養育」では、里親と支援者の信頼関係の構築など、人と人との繋がりを大切にした

コーディネートが必要である。子どもや里親に寄り添い、対話をしながら一緒にひとつひと

つ課題解決に向ける里親等養育の包括的な支援体制を充実させること。 

・保育所利用を必要とする里親子が保育所入所を確実に行え、子育て世帯全般への支援メニュー

等の必要な情報が里親子に確実に届くよう支援すること。 

・児童相談所の本来業務であるフォスタリング業務の最終責任機関として、こども相談センター

の体制を強化し、里親支援センターとしっかりと手を携えて今後計画で定めている目標とす

る委託率に届くように、特に愛着形成に大事な時期である３歳未満児の委託率が上がるよう

取り組むこと。 

（５）就学前児童の健全育成 

①弾力的な保育環境の整備 

・保育所居室の面積基準緩和及び１歳児の保育士等配置基準を早期に復元するとともに、多様

な保育需要に応えるため、保育所の適正配置、施設の拡充整備に努めること。 

②公立保育所・幼稚園の民営化計画の撤回と存続 

・公立保育所・幼稚園は、就学前児童の健全育成のセーフティネットとして重要な役割を果た

しており、原則民営化の計画を撤回すること。 

・公立保育所で進められてきた再編整備計画については、保育の質を維持・向上させることを

基本に、市民・保護者の理解を得て公私間の調整を図ること。 

③待機児童対策等 

・民間保育所の新築や既存施設の増築または分園整備、あるいは保育事業の充実などとともに

保育士確保の推進等により総合的に待機児童ゼロの維持に努めること。 

・幼稚園等についても保育者人材確保の助成について検討するよう努めること。 

・民間保育所の建替え支援のため、仮設園舎の用地として市未利用地をはじめ、国有地、府有地  

などの行政が管理する未利用地を活用できるように支援すること。 
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④企業主導型保育事業所 

・大阪市内に設置された企業主導型保育事業所238園（2025年９月30日現在）の空き定員を有効

に活用し、待機児童ゼロの維持に努めること。 

⑤認可外保育施設 

・届出済みで確認申請を行った認可外保育施設が保育無償化の対象となったように、一定の水

準を満たすと認められる認可外保育施設については、大阪市内の認可保育施設の保育士確保

等を支援する各種事業・施策の対象に含めることを検討すること。 

・企業主導型保育事業所を含め、増加している認可外保育施設の管理監督等にあたっては、必

要な財源措置について国に要望すること。 

⑥幼児公教育の充実（３歳児保育の拡充） 

   ・市立幼稚園の機能を段階的に認定こども園へと拡張し、３歳児の受入枠を計画的に増やすこ 

と。 

・保育士・教諭の加配及び施設整備補助を進めるとともに、教育内容と保育機能を一体化した幼 

児公教育のモデルを構築すること。 

・特に就労世帯向けには、延長保育や一時預かりの充実を重点化し、共働き家庭でも利用しやす 

い体制を整備すること。 

・教育の質を維持しつつ、多様な家庭のニーズに応じた柔軟な運営を推進することで、幼児教育 

の公的基盤を強化すること。 

（６）外国につながる子どもたちの健全育成 

①就学前教育 

・大阪市で保育施設を利用される外国人に向けて、制度概要等を説明する多言語動画のみなら 

ず、保育現場においても翻訳機器の活用など母語保障や適切な意思の疎通に配慮した環境整 

備に努めること。 

・保育士と同等の能力を有すると判断される外国の保育・教育資格や学歴等を有する人材を、保 

育支援員等として保育現場で活用できる取組を進めること。 

②外国につながる児童生徒の受入れ・共生のための教育の充実 

・きめ細かな日本語指導充実のための取組を拡充させること。 

・言語支援のみならず、母語・母文化の保障、多文化共生教育の推進などを目指した、ともに 

生きる取組にしていくこと。 

（７）障がい児への就学支援 

①障がい児就学 

・就学にあたっては、本人、保護者の意向を尊重すること。 

・学校施設の整備改善を図り、すべての障がい児の教育を保障すること。 

・就労に向けた進路指導を充実すること。 

・障がい児の学校生活を保障するため、介助等の支援に当たる人的配置の充実を図ること。 

・障がい児の通学の付添いへのサポートのために、登録型の付添いサポーター事業を実施し、教

育を受ける権利を保障すること。 

②発達障がい児支援 

・ＬＤ、ＡＤＨＤ等の発達障がいのある児童生徒に適切な指導・支援を行うため、教員等に指導

内容や方法に関する助言を行う巡回相談の回数を増やす等の拡充を図ること。 

（８）学校の施設整備と人材育成 

①教育環境の改善整備 

・老朽鉄筋校舎を改築し、プール、体育館、特別教室の整備充実（特に大規模校の特別教室の複

数化）や給水設備の直結給水化を推進するなど、教育環境の向上に努めること。 
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②学校図書館の充実 

・すべての学力の基礎となる読解力・記述力を培うため、全校一斉の読書活動など言語力育成

の取組を進めるとともに、学校図書館法に基づき、学校図書館の活性化のため、学校司書の充

実を図ること。 

・引き続き地域住民による読書支援活動ボランティアの育成並びに全小中学校及び義務教育学

校への配置を推進すること。 

・全小中学校及び義務教育学校において「学校図書館図書標準」を達成するなど、蔵書の充実を

図ること。 

・学校図書館と市立図書館との一層の連携を図ること。 

③子どもの読書活動の推進 

・児童生徒１人当たりの貸出冊数を、現状の小学校33冊、中学校３冊から今後、全国平均（令和

元年度末時点：小49冊、中９冊）を目指すこと。 

・地域住民ボランティアの参加による小学校の土日の学校図書館開放について検討すること。 

・子どもの読書活動の推進には、地道に取り組むしかないが、第４次までの計画については、市

民の皆さんや関係機関に充分に知られていない。市民の皆さんや関係機関に広げるために、

取組をつくるプロセスに現場の保育士さんや市民の皆さんが参画する機会をつくること。 

・各区にある「子どもの読書活動推進連絡会」を有効に活用し、計画の観点である『人と本、人

と人をつなぐ場の拡大』、『子どもの読書活動に関する普及・啓発』の取組を進めること。 

④空調設備 

・特別教室に空調を設置すること。 

・すべての小学校体育館に空調を設置すること。 

⑤指導が不適切である教員対象のステップアップ研修 

・教育委員会においては、研修生一人一人の状況を十分踏まえた上で、研修生が前向きに研修

に取り組むことできるようサポートすること。 

・信頼関係がない人間関係が固定化してしまうと、研修生が孤立する。研修生本人が安心して

研修が受けられるよう、何か悩みがあったときに第三者に相談ができるような仕組みを検討

すること。 

⑥全小中学校へのスクールソーシャルワーカーの配置 

・全小中学校に常勤のスクールソーシャルワーカーを配置し、自ら声をあげることのできない

子ども達も含め、子どもたちに寄り添った支援ができるよう、区役所をはじめ関係部局とも

連携しながら広く取り組むこと。 

⑦学校給食 

・学校給食費無償化を継続すること。 

・学校給食調理業務に関して、適正な履行を確保し、安全・安心で質の高い給食の提供が継続で

きるよう、業者を決定するにあたっては一般競争入札による価格競争のみならず、プロポー

ザル方式など、よりよい調達の実現に向けた取組を継続すること。 

⑧教員・保育士の負担軽減と処遇改善 

・教育・保育の質を支える人材の確保が急務であるため、業務のＤＸ化（事務補助システム導

入、ＡＩ支援）を推進し、教材準備や書類業務の時間削減を図ること。 

・給与水準を維持・改善し、勤続年数に応じた専門職手当を新設すること。 

・メンタルヘルス支援体制を強化すること。 

⑨入学準備支援 

・小学校のランドセル購入補助を行うこと。 

・中学校の制服費用の全額補助を行うこと。 
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（９）学校配置の適正化の推進事業 

①学校再編 

・学校再編整備計画が策定・公表されている地域については、再編整備で何ができるのかなど

具体的に示しながら、地域住民の皆さんからの発意を十分にくみ取って取り組みを進めてい

くこと。 

②学校跡地活用 

・地域活動の拠点になっている学校の跡地活用については、地域にとっては、大変重要な話で

ある。活用していくにあたり、地域住民の皆さんが主体になって関わることが重要であり、学

校跡地活用の検討プロセスに地域住民の皆さんが参加・参画できる取組を進めること。 

・跡地活用は、今後の地域のまちづくりを大きく左右していくものである。単に価格重視にな

らないような工夫をすること。 

・活用にあたり関係部署がまたがるため、課題の整理や連絡調整するために関係所属のサポー

トを得ながら取組を進めること。 

③学校再編による新たな通学路の安全対策について 

・子どもたちが新たな通学路を通うための安全対策は大変重要であり、保護者の声をしっかり

と聴き、不安を生じさせない安全対策を行うこと。 

（10）ひきこもり・ニート支援 

・社会的自立に課題を抱えた青少年に対する支援の充実を図ること。 

・不登校、ひきこもりなどコミュニケーションに課題を持つ青少年の居場所として、14カ所の

通所場所を削減するのではなく、社会と関わる力を育てる場所として、内容等の充実・整備を

図ること。 

・学校、こども相談センター、各区の子育て支援室など関係機関の連携で、中学校卒業後も途切

れることなく社会生活デビューへと導く寄り添い型の支援策を講じること。 

・不登校や中退などを経験した若者を含め、すべての若者が望む職業キャリア初期を順調に歩

めるよう、就職後の定着支援や予期せぬ転職や転社に対応した切れ目のない就労支援、キャ

リア支援に着手すること。 

（11）児童扶養手当 

・自立を妨げる要因になってしまう多額の返還金が生じないようにするため、児童扶養手当の

受給要件については、新規認定時や現況届受付の際などに、受給者によく説明を行うよう取

り組むこと。 

（12）幼児教育・保育の無償化 

・幼児教育・保育の無償化を拡充すること。 

（13）学校選択制 

・2014年度に導入された学校選択制は、2014年度＝小学校が5.1％・中学校が2.9%から、2025年

度＝小学校が13.6％・中学校が8.2％と通学区域外への就学は漸増している。そのような中、

低学力や荒れているといった噂や偏見により学校が忌避されるといった問題が生じており、

中には児童・生徒の流出が続いている学校も見られる。また、教育熱心な保護者の強い意向に

よって子ども自身が選択できないことや、そもそも通学可能な範囲に選択可能な学校がない

などの課題があることも指摘されている。実態を把握し改善に取り組むこと。 

（14）子ども見守り隊の編成 

・不審者の見極め、危険予知と犯罪の予防、トラブル時の最善の対応をするため、警察勤務で磨

いた巡回と職質スキルを有する警察ＯＢで編成する「わが町 子ども見守り隊」の設置を検討

すること。 

・現行の「子ども見守り隊」は、平成13年の大阪教育大学附属池田小学校、平成17年の寝屋川市

立中央小学校の事件から端を発している。この２つの事件を契機として「大阪市安全まちづ
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くり条例」が制定された。この問題は教育委員会事務局の問題だけでなく、この条例を所管し

た市民局とも連携し、区長会議で議論すること。 

（15）通学路安全プログラム 

・危険箇所については新たに発生するところもあるので、毎年安全点検を行い、何がどこまで

進んでいるのかを把握、進捗管理し、子どもも保護者も安心できる通学路の安全対策をしっ

かりと進めること。 

・ハード・ソフトの対策が完了できていない危険箇所に対する対策を合同で検討し、具体的な

方策を早急に講じること。 

・交通管理者である大阪府警察本部との調整が難航する信号機設置などの交通規制にかかる安

全対策について積極的に対応すること。 

（16）こども食堂の拡充と支援 

・学校園の利用を可能とするこども食堂の運営を検討すること。 

（17）子どもの見守り強化事業 

・食事の提供や学習支援等の支援活動を行っている民間団体に対して、当該民間団体が支援活

動を通じて実施する子ども等の状況把握や見守りに係る活動費等を補助する子どもの見守り

強化事業については、現場の声を継続的に聞き、課題の整理を図りながら、全市的な事業展開

を進めること。 

（18）子どもたちのスポーツ支援 

・スポーツを通じて、チームと地域、行政が一体となって、次世代を担う大阪の子どもたちが夢

を持ち未来に希望を持てるような大阪を目指すこと。 

・大阪市内で硬式野球ができる場所をもっと増やすこと。また、万博会場の跡地を活用するな

ど、整備の可能性を引き続き検討すること。 

（19）習い事・塾代助成事業 

・子育て世帯の経済的負担の軽減だけではなく、子どもたちの学力や学習意欲、個性や才能を

伸ばす機会の提供を目的としているが、事業開始から約10年が経過した今、一度立ち止まり、

本来の事業目的を見直すこと。 

（20）放課後児童クラブへの財政支援の拡充 

・少子化の進行や共働き世帯の増加により、放課後児童クラブの重要性は年々高まっている。

しかし大阪市では財政支援が充実しつつあるが、いまだ運営の不安定さや定員不足、支援員

の処遇改善の遅れが課題である。長時間開所や安全対策、人材確保、利用者負担の軽減を可

能とするさらなる財政支援を行うこと。 

 

４．空家対策の取組の推進 

（１）大阪市空家等対策計画の着実な実行 

①区役所を拠点とした取組 

・各区のアクションプランに基づき、区役所を拠点として、地域や専門家団体等と多様な連携

を図り、空家等対策に取り組むこと。また、それに応じた予算措置を行うこと。 

②特定空家等対策 

・安全・安心なまちづくりの観点から、周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、早急な対応が求めら

れている特定空家等対策について、所有者の特定に重点的に取り組み、自主的な改善につな

がらないときは、命令・代執行による是正措置を行うこと。 

③空家等の利活用 

・空家等の活用を促進し、地域の活性化やまちの魅力向上に繋げること。そのために、住民の急

速な高齢化や子どもの貧困問題などが大きな課題となる中、空家も活用しながら、子どもた

ち、高齢者等の居場所づくりを進めること。 
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・地域に貢献するのであれば空家を貸してもよいという所有者の方と、一定の「場所」を必要と

していてもなかなか適当な場所が見つからないという団体・ＮＰＯ等をつなげるマッチング

支援を行うこと。こうしたマッチングは民間だけで解決することは難しいため、中間支援組

織の支援など、公共が関与する仕組みを構築すること。 

・空き家対策における固定資産税情報等を活用し、空き家所有者を発掘する観点から、固定資

産税納税通知書等の送付時に大阪市が推進する空家利活用改修補助事業チラシを同封するな

ど、周知に努めること。 

・利活用にあたっては、立ち上げ経費としてのリノベーションの設計費や改修費補助など支援

施策を拡充するとともに、アーティストの拠点やものづくりの拠点なども含めたメニュー化

などさらに支援を拡充し利用しやすい施策にすること。 

・空家の利活用に向けた支援策の創設などについては、大正区や住之江区などで推進している

先進的な事業を拡充するなど、各区役所と関係局とが一層の連携を図りながら検討を進める

こと。その際、区長会議の部会も活用し検討すること。 

・空き家の調査、把握について研究を進め、空き家のオーナーを特定し、成功事例集や補助制度

の情報を空き家オーナーにダイレクトに伝えること。 

 

５．災害に強いまちづくり 

（１）災害に強いまちづくり 

①住宅等の耐震化、防災化 

・大規模な地震に備え、地下街、高層建築物、木造住宅、マンション、不特定多数が利用する大

規模な建築物等の耐震性・防災性向上を促進すること。 

・民間老朽住宅の建て替えを促進するための制度を推進するとともに、「地震時等に著しく危

険な密集市街地」を解消したエリアにおいても利用できる制度を充実させること。 

②大規模災害時に備えたインフラ設備の強化 

・下水道施設の最低限の機能確保や効率的に復旧を行うための行動計画の浸透や検証を継続し、

市民の安全・安心を支える下水道事業の持続性の確保に努めること。 

・令和３年５月に改正された下水道法を踏まえ、気候変動による降雨量の増加を考慮した新た

な浸水対策計画である「大阪市下水道浸水対策計画2025」に基づき対策を実施すること。 

・防潮堤等の耐震対策、埋立地の浸水対策等の推進に向け、国に対し継続的な財政支援や国直

轄事業による耐震対策の実施を求めるなど必要な財源を確保し、災害に強い港づくりをより

一層進めること。 

・災害時においても給水が速やかに確保できるよう、浄・配水場や給・配水管路等の水道施設の

耐震化を進めること。 

・南海トラフ巨大地震等の大規模地震に備えた耐震、耐水対策を着実に進めること。 

③防災行政無線 

・災害時に必要な情報がすべての市民に確実に伝達できるよう、様々な方法の検討を進め、情

報伝達手段の多様化に取り組むこと。また、様々な手段で配信していることが広く市民へ伝

わるよう、より効果的な周知方法に取り組むこと。 

④大規模災害部隊 

・あらゆる災害への備えを万全にするため、大規模災害に対応できる部隊の編成や運用につい

て検討を進めること。 

⑤大規模感染症に備えた保健所体制の強化 

・将来の大規模感染症に備え、保健所の職員を速やかに増強できるような体制の構築を進める

こと。 
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（２）効率的な減災対策 

①地域防災機能の強化 

・災害対策本部機能の運用充実を図り、同時に各区における自主防災組織の育成など、地域防

災機能の強化を図り、地区防災計画を住民参加で策定し、効率的な減災対策を合わせて進め

ること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

②福祉避難所 

・福祉避難所として協定を結んだ社会福祉施設への支援を行い、協定締結が遅れている状況を

早期に解消すること。 

③帰宅困難者対策 

・大規模地震時に発生する帰宅困難者対策として、一斉帰宅抑制の呼びかけや情報提供など、

民間企業・団体・地域等と行政がともに取り組む総合的な支援システムづくりを進めること。 

④災害時の要援護者支援 

・災害時の要援護者支援については、区の防災担当だけで進めるのではなく、地域保健福祉担

当、区社協、消防などと情報共有し、当事者団体、社会福祉施設、事業者などで構成されてい

る既にある地域福祉のネットワークと連携し、総合的な取組として進めること。 

・危機管理室が担当する災害時の避難行動要支援者の個別支援計画策定の取組と福祉局が担当

する地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業の取組をどうリンクさせていくか

両者でしっかりと連携協力を行い、各区役所における具体的な取組が円滑に行えるよう、役

割分担を整理して支援すること。 

・災害時避難所となる小中学校の体育館には、猛暑期や厳寒期においても災害弱者（高齢者等）

への二次災害防止のセーフティネットとして空調機等を設置すること。 

⑤平時からの要援護者支援 

・災害時の要援護者への支援体制整備には、要援護者情報の平時からの収集・共有が不可欠で

あり、通常の福祉サービス利用時に、災害時の個別避難計画を盛り込む「災害時ケアプラン」

策定を推進するために、報酬の上乗せなど必要な措置を講じること。 

⑥浸水想定区と避難受入区の連携 

・新たに設置したエリアワーキングで浸水想定区と避難受入区との連携した対策をこれまで以

上に進めていくこと。 

⑦備蓄品の配備 

・南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備えて、市民の意見をよく聞いて、財政調整基金も

活用し、備蓄物資の配備をしっかりと進めること。 

・災害避難所に指定されていない市役所本庁舎ではあるが、災害時に避難された方が本庁舎に

一定期間の滞在は想定されることから備蓄品を配備すること。 

 

６．交通・水道・下水道事業 

（１）交通政策 

①総合交通政策 

・少子高齢化を迎え、まちの形も変化する中、公共交通空白地、移動制約者の生活交通の確保、

交通のバリアフリーなど今後の公共交通のあり方を検討し、局、区を横断して総合的なまち

づくりの視点を持ち、施策を実施すること。 

・都市における地下鉄、バス、民鉄、タクシー、車、自転車など役割分担を明らかにし、都市交

通全体が最適となる「総合交通体系」のあるべき姿を示した「総合的な交通計画」を策定する

こと。 

・持続可能な地域公共交通に向けて、ＡＩを活用したオンデマンド交通の導入に向け、社会実

験を着実に推進すること。 



 

令和８年度 大阪市予算編成に関する要望 

 

92 

 

②地下鉄８号線の延伸 

・地下鉄８号線の延伸（今里～湯里六丁目間）が、国の次期答申に盛り込まれるよう取組を進め

ていくこと。そのために、大阪市鉄道ネットワーク審議会の提言を踏まえ、ＢＲＴによる需要

の喚起・創出、鉄道代替の可能性を検証するための社会実験を、市長のリーダーシップをもっ

て、沿線のまちづくりの視点も入れて総合的に進めていくこと。 

③Osaka Metro・大阪シティバス㈱の適切な監理 

以下の項目の推進のため、Osaka Metro及び大阪シティバス㈱を適切に監理すること。 

○地下鉄 

・市の行政施策とも連携しながら、市民・利用者への利益還元、社会的責任の遂行や社会一般へ

の貢献により一層努めること。 

・民営化のメリットを活かした、より一層の業務の効率化や地域と協働した魅力発信による利

用促進、駅ナカ事業の展開などに取り組み、さらなる経営基盤の強化に努めること。 

・浸水に対する安全対策の充実を図ること。 

・バリアフリー化の推進にあたっては、地域住民や利用者、障がい当事者の意見を十分踏まえ

ること。そのために、当事者が参画し協議できる場を定期的につくること。 

・障がい者、高齢者など誰もが安心して利用できるように、地下鉄・ニュートラムの駅における

２ルート目のエレベーター等の設置を図ること。 

・地下鉄駅につながる民間ビルのエレベーターの場所が、地上からは分かりにくい現状がある。

エレベーターの共通の表示の協力を求めていくこと。 

・地下鉄駅の改装を計画的に進め、乗客サービスの向上に努めること。 

・国際化に対応して、公共交通機関に外国語を併記した案内・表示を早急に充実させること。 

○バス 

・補助金を交付し維持している地域サービス系路線29路線については、地域にとって欠かせな

い移動手段であるため、地域の実態や要望を踏まえ、民営化から10年が経過した後も安定的

かつ継続的に運行を維持できるよう、最大限の努力をすること。 

・市バス事業を引き継いだ大阪シティバス㈱において、バス事業者としての運行管理や経営体

制の向上を図るなど、経営基盤の強化に取り組むこと。 

・運転手の確実な確保・養成を行っていくこと。 

・住民に影響が大きな移転（バスの営業所移転など）については、住民が不安を抱かないよう事

前に丁寧な説明を行うこと。 

（２）水道事業 

①経営形態 

・人口や水需要の減少により収入が減少する一方、老朽管の耐震化で支出が増加する状況の中、

公営のままできる改革を進めること。 

②広域連携・海外展開 

・水源から給水栓までのトータルシステムの事業運営で培った技術・ノウハウを活用して、広

域的な水道事業の基盤強化にさらに寄与していくこと。 

・世界の水問題の解決に貢献するため、官民連携による海外展開を推進すること。 

③漏水探査技術の活用 

・工水運営事業における漏水の検知実績と漏水検知精度向上の取組の状況を確認し、一定の実

績が積みあがった段階で、上水道への活用手法について検討すること。 

④管路更新 

・管路更新の工期の遅れが多い工事業者には何らかのペナルティを課すこと。 

・工期通りに出来ている工事業者は優遇されるというような入札制度を検討すること。 
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（３）下水道事業 

・下水道は市民の安全・安心を担う重要なインフラ事業であることを踏まえ、運営権制度導入

にかかる課題については、慎重に議論を進めること。 

 

７．文化、観光、経済振興 

（１）文化・観光 

①大阪市立美術館等の魅力向上の取組について 

・これまで美術館等に足を運んでいない方々や幅広い世代の方々に興味を持ってもらえるよう

なバラエティに富んだ取組をしていくこと。 

・美術等の振興にとどまらず、子どもの学習機会やにぎわいを創出すること。 

・施設で行われるイベントだけでなく、近隣のイベントと連動することで、にぎわいが広がり、

大阪の活性化に繋がるよう取り組むこと。 

・ユニークベニュ－をはじめとする多様な活用を推進するとともに、様々な趣向を凝らしたイ

ベントを開催することで大阪市立美術館等の認知度を高め、にぎわいづくりによるエリア活

性化を更に推進していくこと。 

・地方独立行政法人大阪市博物館機構が適正な施設運営を継続できるように財政支援を積極的

に行うこと。 

・個人が収蔵していた標本などを後世に残す博物館としての役割を果たすため、収蔵庫の新規

設置、拡張を行うこと。 

②アーツカウンシル 

・芸術文化の専門家で構成されるアーツカウンシルにより、府市文化事業の評価、企画、調査等

に取り組み、都市魅力の向上や社会のための文化・芸術の活用など大阪にふさわしい文化行

政を推進すること。 

③伝統芸能 

・文楽、能楽、歌舞伎等の伝統芸能の普及、振興、支援に取り組むこと。 

・伝統芸能をはじめ身近な地域の資源を活用した観光メニューづくりを行うなど、市民、ビジ

ターへの鑑賞の機会を提供する場の創出に努めること。 

④観光客誘致 

・次期「大阪都市魅力創造戦略」に基づき、欧米豪をはじめ幅広い国・地域からの誘客促進に向

け、来阪された観光客が十分楽しめる利便性の向上や受入環境の充実に努めるとともに、大

阪観光局の取組を支援すること。 

・KANSAI MaaSについて、乗換経路検索、お得な乗車券や観光スポットの入場券等が購入できる

電子チケットサービス、レジャー・宿泊施設・モデルコース等の観光情報の各サービスに加

え、飲食店がアプリ上で予約できるよう関西MaaS協議会に働きかけること。 

⑤万博閉幕後の大阪パビリオン 

・万博閉幕後の大阪パビリオンの活用について、子どもから大人まで日常的に楽しめ、末永く

親しまれる場所として残すこと。 

⑥大阪市音楽団 

・長年本市の文化振興の一端を担ってきた歴史ある大阪市音楽団に、大阪市として何らかの支

援を行うこと。 

⑦地域の伝統行事 

・大阪市全体で、地域の伝統行事をしっかりと支援すること。 

・地域の伝統や歴史文化を支援できるような条例制定を今後、検討すること。 

⑧こども本の森中之島 

・子どもたちが文学を中心とした多様な芸術文化に触れる機会を提供する施設である「こども



 

令和８年度 大阪市予算編成に関する要望 

 

94 

 

本の森中之島」について、今後も寄附金獲得に向けて取組を継続的に行い、安定的な施設運営

に努めること。 

⑨特区民泊 

・特区民泊に係る新規申請受付を停止すること。  

・地域コミュニティとの共生が図られていない現状を重く受け止め、中長期的に制度の規模

や役割について見直しを進めるとともに、市としての今後の方針を明確に示すこと。  

・管理体制が不十分な施設に対し、実地調査や指導を強化し、指導に応じない場合や管理者

不在・対応不能な施設については改善命令や認定取消しを含む措置を講じること。 

・既存施設の適正運用を確保する観点から、管理者駆けつけ要件の実効性確保、虚偽申請の

チェック体制の強化等に対応するため、運用・監視体制の強化と違反時の厳格な対応を行う

こと。  

・良質な宿泊サービスの提供と観光産業の健全な発展を両立させるため、旅館業法に基づく施

設を中心とした宿泊インフラの整備を推進し、都市居住と観光の共生が可能となる形で、イ

ンバウンド戦略を再構築すること。 

（２）経済振興 

①新たな産業の育成支援 

・産業構造の変化に対応し、新たな雇用創出につなげるため、大阪に基盤があり、今後成長が期

待される産業分野として「環境・エネルギー」や「健康・医療」、「ＩＣＴ関連」などの産業

の重点的な育成に努めること。 

・複数分野の先端的サービスの提供と大胆な規制改革などによって、世界に先駆けて未来の生

活を先行実現する「まるごと未来都市」であるスーパーシティ構想の実現に向けて、うめきた

２期地区及び夢洲でのその具体化に向けた検討を進めること。 

②創業、協働支援 

・創業予定者に対するコンサルティングをはじめ、総合的な創業支援策を実施すること。 

・空き店舗を活用し、商店街や小売市場などがＮＰＯ団体、芸術家、高校、大学、企業など地域

団体と連携しながら新たな事業をつくりだす活動を支援するなど、地域商業の活性化に向け

て、効果的な支援策を講じること。 

・販路拡大や事業提携につながる多様なマッチングや交流事業を推進するとともに、目的別の

セミナーやワークショップによる人材育成など、中小企業の経営力強化のための支援に取り

組むこと。 

③販路拡大 

・海外ニーズに見合った「売れる製品」の開発や海外における販路拡大ができるよう、海外見本

市等への出展をサポートするとともに、海外企業との商談会を企画・開催し、在阪企業へ商談

機会を提供することで海外市場への参入を促進するなど、国際ビジネス活動支援の強化を図

ること。 

・デザイン性や企画・販売力を高めるクリエイティブ産業を創出・育成し、ものづくり企業など

とのマッチングを通じて、高付加価値な新製品・サービス開発を促し、中小企業の取引・販路

拡大を支援すること。 

④統合型リゾート施設（ＩＲ） 

・世界最高水準のＩＲをめざすのであれば、日本最大となる20万㎡の展示施設を建設し、アジ

アや欧米など世界をターゲットに多くの展示会等を誘致していくこと。 

・ＩＲ事業用地の適正確保について、夢洲の土地課題対策に、港営事業会計から約790億円を投

入する件について、しっかりと市民への説明を尽くし、本市として、企業会計の管理に尽力す

ること。 

・カジノにおけるキャッシュレス決済については、国の動向を注視しながら慎重に対応するこ
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と。 

・日本の伝統的な工芸文化、華道・茶道・香道等の伝統芸道、大阪・関西の食文化等の魅力に触

れる機会の提供はもちろんのこと、だんじり囃子や文楽、歌舞伎、能などの体験ができるコン

テンツを盛り込むこと。 

・ＩＲにより本市に入る納付金について、その２割～３割は病院も含めたギャンブル等依存症

対策にあてること。 

⑤大阪港の物流とポ－トセールス 

・大阪港が大阪・関西の経済活動や市民生活を支える重要な役割を担っていることに十分に留

意し、「大阪港湾局」として大阪・関西経済の成長に向け、大阪港の物流機能をさらに強化す

ること。 

・夢洲は大阪の成長を支える国際物流拠点とともに、カジノを含むＩＲや国際観光拠点として

も開発が進められている。観光と物流、それぞれの機能が共存し、大阪都市圏における経済

産業活動の持続的な発展に資するべく、時代のニーズを的確に捉えた物流機能の強化に積極

的に取り組んでいくこと。 

・ＩＣＴの積極的な活用や、貨物量の増加に対応した適切な施設整備を進めていくこと。 

・大阪港が、関西の産業の国際競争力強化と市民生活の安定に貢献し続け、ステップアップし

ていくために、ＩＴ化や脱炭素化への取組など、新たな課題に対応しながら、夢洲の物流機能

の維持・強化にしっかり注力し取り組むこと。 

・大阪港の物流面での利便性が損なわれることのないよう、土地需要への対応も含め、夢洲の

物流機能を強化すること。 

⑥食の安全 

・中央卸売市場については、値決め市場の性格を持つ西日本の中核的拠点であり、より一層の

生鮮食料品等の安定供給に努めること。また、中央卸売市場を取り巻く環境が厳しい状況に

あることから、現状の市場環境の課題を精査し、運営面においても、場内業者の経営状況に十

分配慮し、必要に応じて指導・監督を行いつつ、取引方法の改善合理化の促進、市場当局自身

のより一層の管理運営の効率化を図るとともに、市場の活性化に努めること。 

・南港市場については、消費者や生産者から信頼される安全で安心な質の高い食肉流通の拠点

施設として、設備等の老朽化やＨＡＣＣＰ型管理手法などさらなる衛生水準の高度化にも対

応できる施設整備を進め、市場機能の向上に努めること。 

・輸入食品の安全性確保のため、国に対して対策の強化を要望するとともに、大阪市において

も検査を強化すること。 

・集荷機能・創荷機能の充実を図ること。 

・なにわの伝統野菜やブランド肉の支援を図ること。 

・食品ロス対策の取組の一つである、フードドライブは、食品ロスの削減だけでなく、日々の食

事に困窮している家庭への支援になることから、なお一層取り組むこと。 

⑦北陸新幹線早期全線開業 

・北陸新幹線早期全線開業に向けて、沿線自治体等の不安を払拭したうえで、整備を進めるよ

う国や事業主体である鉄道・運輸機構に働きかけること。 

⑧都市開発プロモーションについて 

・大阪の優れた交通アクセスやビジネス環境等の魅力を国内外に伝え、関係者と連携した都市

開発プロモーションを展開し、大阪市への開発投資の促進を図っていくこと 

⑨公立大学への支援拡充 

・大阪公立大学は、地域産業・医療・環境などの実践的研究の拠点として、都市の知的インフ

ラの役割を担っている。産官学連携等の取組を進め、大学発スタートアップ支援や研究成果

の社会実装に向けて、市として支援を行うこと。 
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・大阪公立大学医学部附属病院は、大阪における医療体制の維持に重要な役割を果たしている。

最近人件費高騰や物価高により、不安定な経営状況にあることは非常に問題である。市とし

て支援を拡充すること。 

⑩大阪産業技術研究所によるものづくり支援の更なる促進 

・中小製造業の高付加価値化に向け、大阪産業技術研究所における試作・測定機器の開放、技

術相談体制を強化すること。 

・特許出願など知的財産権の取得支援を拡充し、企業の知的財産戦略を後押しすること。 

・医療・介護分野、環境エネルギー分野など、成長産業への支援を強化すること。 

⑪商店街支援と区役所市民協働課の職務拡大 

・商店街の活性化は地域経済の基盤であり、区単位での密着支援が必要なため、区役所市民

協働課に「地域商業支援担当」を設け、空き店舗対策、イベント支援、あきない伝道師等

との連携を推進すること。 

・地域特性に応じた商店街再生計画を策定し、行政・民間・地域が連携する三位一体の推進体

制を構築すること。 

（３）労働・就労 

「働く」だけでなく「働き続ける」ことにも困難を抱える若者、女性から高齢者は市民の25％（73 

万人）を超えています。一方で大阪経済を支える中小企業も人不足は深刻です。 

この働きたいと願う市民に、働けるチャンスを拓くことは、大阪市の一番の基本の成長戦略です。 

大阪府では「ハートフル条例」が平成31年４月に改正され、「①障がい者その他の就職すること 

が困難な者を障がい者等として対象を拡大」「②公契約を活用した就労支援の実現」「③中間支援

組織を認定し、当事者支援と企業支援で就労支援を促進」し、府が民間に発注する業務に「はたら

く支援の仕組み」を組み込む動きが始まり、東京都においても就労を希望する全ての都民への就労

支援に関する「都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条

例」が令和元年12月に施行されました。 

・本市でも、SDGsターゲット12.7「国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行

を促進」や対象を限定した属性別・対象別の就労支援のみならず、働く場である企業が「多様

な人材」を受け入れられるよう人材対応型環境整備の支援も含めた包括的・総合的に支援で

きる、「はたらく市民応援条例（案）」の検討や「就労支援総合ビジョン」などの策定を進め

ること。 

・行政の「就労支援」と言われる活動や事業は様々で、共通した理解がない状態。就労支援は

「福祉施策」でもあり「教育施策」でもあり「産業施策」でもあり「雇用施策」でもある。「就

労」という切り口で、大阪市が行っている「雇用施策」「福祉施策」「教育施策」「産業施策」

の現状と課題を明らかにして、それぞれの局や課がどの部分でどのような役割、機能を果た

しているかを整理したうえで、必要な支援の全体像を明らかにすること。 

・労働部門、福祉部門、教育部門、企業支援部門とがどのような連携が可能か、岡山県総社市

などの先進事例から学び、何ができるか研究すること。 

 

８．適正なガバナンス・未来への投資 

（１）適正な人員配置 

技能労務職員については、新・市政改革プランにおいて、人員マネジメントの推進が掲げられ、

採用を継続しつつ、将来にわたって最低限必要となる職員数を適宜精査し、委託化、効率化を図り

ながら削減を進めるとされています。 

・職員が大量に退職していく時代が目前に迫っている。退職によりベテラン職員からのＯＪ

Ｔの機会が失われてしまう前に、少しでも多くの若手職員が現場でＯＪＴを受けながら技     

術、スキルを習得し、市民生活を守る担い手となれるよう、毎年の採用人数については増 
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員をすること。 

・大阪市は夜間人口に比べて昼間人口が多く、その比率は東京23区よりも高く日本一であ 

る。 

昼間人口という視点も取り入れて職員配置を検討することこと。 

・突発的な事態や複雑化、多様化する市民のニーズにも柔軟に対応できるよう、専門職につい

ても安定的な人員体制を構築すること。 

・専門性が高い業務の委託も課題があり、委託した業務の評価ができない、受けてくれる民間

事業者がいないなどの課題があるため、検証に取り組むこと。 

（２）適正な公共調達 

・指定管理者選定に際しては、応募者が１者（共同体含む）にとどまる施設が散見される。指

定管理者制度のみならず、委託事業の公募においても、応募者が１者のみや入札不調・参加者

不在とならぬよう、事業者・有識者等の意見を汲み取るラウンドテーブルを設置するなど、適

正な業務内容や公募条件の設定に努めること。 

・大規模な庁舎清掃等で実施している総合評価一般競争入札のみならず、SDGsターゲット12.7

「国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進」するためにも公共調達

を活用し、就労支援や環境、地域課題、人権施策等の社会政策の実現に努めること。 

（３）進展のない未利用地・高架化工事 

・未利用地の活用を進めること。 

・朝夕のラッシュ時に開かずの踏切となっているＪＲ大和路線の高架工事を国とともに取り組

むこと。 

 

９．共生と人権 

（１）国際人権都市大阪の実現 

大阪市は、「国際人権都市大阪」の実現を目指し、一人ひとりの人権が尊重される社会を実現す 

ることが一層必要だとする「人権尊重の社会づくり条例」を制定しています。 

・多文化共生施策の推進に関する指針・行動計画等、昨今の社会情勢に鑑み必要となる個別の

人権課題への対処については、こうした条例の考え方を踏まえ適切に実施すること。 

（２）多様な人が参画できるルールの策定 

本市は全国に先駆けてヘイトスピーチ条例を作りました。障がい者差別や部落差別の解消のた 

めの条例、民泊と住民生活の関係、179ヶ国21万1,880人（2025年９月末）の外国人住民を新たな隣 

人として受け入れることなど国際都市に変貌する大阪市に新しいルールが必要という提案もあり 

ます。 

①「ヘイトスピーチ対処条例」の強化 

・川崎市では、ヘイトスピーチなどの差別的言動を禁じる条例が2019年12月16日に制定さ  

れた。具体的には、「勧告」「命令」を行いそれにも従わない場合、個人の氏名や団体 

名称、住所などを公表するほか、刑事告発して50万円以下の罰金に処する内容になって 

いる。大阪市においても現条例に基づく取組や実効性を検証し、他市の取り組み等や条 

例制定の動きをヘイトスピーチ審査会等で議論し、現行条例の強化に努めること。 

②部落差別解消推進法の具体化 

鳥取ループ・示現舎「部落探訪」や「同和地区研究所」に代表されるように、インターネット 

上において「被差別部落の所在地」などが流布され、部落差別を温存・助長する行為が後を絶ち 

ません。 

・インターネット上でヘイト情報や部落差別情報が氾濫していることを踏まえ、メディアリテ

ラシー教育のみならず、学校現場における生徒への部落問題学習を推進すること。 

・市の職員が部落差別に関する差別的な落書きや発言を行った経過を踏まえ、自治体職員や学
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校園の教員などに対する部落問題研修を継続実施し、その効果を検証するなど、再発防止策

を講じること。 

・インターネット上における差別の法規制について国に対して要望すること。 

・法務省が実施している部落差別解消推進法第６条に基づいた調査のみならず、大阪市の実情   

に応じた施策を講じるためにも、独自に部落差別やその生活実態把握に関する調査を検討す  

ること。 

③多様な人が参加参画できるプラットフォームづくり 

・共生と人権を包括したような条例と、個別テーマの政策、条例が絡み合って、人が優しくな

れる大阪市を発信するための仕組み（条例など）づくりに向けて、多様な人が参加参画でき

るプラットフォームづくりを進めること。 

④住民投票における外国人住民の投票権 

・住民投票を行う場合は、永住者など一定の条件を満たす外国人住民にも投票権を認めること。 

・「大阪市廃止・特別区設置住民投票」で課題となった大都市法・大都市令関係法令の改正を

引き続き国へ求めること。 

⑤台湾有事に関する危機管理対応 

・台湾侵攻がなされた場合の影響を想定し、本市においても危機管理対応の再点検を行い有事   

に備えるとともに、人道的な観点から積極的に避難民の受け入れを行うなどの取組について  

も検討すること。 

 

10．スポーツ・芸術文化を楽しむ権利の保障 

2021年には東京オリンピック・パラリンピックが開催され、全国で障がい者スポーツや芸術文

化振興が推進されています。また、高齢化社会を迎え、健康の維持促進の観点からも、日常的な生

きがいとしてのスポーツや芸術文化活動は重要です。 

・誰もがスポーツ・芸術文化を楽しめる権利を保障する観点から、障がい者や高齢者スポーツ・   

芸術文化活動の推進のために、講習会の開催や設備設置等の必要な支援策を講じること。 

・そのために、あらゆる人々がスポーツを楽しめ、文化を通じていきいき活動できるよう、大

阪市スポーツ振興計画や大阪市文化振興計画を着実に実行し、必要な支援を推進すること。 

・大阪市と包括連携協定を結んでいる、セレッソ大阪（サッカー）、セレッソ大阪ヤンマーレ

ディース（サッカー）、大阪マーヴェラス（バレーボール）、クボタスピアーズ大阪（バレー

ボール）、オリックス・バファローズ（野球）、大阪エヴェッサ（バスケットボール）、レッ

ドハリケーンズ大阪（ラグビーフットボール）、サントリーサンバーズ大阪（バレーボール）

の８つのチームが、大阪市を拠点としていることが意外と知られていない。わがまちのチー

ムとして応援できるようなきっかけとなる身近なところで出会い、つながる取組を進めるこ

と。 

 

11．市民のくらしと緑化推進について 

（１）公園の整備事業計画 

都市公園は潤いある豊かな都市環境を形成する緑の拠点であり、市民のレクリエーションとコ

ミュニケーションの場として、また、災害時の避難場所としてなど、さまざまな役割を持ち、地域

の核となる重要な施設です。 

・公園の計画、整備においては、こうした公園の基本的な考え方や地域の特性にも配慮した計  

画を策定し、それを基本としながら、多様化する市民ニーズに対応し地域の住民により親し 

まれ活用される公園となるよう、例えば親子でのキャッチボールや高齢者のゲートボール 

等、球技もできる多目的広場を設置するなど、個性豊かな公園づくりを進めること。 

・「自然と人間の共生」という「国際花と緑の博覧会」の基本理念を継承し、花と緑あふれる  
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まちづくりを進めるため､｢大阪市緑の基本計画<2026>｣に基づき公共緑化や民間緑化及び緑 

化の普及啓発を積極的に推進すること。また、花博開催地である鶴見緑地においては、みど 

り豊かな特性を活かして持続的な魅力向上を図ること。 

・健康で緑豊かな潤いのあるまちづくり及び災害に強いまちづくりを推進するため、都市公園   

等の緊急かつ計画的な整備及び指定管理者制度を活用して適正管理を推進すること。 

・公共施設の屋上緑化モデルの実施などを通して、都市におけるヒートアイランド現象の緩和、  

良好な自然的環境の創出のため、民間建築物の屋上緑化を推進すること。 

・既存公園の再生、活性化のため、市民ニーズに対応しながら、計画的な公園の改修や遊具の  

安全対策など、安全・安心な公園づくりを推進するとともに、環境にも配慮した良好な維持 

管理に努めること。 

・公園をはじめ市民利用施設等トイレについて、利用者が安心かつ心地よく利用できるよう、

トイレのリニューアル時には男女別トイレとすること。 

・安全基準を満たした遊具更新、バリアフリー化、緑地帯の拡張を進め、子ども・高齢者・障

がい者が共に利用できる公園ネットワークを構築すること。 

・「パークファン」事業を拡充し、多様な主体によるみどり空間の幅広い活用や公園のにぎわ  

い創出、市民参加型の利活用を後押しするとともに、地域とのつながり強化を通じて、安全  

で魅力ある都市空間づくりを推進すること。 

（２）「公園愛護会」「ふれあい花壇事業」「種から育てる地域の花づくり事業」 

団塊の世代の退職後の居場所づくりが求められている。地域のボランティアで行われてきた「公

園愛護会」「ふれあい花壇事業」「種から育てる地域の花づくり事業」は美化・保全活動の側面だ

けでなく、どれも年齢制限はなく、世代交流の場としても活用でき居場所づくりの一つとして再

認識される事業である。 

①公園愛護会 

・地域住民の「庭」であり、市民の共有の財産である公園の管理は、公園を設置している大阪

市だけでなく、地域住民が「公園愛護会」を作り、日常的な公園の美化及び保全に関する活

動として協力いただいている。大阪市では70年以上前から公園愛護会があり、長年継続され

ている。今後も公園の良好な環境の維持を図るとともに、地域住民のコミュニティ活動の場

となるよう取り組むこと。 

・また、公園愛護会活動が継続出来るよう、公園愛護会の交付金に加え、地域住民が交流事業 

を実施できるよう公園の維持管理に取り組むこと。 

②ふれあい花壇事業 

・「ふれあい花壇事業」は、「公園をきれいに」「わが町で花づくり」といった住民の要望に

応え、公園の一角を地域住民に提供しこれまでに市内300か所近くの公園で取り組まれてい

る。公園は、性別や年齢を問わず誰もが気軽に足を運べる場所であり、地域の交流の場とし

て適している。市民のボランティア参加を促進するため掲示物や広報でさらなる周知を行う

こと。 

③種から育てる地域の花づくり事業 

・「種から育てる地域の花づくり事業」では、市民が種から花を育て、その花を公園や区役所、

学校などに植えることで、きれいで美しいまちづくりを進めている。技術支援や花壇づくり、

花の育て方の相談、要望に十分に対応し、市と住民の協働による維持管理を行うこと。 

（３）児童遊園への補助金 

・児童遊園については、都市公園と同じような役割を果たしていることを踏まえ、地域による

運営管理に対して、安全性の維持向上の視点から支援を継続、推進すること。 

（４）公園のにぎわいづくり 

・公園の活性化や地域のにぎわいづくりにつながるように魅力ある施設の設置や利用者ニーズ  
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に応じたサービスの提供について民間活力を導入すること。 

・市民が身近にスポーツを楽しめるよう、スポーツ施設の整備充実（例えば、ジョギングコー

ス、フットサルやニュースポーツの拠点づくり、ナイター設備、全天候化など）を図るとと

もに、遊休地の活用も図ること。 

（５）街路樹 

・街路樹の定期的な剪定、散水については、近年の予算が人件費の上昇などにより実質的に減

少した結果、実施の遅れが出ていることに対して、住民から困惑や要望の声が多数出ている

ところである。適正な予算措置の下、遅滞無く事業が実施されるよう、見直しを行うこと。 

（６）都市型農業の振興 

・新たな農地制度の円滑な実施に向けて取り組むとともに、なにわの伝統野菜をはじめとする

市内農産物の需要拡大などにより、市内の生産緑地農地の保全と緑地空間の確保に努め、都

市型農業の振興を図ること。 

（７）水辺空間づくり 

・河川は、都市のなかの貴重なアメニティ空間であり、都心部を流れる道頓堀川及び東横堀川

については、沿川のまちづくりと一体となった水辺のにぎわいづくりの推進を図ること。 

・住居系地域においてはゆとりや潤いを感じることができる水辺空間づくりが求められており、    

住吉川等の環境整備を推進すること。 

・国の直轄管理の大和川、淀川においても、国・府・市が幅広く連携し、早期の環境整備、改

善に取り組むとともに、河川敷を今後もスポーツ利用の場として利用できるよう、国への働

きかけに努めること。 

（８）港湾環境の保全改善 

・港湾環境の保全及び改善について、港湾緑地が市民生活と直結する大切な施設であることを   

踏まえ、除草や清掃、施設の補修など適切な維持管理に努めること。 

（９）自転車通行環境整備 

・「大阪市自転車通行環境整備計画」に基づき、安全性・利便性の高い自転車ネットワーク形

成を推進すること。特に、事故が多発している交差点や生活道路における対策を強化するこ

と。 

 

12.環境対策 

（１）気候変動問題について 

国際社会では、地球温暖化による影響の深刻化を「気候危機」と捉えるようになってきており、

大阪市会では、気候変動の危機的状況を受け止め、「気候非常事態宣言」を決議（令和２年３月）

しています。「大阪市地球温暖化対策実行計画」においても、2050年の温室効果ガス排出量実質ゼ

ロを達成した「ゼロカーボン おおさか」の実現という未来に向け、2030年度の温室効果ガス排出

量を2013年度比で50％削減する目標を掲げています。 

①大阪市地球温暖化対策実行計画 

・「大阪市地球温暖化対策実行計画」に基づき太陽光発電や電気自動車の普及、省CO2技術の

導入などによる地球温暖化対策を積極的に推進すること。また、暑熱対策やエネルギーイ

ンフラの拡充によるレジリエンスの強化など気候変動への適応策を推進すること。 

・大阪市域における温室効果ガスの排出削減量など地球温暖化対策の取組について、具体的な  

数値を示して進捗管理すること。 

・市民の皆さんがあらゆる場や機会を通じて主体的に参加できるよう支援をすること。 

・持続可能な社会の実現のため、2050年「ゼロカーボン おおさか」実現への具体的な道筋を  

示すとともに、大阪市が環境を重視しているということを市長自ら積極的に発信し、市民、

事業者と協力して目に見える取組を進めること。 
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②移動の脱炭素化 

・ハイブリッド自動車・電気自動車・燃料電池自動車をはじめとする電動車など次世代自動車  

の公用車への導入及び普及促進を図ること。 

・電気自動車等の普及促進のため、充電インフラの充実を図ること。また、民間施設における  

充電インフラの整備についても促進に努めること。 

・地球温暖化対策のほか、災害時の活用も想定し、廃棄物発電による電力を活用したＥＶごみ  

収集車の導入に取り組むこと。 

③おおさかヒートアイランド対策推進計画 

・「おおさかヒートアイランド対策推進計画」をはじめ、「風の道」ビジョンなどにより今日  

的な環境問題への対応を引き続き図ること。 

④大阪ブルー・オーシャン・ビジョン 

・海洋プラスチックごみを発生させないための対策が重要であり、まず市民の海洋汚染防止の  

意識を高め、日常生活でごみを減らし、適正に分別排出する行動につなげていく取組を行う  

こと。 

（２）大気汚染対策について 

①アスベスト（石綿）対策の支援策 

大気汚染防止法改正（令和２年６月）により、業者が負担する石綿除去費用は大幅に増加して

います。継続使用される建物の石綿対策には補助制度があるが、解体する建物は対象になりませ

ん。 

・国や府に対し、解体時の石綿除去等の費用補助制度の創設を要望すること。 

・大阪市として独自の支援策を検討すること。 

・アスベストによる市民の不安を解消するため、民間施設対策をはじめとする環境対策及び健  

康対策を推進すること。 

・解体等工事に伴う飛散防止について規制強化された改正大気汚染防止法等に基づく取組を

推進すること。 

②自動車交通環境対策 

・自動車交通環境対策については、道路管理者との連携のもと局地汚染対策を継続して推進す    

るとともに、広域的対策についても引き続き推進すること。 

・平成21年９月９日に環境基準の告示があった微小粒子状物質（PM2.5）について、国の動向

を踏まえた対策を検討すること。 

（３）ごみ減量の推進（２Ｒの取組推進）について 

・資源の有効利用やごみの減量を図るため、市民から提供いただいたマタニティウェア・ベ 

ビー服・子ども服を展示し、必要とする市民へ無料で提供する取組について、各環境事業セ 

ンターだけでなく、住民に身近な区役所等の施設でも実施すること。 

（４）路上喫煙対策について 

・市内全域での路上喫煙禁止の実効性が向上するよう、令和７年度の効果検証を踏まえ、必要 

な対策を講じること。 

（５）葬儀支援 

・葬儀費用の補助を行うこと。 
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◆日本共産党大阪市会議員団 

 

2026年度大阪市予算編成と当面の施策に関する

要望書 

 

いつまで続きどこまで上がるかわからないほ

どの物価高騰、見合ったようには上がらない賃

金や年金、社会保障費の負担増・・・市民のく

らしはもう限界を超えています。企業や事業所

だけでなく、介護事業所の倒産・廃業が増加す

るとともに、医療機関の７割が赤字という調査もあるなど、物価や人件費の高騰が、市民の命さえ

脅かしかねない深刻さとなっています。 

 地域活動を担っておられる方たちの疲弊も著しく、市民の安全を守りくらしを向上させる地域の

力も弱体化していることは否めません。いまほど、市民の命、くらしを守るために、“公共”の力

の発揮が求められている時はありません。 

 この間、「民間でできることは民間で」と民営化や民間委託・移管を強行してきましたが、現下

の社会経済情勢の影響もあり無理や矛盾が露呈し、このまま続けたら市民の負託に応えられないと

ころまできています。“公共”の役割をきちんと果たす大阪市への方向転換が必要です。 

 「副首都」なるものを掲げ、三度の住民投票をちらつかせ、「副首都合同庁舎」など荒唐無稽な

ハコモノづくりを狙うような市政の私物化を断ち切るべきだということも申し添え、市民の命とく

らしを守ることに全力をつくす大阪市を目指して、2026年度の予算編成ならびに当面の施策につい

て、要望いたします。 

 

１、市民に信頼される清潔で公正な市政にする 

（１）｢三度の住民投票は許されない。」と表明する。 

（２）副首都ビジョンは撤回し、｢大阪副首都合同庁舎｣の整備検討は拒否する。「副首都推進本

部」や「副首都推進局」は廃止する。 

（３）24区の「区政会議」を地方自治法 252条 20の区地域協議会に位置づける条例改正をおこな

う。 

（４）特別顧問・参与を多用する市政運営は改める。 

（５）市政に混乱をもたらす区長・局長公募などの幹部政策を改める。 

（６）「職員基本条例」「職員の政治的行為の制限に関する条例」「労使関係に関する条例」を廃止  

し、市職員が住民全体の奉仕者としての自覚と誇りをもって働くことができるようにする。 

（７）各種審議会や行政委員会をすべて公開すると共に選任は公正なものにし、幅広く市民の声が 

反映されるようにする。女性の委員数を増やす。 

（８）議会選出の監査委員は全会派から公平に選任する。 

 

２、ＩＲ・カジノを中止し「夢洲まちづくり構想」を抜本的に見直す 

（１） 夢洲で開催された万博について、市民の立場から真剣に検証する。建設工事費の未払い問

題は、実態調査を行うなど、被害を受けた事業者救済にとりくむ。 

（２） 賭博であるカジノ誘致は断念する。 

（３） 夢洲の土地利用については、本来の主旨にもとづく大阪港の浚渫土砂や建設残土、廃棄物

を長期に受け入れる最終処分地として最大限活用し、緑豊かな緑地とするなど、地球環境

にも役立つものに転換する。 
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（４）大阪湾広域臨海環境整備センター（フェニックス）が 2032年までの埋立計画しかない現状に

鑑み、夢洲を延命化できる「夢洲まちづくり構想」に転換する。 

 

３、震災・災害対策を抜本的に強める 

（１）防災予算を大幅に増額し、南海トラフ巨大地震等に対する防災計画を拡充する。 

① 堤防等の耐震化計画は、南海トラフ巨大地震での最大級の震度、津波の高さに対応したものに 

見直す。 

② 南海トラフ巨大地震の津波における浸水被害の区域・期間を地域防災計画に反映し対策を講じ 

る。 

③ 台風・豪雨時の河川氾濫対策を確立する。 

④ 大阪湾岸部における火力発電所など危険物施設への安全対策を抜本的に強化する。 

⑤ 津波浸水予想地域に関しては必要な量の津波避難ビルの確保を急ぎ、避難を中心としたソフト  

対策を早急に策定する。また、住民への周知徹底をはかる。 

⑥ 震災時ハザードマップの活用など、地域の実情に合わせた防災マップをすべての町内会・自治

会での作成を目標に取り組む。そのために、職員による援助、助言等ができる体制づくりと必

要な財政措置をとる。 

⑦ 視覚、聴覚、身体障がい者及び高齢者等の情報取得困難者へも災害情報が周知徹底できる対策

を講じる。 

⑧ 大阪市避難行動要支援者避難支援計画の要支援者への避難支援プラン（個別計画）策定を徹底 

し実効ある避難計画を講じる。策定にあたっては地域任せにせず、本市が専門職員を配置する 

等、責任を持って推進する。 

⑨ 学校での防災教育を充実させる。 

（２）耐震改修促進計画を拡充・改善し、住宅の耐震化、公共施設、公的施設等の耐震化対策を急ぐ。 

① 耐震診断・耐震改修工事補助制度は、高齢者・障がい者や低所得者への上乗せなど補助率、補

助額を増額して、市民負担を軽減する等の抜本的拡充をはかる。また手続きを簡略化するなど

して、使いやすい制度にする。 

② 団地・マンションの耐震診断・耐震改修工事補助制度を抜本的に拡充する。 

③ 家具等の転倒防止対策に関わる制度を創設し、特に、災害時要援護者については、専門家によ

る家具の配置や固定方法等の助言などをおこなえるようにする。 

④ 公共施設等の耐震化対策を強化する。 

〈ア〉障がい者施設、病院、保育所、学童、特養ホームなど福祉施設の耐震化を促進する。民間の   

施設の耐震化にあたっては、「特定建築物耐震改修等助成制度」の利用条件緩和を国に求め、  

小規模福祉施設などにも適用できるようにする。 

〈イ〉市営住宅の耐震診断に基づき、耐震改修工事をすみやかに実施する。 

⑤ 避難所に指定されている地域の集会所等の民間建築物の耐震性を調査し、耐震性を確保する。

公共性に鑑み、耐震補強工事費は全額助成する。 

（３）災害発生時の応急・復旧対策を抜本的に強化する。 

① 職員削減ありきを改め、災害発生時の職員の参集体制を検討・強化する。 

② 要支援者の安否確認ができる体制をつくる。 

③ 災害発生時の帰宅困難者へ、適切な情報伝達と避難場所の確保、支援の強化をおこなう。自治

体間連携による帰宅困難者避難訓練計画を策定する。 

④ 災害発生時の家具・ガラス等による被害を低減するため、防止器具の普及・啓発を強化する。 

⑤ 家庭用災害備蓄物資のさらなる普及・啓発をおこなう。 

⑥ 災害備蓄品の生理用品・紙おむつ・ミルクなどについて、当事者の意見をリサーチしたうえで、      
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備蓄量や種類の充実も含めて強化する。 

⑦ 公共施設内のエレベーター内に災害用備品の設置をおこなう。民間施設にも補助制度を創設し  

促進をはかる。 

⑧ すべての避難施設に災害用備蓄設備を整備する。また、アレルギー疾患等の慢性疾患患者や、

人工透析患者等のための非常食などの備蓄や、個々の病気や障がいの状況に合わせた薬品・用

具を備蓄する。 

⑨ すべての避難所に簡易トイレを備蓄する。また、広域避難場所においては、仮設トイレ汚水受 

け入れ施設の整備を急ぐとともにマンホールトイレ等の設置もすすめる。 

⑩ 学校施設の給食室や家庭科室などにある調理器具を活用して炊き出し等ができるように、プロ  

パンガスや簡易コンロなどを常備しておく。 

⑪ 福祉避難所の対象となる要配慮者の概数が避難可能となる施設数を整備する。また、運営体制

を強化する。 

（４）一部損壊等の被害を受けた被災者を支援する制度を整備する。 

① 一部損壊以上の被害認定を受けた住宅・店舗・工場等の補修に対して、大阪市として独自の支

給金制度をつくる。 

② 大阪市耐震診断・改修補助事業の適用条件を緩和し、一部損壊や半壊の被害を受けた住宅でも

活用できるよう改善する。 

③ 被災者の転居費用を支援する制度をつくる。 

④ 国保料・介護保険料・後期高齢者保険料などの減免制度を一部損壊被災者にも適用する。 

⑤ 大阪府に対して木造住宅耐震補助制度の適用要件の緩和と予算枠の拡大を要望する。 

⑥ 国に対して、被災者生活再建支援法の適用基準を見直すとともに、「一部損壊」世帯への支援

対象の拡大、支給限度額の 500万円への引上げを要望する。 

（５）消防力、救急体制の抜本的拡充を急ぐ。 

①  消防の広域化はおこなわない。 

② 「消防力の整備指針」の整備目標を達成する。 

③ 「消防活動困難区域」への耐震性地下貯水槽の整備をいっそう促進する。その際、飲み水にも

供用できる飲料用耐震性貯水槽の設置カ所も併せて増設する。 

④  救急隊は、救急出動件数の増加等を踏まえ、体制強化をはかる。また、救急車の有料化はおこ

なわない。 

⑤ 「救急安心センターおおさか」については、範囲拡大にふさわしい設備と人員体制を拡充させ

る。 

⑥  救急の受け入れ病院の確保に努め、救急車の長時間待機を解消する。 

⑦ すべての公共的施設にＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置をすすめ、維持管理を適切におこ

なう。 

（６）局地的大雨、いわゆる「ゲリラ豪雨」に対応できる浸水対策を強化する。また、地下鉄及び地   

下街の、耐震化、津波浸水対策や河川氾濫、「ゲリラ豪雨」による浸水対策を抜本的に強化す 

る。 

 

４、市民のくらし・健康・福祉を最優先する地方自治体に 

（１）保健所等の機能を充実させる。 

① 保健師を増員するとともに、各区の保健所の復活をめざす。区医師会との連携を強化し、公衆   

衛生体制の再構築を図る。 

② 保健所や保健福祉センター機能強化のため、各区の保健部門の責任者は医師をあてるととも

に、「新型感染症」「食品偽装」等々の対策を強めるために、保健師・精神保健相談員・高齢
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者相談員・検査技師・衛生監視員等を増員する。 

③ 地域密着型の公衆衛生活動を推進するために、区役所での公衆衛生機能の強化、衛生・環境等  

の監視員の配置による体制強化を早急にはかる。 

④ 保健所とすべての保健福祉センターに、常勤の歯科医師、歯科衛生士を配置するなど、乳幼児  

から高齢者まで一貫した口腔保健対策を確立する。 

⑤ 人材育成に努める｡ 

（２）地域活動の充実・発展、地域の活性化のために全力をつくす。 

① 地域活動協議会の活動に対する補助金は、活動に見合った額に拡充する。 

② 地域活動への支援を中間支援組織任せにせず、地域専任の職員を配置するなどして、担い手づ  

くりや課題解決にも取り組む。 

③ 区民・市民の財産である市有地は売却ありきとせず、住民の要望を踏まえた活用をする。 

（３）地域福祉活動をいっそう充実させる。 

① 地域福祉コーディネーター制度の拡充をはかる。 

② ふれあい食事サービスや老人憩いの家などへの補助金の削減をやめ拡充する。 

③ 区社会福祉協議会、市社会福祉協議会への補助金の削減をやめ拡充する。 

（４）区役所住民情報業務（窓口業務等）の民間委託をやめる。 

（５）地域活動施設や公衆浴場などの固定資産税の減免制度を元に戻す。 

（６）高齢者の尊厳と命を守る医療を実現する。 

① 高齢者を差別する「後期高齢者医療制度」を廃止するよう国に求める。 

② 後期高齢者医療保険料の独自減免制度の創設などを府広域連合に求めるとともに、大阪市も

必要な財政措置をとり、高齢者の負担軽減策を講じる。 

③ 後期高齢者医療保険料の減免特例措置の継続を国に求める。 

④ 70歳以上の高齢者の医療費窓口負担を一律に引き下げ、軽減・無償化するよう国に求める。 

（７）介護保険を安心して活用できる制度に改善する。 

① 要介護 1・2 の方の保険給付外し、介護保険サービスの利用料 2 割・3 割負担の対象拡大など

を実施しないよう国に求める。 

② 国庫負担を直ちに 35％に引き上げるとともに、計画的に 50％に引き上げるよう国に求める。 

③ 一般会計からの繰り入れをおこない、全国一高い介護保険料を引き下げる。 

④ 収入基準の緩和など、保険料減免制度を拡充する。 

⑤ 施設運営の安定化と介護労働者の労働条件を改善するため、介護報酬を引き上げるとともに、    

介護報酬とは別枠で公費を投入し、介護労働者の賃金を大幅に引き上げるよう国に求める。 

⑥ ケアマネージャー１人当たりの受け持ち基準を見直し、報酬を引き上げるよう国に求める。 

⑦ 低所得者のすべての介護及び介護予防サービス利用料を３％に軽減する。また、居住費や食費  

などの施設利用料負担の軽減措置を講じる。 

⑧ 介護認定について、高齢者の実態と認定結果に著しい乖離がないか、定期的に実態調査し、防 

止策を講じていく。 

⑨ 要支援要介護認定は、速やかに行えるよう改善をはかる。 

⑩ 「地域包括支援センター」は、地域密着型にふさわしい設置数に増やして、委託料を増額し、

専門職の安定的な人材確保をおこなうなど、体制を強化する。 

⑪ 待機者を早急に解消するため、特別養護老人ホームの建設については実態に見合うよう計画 

を立て、実施する。そのために、市遊休地の活用を図る。 

（８）市独自の高齢者福祉施策をいっそう充実させる。 

① 「敬老優待乗車証（敬老パス）」の利用乗車料金（50円）の徴収を中止し、元の無料制度にも  

どす。 

② 上下水道料金福祉措置を復活させる。 
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③ 介護サービスから除外されている高齢者を対象に、その生活実態に則し、ヘルパーによる家事 

支援や介護ベッド・電動車いすの貸し出しなど、市独自に必要な介護サービスを保障する。 

④ 高齢者の外出支援サービスを実施し、訪問理美容サービスへの支援を復活させる。 

⑤ 「高齢者住宅改修費助成事業」については、所得制限をなくし、助成限度額を引き上げるとと  

もに、対象工事を拡大する。また、手続きを簡略にする。 

⑥ 高齢者への家賃補助制度を新設する。 

⑦ 高齢者福祉電話の基本料金等の無料化を復活させる。 

⑧ 高齢者の在宅での「熱中症」対策として、クーラー設置補助・クーラー稼動電気料金補助制度  

を新設する。 

⑨ 紙オムツなどの介護用品支給事業について、ヘルパー介護の単身者や入院・入所者も対象にす 

る。家族の所得基準を撤廃するなど、いっそうの拡充をはかる。 

⑩ 加齢性難聴に対する補聴器購入補助制度を利用しやすいものとするため、条件、申請方法、補  

助額などを見直す。 

（９）国民健康保険制度の改善をはかる。 

① 国に対して、以下の項目について強く求める。 

〈ア〉マイナ保険証一本化はやめ、紙の保険証の復活を強く求める。 

〈イ〉国庫負担率の引き上げをおこなう。１兆円規模の公費拡充により協会けんぽ並みの保険料 

にする。 

〈ウ〉保険料算定における平等割・均等割を廃止し、所得に応じた負担にする。 

〈エ〉福祉医療費助成の自治体独自施策を理由にした国庫支出金減額ペナルティーをやめるよう 

国に求める。 

② 府に対し、統一保険料の押しつけをやめるよう要請するとともに、一般会計からの任意繰り入 

れを継続する。１人当たり年間１万円の保険料減額をおこなうなど住民の負担軽減を図る。 

③ 保険料の算定にあたっては、被保険者の支出面なども考慮し、生活実態が反映されるものに改 

善するとともに、子どもの均等割を軽減する｡ 

④ すべての被保険者に資格確認書を交付する。 

⑤ 保険料滞納世帯への財産調査・差押えはいっさいやめ、区役所窓口での個別事情に応じたてい 

ねいな納付相談に努め、強権的な取り立てはしない。子どものための学資保険の差押えはいっ 

さいやめる。 

⑥ 保険料減免制度の拡充をはかる。また、所得割の算定にあたっては、基礎控除に加え、高齢者・ 

障がい者・ひとり親世帯などの特別控除をおこなう。 

⑦ 所得減少による国保料所得割減免は、いつの時期の申請であっても年間賦課額に対する減免 

制度とする。 

⑧ 医療機関窓口での「一部負担の免除、減額又は徴収猶予」の制度について、基準をいっそう緩 

和し、対象枠を拡大する。 

⑨ 傷病手当・産休手当の給付制度を創設する。 

⑩ 特定健診の対象年齢を「30歳以上」に引き下げ、早期発見という本来の主旨にたち、かつて 

の「基本健診項目」を含んだ健診を実施する。 

⑪ Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検診については、一定の基準を設けて繰り返しチェックできるシステ 

ムに改善し、「ＢＵＮ（腎臓機能）」を加えるなど、検査項目を拡充する。 

⑫ 特定健診対象者への個別案内通知や中小零細企業・個人商店などの事業主・従業員への配慮 

など、特定健診の受診率を抜本的に高めるための手だてを講じる。 

（10）年金給付の引き下げをやめるよう国に求める。また国負担による最低保障年金制度の導入な 

ど、安心できる年金制度へ改善することを国に求める。 

（11）医療機関等へ物価高騰等の影響を緩和するため一病床あたり 15000円の支援金を支給する。 
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（12）国に対して、高額療養費の上限引き上げ方針の撤回、ＯＴＣ類似薬の保険外し方針の撤回を求  

める。また入院ベッド削減などの「医療費抑制策」の中止を求める。 

（13）大阪府福祉医療費助成制度は、患者負担の引き上げをおこなわず、制度を拡充するよう府に求  

める。 

（14）こども医療費助成制度は、所得制限につづき、一部負担金制度も撤廃する。国には制度創設、

府に対しては制度の拡充を求める。 

（15）子どもたちのすこやかな成長と父母が働きつづけられる条件整備をすすめる。 

①「子ども・子育て支援新制度」の改善を国に求め、保育士が働き続けられる環境をつくる。 

② 公立保育所の休止・廃止計画を撤回するとともに、民営化計画を中止する。公立保育所をは 

じめ認可保育所を増やし、低年齢児枠の拡大に取り組み、すべての申請児が入所できるよう、 

待機児・利用保留児の解消をはかる。 

③ 子ども誰でも通園制度を当面は、希望者が全員利用できるよう拡充しつつ、｢保育に欠ける｣な 

どの要件を撤廃して、安心して誰でも預けられる体制・制度をつくる。 

④ 保育所の面積基準を 2011年度までの基準に戻す。 

⑤ 保育所の一歳児保育士配置基準を５対１に戻す。 

⑥ 給食・おやつの改善や保育時間の延長、老朽化や劣悪な施設の改修、建替えなど、保育内容と  

施設の改善をはかる。 

⑦ すべての保育所に、栄養士、看護師を配置し、子どもの安静室をつくる。 

⑧ 産休明け保育を公立でも実施する。 

⑨ 乳幼児健康支援デイサービス事業の事業者を増やすとともに、補助金のあり方を実態に見合 

ったものに改め、大幅に増額する。 

⑩ アレルギー疾患をもつ入所児への除去食の給食を実施している民間保育所への特別の補助を  

おこなう。 

⑪ 保育士確保に努めるとともに、０～２歳児の保育料無償化をすみやかにすすめる。 

⑫ 公営・民営ともに保育士を増やし、賃金引き上げなど、待遇改善をはかる。 

⑬ 家庭内、園内での児童虐待ゼロをめざして、対策を強化する。 

〈ア〉児童相談所のケースワーカーや児童心理司の増員など、体制を抜本的に強化する。 

〈イ〉一時保護所について設備の改善や職員増をおこなう。 

〈ウ〉乳幼児家庭全戸訪問で面接できない家庭や、乳幼児健診で未受診の家庭を放置せず、状況 

をねばり強く把握し、必要な支援をおこなう。 

〈エ〉就労支援や相談体制の充実など、ひとり親家庭の生活安定に繋がる施策を強める。 

〈オ〉虐待防止、早期発見のためにも、子どもにかかわる地域の強力なネットワークの構築に行 

政が責任をもつ。 

〈カ〉児童養護施設、乳児院など、被虐待児の受け入れ施設の配置基準を抜本的に引き上げる。 

（16）幼稚園教育の充実をはかる。  

① 市立幼稚園の民営化・廃園はおこなわず、希望するすべての子どもたちが入園できるようにす  

る。 

② 市立幼稚園全園で３年保育を実施する。 

③ 外国にルーツを持つ子どもの入園が増えている。子どもや保護者との情報伝達のために外国 

語サポーターを配置する。 

④ 幼稚園就園奨励費の拡充をはかるなど、私立幼稚園教育の充実をはかる。 

⑤ 預かり保育は保護者負担の軽減をはかる。 

⑥ 給食費等を含め、経済負担の軽減につとめる。 

⑦ 幼稚園に事務職員を配置する。 

（17）子どもの放課後対策事業を充実させる。 
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① 「放課後子ども総合プラン」にもとづく各種支援事業を活用し、学童保育に対する補助金の増 

額など、留守家庭児童対策事業の拡充をはかる。特に 19人以下の施設への補助金を増額し、

20人以上の施設との格差を無くす。 

② 「放課後児童支援員等処遇改善等事業」を活用する。 

③ 障がい児加算を増額し、 障がい児支援に必要な支援員の配置に必要な支援を行う。 

④ 国が予算化している放課後児童クラブ運営支援事業の「賃借料補助」を大阪市においても適用  

する。 

⑤ 災害時などに、協力して子どもたちの安全を守れるよう、学童保育所と小学校との日常的な連 

携と連絡体制確保の必要性を小学校に周知する。 

⑥ 子どもの安全・安心、防犯のため「放課後児童クラブ送迎支援事業」を導入する。 

⑦ 学童保育所が発行する、施設紹介・行事案内などの発行物を小学校内で配布できるようにす 

る。 

（18）児童福祉法に定められた「児童館」を復活させ、当面、中学校区に１カ所の設置をめざす。 

（19）生活保護行政は憲法の精神にもとづいておこなう。 

① 国に対して以下の項目について強く求める。 

〈ア〉最高裁判決を受け減額部分を遡って支給する。生活保護基準引き下げをやめる。 

〈イ〉改悪された生活保護法を元に戻す。 

〈ウ〉扶養義務者への援助強要はおこなわない。 

〈エ〉老齢加算を元に戻す。 

〈オ〉医療券を医療証に改める。 

② 本市の生活保護行政を法に則って実施する。 

〈ア〉「申請時の助言ガイドライン」などによる申請権の侵害をやめる。 

〈イ〉扶養照会は行わない。 

〈ウ〉収入申告を間違った受給者には、十分事情を聞きとり、親切丁寧な援助をおこなうと共 

に、根拠なく「不正受給」などの扱いはしない。 

〈エ〉ケースワーカーの人員体制は、正規職員で国基準を守るとともに、有資格者を配置し、経 

験者の育成、研修の強化など、憲法と生活保護法にもとづいた対応力の向上をはかる。 

〈オ〉警察ＯＢの配置や監視カメラの設置などはやめる。 

③ 国に対する「医療費窓口負担の有料化」「失業者・高齢者等の適用範囲の縮小」「算定方式の  

変更による扶助費の削減」等の提案を撤回する。 

④ 夏季・冬季一時金、交通料金等割引、上下水道料金福祉措置を復活させる。   

⑤ 市民が自由に手にできるよう区役所窓口に、生活保護制度の「案内パンフレット」とともに申 

請書を置き、必要な人が生活保護を受けられるようにする。 

⑥ 実態を無視した無理な就労指導や医療受給の抑制、子どもの進学断念を迫るような人権侵害 

は決しておこなわない。 

⑦「特定健診」において「個別健診」しか認めないことや、申請しなければ受診券を交付しない  

など、生活保護受給者への差別的扱いは中止する。 

⑧ 生活保護受給者のフリーアクセス権を奪い、受療権を侵害する通院医療機関等確認制度（登録 

制度）は直ちにやめる。 

⑨ すべての生活保護世帯にエアコン購入費・買い換え・修理の支給をおこなう。 

⑩ 医療要否意見書を医療機関が区保健福祉センターに返送する際の郵送料等は市が負担する。 

（20）緊急援護資金の限度額を大幅に引き上げるとともに、行政が直接貸付事務をおこなうようにす  

る。 

（21）障がい者対策を抜本的に充実させる。 

① 国に対して、以下の点について障がい者対策の制度改善をはかるよう要望する。 
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〈ア〉「応能負担」の原則を貫く。 

〈イ〉障がい者（児）福祉施設への報酬は「月払い」制度にする。 

〈ウ〉施設経営者の経営基盤の安定化と職員の労働条件改善をはかるために報酬を引き上げる。 

② 障がい程度区分の認定については、障がい者本人の障がい程度の正確な反映を期するととも 

に、家族の実態もふまえた認定となるようにする。 

③ 介護給付・訓練等給付・自立支援医療などの利用者の負担については、実態に見合ったもの 

になるよう、次の市独自の施策を実施する。 

〈ア〉月額負担上限額を国基準より低く設定し、差額を補助する。 

〈イ〉個別減免制度の拡充をはかる。 

〈ウ〉補足給付によって手元に残る金額が５万円以上となるよう、市が独自に補足する。 

④ 移動支援事業については、利用目的による制限を撤廃する。 

⑤ 重度・重複障がい者のための通所更生施設、授産施設、福祉工場、グループホーム、通勤寮を  

新増設する。 

⑥ 肢体不自由児療育施設や障がい児の通所施設などに、重度加算金・重症児指導費等の補助をお 

こなう。また、通所についても保障する措置を取る。 

⑦ 成人障がい者のための生活施設を増設する。 

⑧ 「発達障がい者支援法」にもとづき、市として乳幼児期からの健診等の充実で、早期発見、早  

期支援ができる仕組みや専門的な医療機関の確保など、必要な体制をつくる。また、「発達障 

がい者（児）手帳」の導入など、発達障がいの独自の障がい認定制度の導入を国に求める。 

⑨ 重度障がい者見舞金を復活させる。 

⑩ 障がい者のタクシーチケットは、無条件にすべてのタクシーで利用できるように改める。 

⑪ 大阪市として「障がい者に準ずる」認定は、介護保険制度で「要介護」の認定を受けたすべて 

の高齢者まで対象を拡大し、税法での「障がい者控除」を受けられるようにする。同時に、「障 

がい者控除認定書」があれば、文化施設等の現行の障がい者サービスを受けられるようにする。 

⑫ 重度・重複障がい児等で、タクシー通学の必要のある児童については、市が補助してタクシー

通学を保証する。 

⑬ 長居障がい者スポーツセンターの機能を強化する。 

⑭ 65歳以上の障がい者に対して、これまで受けていた障がい福祉サービスが継続できるように 

する。 

（22）「手話言語条例」の具体化に努め、手話を必要とする人の社会参加の促進と、安心して暮ら

せる地域社会の実現をめざす。 

① 手話や聞こえない人、聞こえにくい人への理解を深める啓発を行う。 

② すべての子どもたちが手話を学ぶ機会をもてるようにするなど、手話の普及に努める。 

③ 手話通訳者の養成に力を注ぐとともに、市役所・区役所などに手話通訳者を配置する。 

（23）社会福祉施設利用者（児）の豊かな処遇を保障するために、民間施設の職員配置は、大阪市基  

準を適用し、必要な助成をおこなう。 

（24）住吉市民病院跡地に行政の責任で、住吉市民病院が担っていた小児・周産期の医療機能を引き  

継ぐ。 

（25）市民健診や感染症対策をさらに拡充・強化する。 

① ガン検診について、受診者負担を無料にするとともに、子宮ガン検診を年一回の制度に戻

し、体部検診も対象とする。 

② ウイルス性肝炎・肝硬変・肝ガン患者への医療費助成制度を、一刻も早く実現するよう国に求    

める。 

③ 結核・エイズなど、感染症対策の予算を増やし、対策を強化する。 

④ 新型インフルエンザ等予防接種への市独自の補助制度を創設する。 
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⑤「ナイスミドル検診」を復活させる。 

（26）不妊治療費助成制度を拡充する。 

（27）難病対策を拡充させる。 

① すべての難病治療での患者の一部負担をなくすとともに、難病患者が安心して療養できるよ 

う支援施策の充実を国に求める。 

② 特定疾患治療研究事業については、補助対象をさらに拡大するよう国に求める。 

③ 2018年４月に政令市移管された難病対策について、事業推進に必要な人員の確保など体制を 

整える。難病相談支援センターを設置する。 

④ 難病見舞金を復活させる。 

⑤ 難病患者の通院交通費の補助制度をつくる。 

⑥ 難病患者の市職員採用の窓口を広げる。 

⑦ 在宅酸素療法に必要な「酸素供給機器」の無料貸出制度をつくり、機器稼働電気代を公費で助   

成する。 

⑧ 改悪されている「在宅血液透析」利用者への電気・水道代等の助成制度をもうける。 

（28）ひとり親家庭への施策の拡充をはかる。 

① 母子貸付資金の手続きを簡素化し、利用の促進をはかる。 

② 大阪市立のスポーツ施設や文化施設が利用しやすいように、ひとり親家庭割引制度をもうけ 

る。 

③ 「みなし寡婦（夫）控除」の所得制限を撤廃する。 

④ ひとり親家庭の高校生への通学定期券購入費等補助制度を実施する。  

 

５、市民の安全・安心・利便性を向上させる交通政策につとめる 

（１）地下鉄・バスは、市民にとって大切な公共交通である。大阪市が責任をもって、大阪メトロ  

に対して安全の確保とサービスの維持・拡大を強く求めていく。 

① 地下鉄駅の改札窓口の無人化方針を撤回する。 

② 地下鉄駅の１人体制を見直す。 

③ ８号線今里以南は市会決議にもとづき早期に着工する。 

④ 浸水対策を急ぐとともに、災害時の対応について啓蒙・啓発につとめる。 

⑤ バスの路線・便数について全ての市民の移動を保障する立場で抜本的に拡充する。 

⑥ 地下鉄駅エレベーターの２ルート目の確保を急ぐ。 

⑦ 歩きスマホ対策の強化など、安全対策を強める。 

（２）社会実験中のオンデマンドバスを大阪メトロ任せにしない。コミュニティバス構築に市が責 

任を持ち、区役所と連携し、住民とともに身近な移動手段の拡充につとめる。 

（３）「バリアフリー社会」をめざして、民営鉄道事業者に対してエレベーターや可動式ホーム柵設  

置を積極的に働きかけ支援する。 

（４) 自転車の危険な走行による事故を防ぐため、関係機関と連携し取り組みを強める。 

① 歩道や遊歩道を始め、人的被害につながりやすい走行について啓蒙・啓発を強めるととも

に、可能な限りの歩車分離を行う。 

② シェアサイクル事業による安全・安心への影響を調査する。とりわけキックボードについ

て、あり方を検討する。 

 

６、憲法・子どもの権利条約にもとづく教育をすすめる 

（１）教育委員会の４ブロック化はやめる。 
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（２）競争と統制を激化させる教育行政基本条例と学校活性化条例は廃止し、学校現場への不当な

政治介入をしない。 

（３）校長公募は直ちにやめる。 

（４）区長兼任の区担当教育次長は廃止する。 

（５）小中学校選択制は廃止する。 

（６）保護者・関係者の声を無視した乱暴で強引な学校統廃合はおこなわない。 

（７）夜間中学校の統廃合は行わない。 

（８）まだ検証が不充分な小中一貫校・義務教育学校の設置方針は撤回する。 

（９）いわゆる「ブラック校則」の見直しを速やかに行う。 

（10）内心の自由を侵す「日の丸」「君が代」の押付けはおこなわない。また、「新しい歴史教科書  

をつくる会」などの歴史教育を歪める動きに反対し、真理と歴史の事実にもとづく平和教育を

おこなう姿勢を貫く。 

（11）義務教育費国庫負担率は、もとの２分の１にもどすよう国に求める。 

（12）ゆきとどいた教育をすすめるため、１クラス 30人以下学級を強く国・府に求めるとともに、

本市独自に早期に少人数学級の実現をはかる。当面、小・中学校の全学年で 35人学級をただ

ちに実施する。障がい児の在籍で、実質 41人以上となる学級の解消をはかる。 

（13）子どもたちと学校を点数競争にかりたてる学力テストの学校別結果は公表しない。全国いっせ   

い学力テストへの参加はやめる。また、テストの結果を教員評価として扱わない。 

（14）チャレンジテスト及びすくすくウォッチの中止を府に求める。  

（15）学校の民主的運営を阻害する教職員の評価・育成システムは中止する。 

（16）教育条件整備の充実をはかる。 

① 給食調理室への空調設備設置を急ぐとともに、未設置の特別教室に空調設備を設置する。体育  

館照明のＬＥＤ化をすすめる。 

② 校長経営戦略予算はやめ、学校維持運営費を大幅増額して、教育環境の向上をはかる。 

③ すべての私立学校・園への私学助成を拡充する。 

④ 雨漏り対策を直ちに行い、老朽校舎は早急に建て替えを実施する。プール、特別教室、トイレ   

など、老朽施設の改修をすみやかにおこなう。 

⑤ 障がい児に適した養護学級教室への改修、エレベーター・障がい児用のスロープ・階段の手す  

り・洋式トイレなどの設置をすすめる。 

⑥ プールの安全管理を徹底する。 

⑦ 難聴児に対する、デジタル補聴援助システム（マイクと受信機など）を整備する。 

（17）学校園・地域における安全確保等をすすめるため、通学路にガードパイプを設置するなどの 

ハード面の整備をおこなうとともに、安全指導員を学校に配置する。また、登下校時の地域住  

民による安全見守り活動を行政として支援する。 

（18）教職員の増員と配置について。 

① 教員採用を計画的におこない、正規採用教員を増やすようにする。また、定員内臨時的任用 

員はなくし、すべて正規採用とする。 

② 教職員の待遇を改善する。 

③ 教員の負担軽減をはかる。 

④ 病欠・産休等の代替講師はすみやかに配置するため抜本的対策をおこなう。 

⑤ 障がい児学級の教員を増員する。また、養護教諭をすべての学校に複数配置し、必要に応じて   

適正に看護師を配置する。 

⑥ 発達障がい児童に求められる、教育・対応が充分保障できる人員を配置し、必要な教室・教材・ 

備品を確保する。 

⑦ 学校図書館の充実のためにすべての学校に専任、専門、正規の司書・図書館職員を配置する。 
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⑧ 児童・生徒の実情や教育現場の実態をふまえて、公正で適正な加配をおこなう。 

⑨ 中学校事務職員を文部科学省の提言にもとづき複数配置する。 

⑩ 不登校、いじめ問題等、様々な問題解決のためにも、大幅な教職員増と適正な人員を配置す

る。 

（19）豊かで安全、おいしい学校給食を教育の一環として充実させる。 

① 学校給食の「民間委託」をやめる。 

② 中学校給食は、すべて自校調理方式にしていく。 

③ 全校園に食堂（ランチルーム）を設置する年次計画をたてて建設する。 

④ 調理員の増員をはかるとともに、食育推進のため栄養士を全校に配置する。また、アレルギー

対策を拡充する。 

（20）就学援助制度は、認定基準の緩和、支給内容などの拡充をはかる。 

(21) 修学旅行、制服、部活など、｢かくれ教育費｣の負担をなくす。 

（22）「大阪市こどもの生活に関する実態調査報告書」に基づき、こどもの貧困対策・ヤングケア

ラー対策を抜本的に強化する。 

（23）公立大学法人大阪の研究・教育条件を拡充する。 

① 旧府立大学、旧市立大学それぞれの大学開学の精神や歴史と特色を継承する。 

② 交付金の増額を図るとともに、自由な学問・研究を保障する。 

③ 附属病院の安定的運営につとめる。特に、高度医療機器の更新をはじめとして施設設備の拡充   

をすすめる。また、看護師を増員し、労働条件を改善する。 

④ 教職員の労働条件の改善、福利厚生の充実をはかるとともに、教職員、学生にたいするメンタ  

ルヘルス対策を講じる。 

⑤ 授業料減免制度を拡充し、学生の学ぶ権利を保障する。 

⑥ 「安全保障技術研究推進制度」いわゆる軍事研究制度に参加しない。 

（24）スポーツは「市民の権利」であることを明確にし、その振興をはかる。 

① 市民スポーツ振興のために施設、設備の建設や指導者の育成、クラブや団体への助成など、思  

いきった予算措置を講じる。 

② 小・中学校の運動場・体育館・講堂・プールなどの施設の開放を民主的におこない、自主的な  

スポーツ活動の場を提供する。施設使用料は無料とする。 

（25）「子どもの権利条例」を制定する。また、「子どもの権利条約」の内容を児童・生徒、学校関   

係者に周知徹底するために全文パンフにして学ぶ機会をあたえる。 

（26）文化・芸術の振興をはかる。 

① 旧大阪市音楽団は、大阪市直営に戻す。それまでの間、補助金は継続し抜本的に増額する。 

② 「大フィル」・文楽への補助金削減をやめ、かつての予算水準に戻す。 

③ 文化・芸術・芸能の専門家の活動支援を強化するとともに、小・中学校や高校の演劇鑑賞等へ    

の補助を拡充する。 

④ 文化教育施設である博物館群にたいし、採算性･効率性を押し付ける地方独立行政法人化は直  

営に戻す。 

⑤ 動物園は独立行政法人化を撤回し直営に戻す。 

 

７、物価等の高騰から中小業者や市民、働く人を守る 

（１）消費税を５％に減税するよう国にたいして働きかけをおこなう。また、インボイス制度の中止  

を国に求める。 

（２）大阪市として雇用対策を強力に推進する。 

① 行き過ぎた本市職員の削減は中止し、過重労働による精神疾患などが生じないよう、必要な人  
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員を正規職員として確保する。技能職員のこれ以上の削減は中止し、新規採用を本格的におこ  

なう。 

② 「大阪市公契約条例」を制定し、官製ワーキングプアをなくすとともに、市民サービスや公共 

工事の質を向上させる。国に対しては、公契約法の制定を求める。 

③ 国に対して、最低賃金を早期に時給 1500円以上とするよう要望する。また、中小企業の賃上

げに支援をおこなうよう国に求める。 

④ 大阪市として「ブラック企業は許さない」のキャンペーンをおこなう。 

⑤ ハローワークでの「ワンストップサービス」の拡充、および、労働者派遣法の抜本的改正を国  

に求める。 

⑥ 大阪市として民間企業に正規雇用を強く働きかけるとともに、関経連・関西経済同友会・在阪  

大手企業などへ、「解雇４要件」の遵守および雇用確保の社会的責任を果たすよう強く働きか  

け、身勝手なリストラをさせないようにする。 

⑦ 未就労の青年の実態調査をおこなうとともに、職業訓練、就労セミナーの開催など、就労支援  

を強めるとともに、職業訓練履修までの間の生活費の支援などをおこなう。 

⑧ 高卒未就職者の就労を確保するために、積極的に地元企業・経営団体へ協力を働きかけるとと  

もに、新卒者採用の地元中小企業への、補助制度を創設する。 

⑨ 離職者に対する「住居確保給付金」制度の周知徹底をはかる。 

（３）中小企業対策を抜本的に強化する。 

① 中小企業、個人事業者の実態を把握し行政が適切に対応できるように、「事業所実態調査」を  

系統的におこなうとともに、産業創造館などでの受発注機会拡大事業を拡充する。 

② 各区に融資相談などの窓口を設置し、専門的行政職員を配置して支援を強化する。 

③ 同業種・異業種交流やネットワーク化などの自主的とりくみや技術開発等に財政的な支援を

おこなう。 

④ 産業集積ごとに、経営支援・技術支援のできる「ものづくり支援センター」をつくる。 

⑤ 「住宅リフォーム助成条例」を制定する。 

⑥ 中小業者への官公需発注率引き上げの目標をもち、70％以上に増やす。 

⑦ 保育所、特別養護老人ホーム、市営住宅、公園、生活道路など市民生活密着型公共事業を市内  

中小企業に発注する。 

⑧ 小規模事業者登録制度を創設する。行政区ごとに事業者登録をおこない、公共施設で生じる簡  

易な工事・修繕などについて区内業者発注をすすめる。 

⑨ 本市発注公共事業における、受注業者の責任を明確にするとともに、下請け業者等を保護する   

しくみをつくる。 

⑩ 現行の小規模企業共済制度に国庫負担を導入し、「休業補償」制度を創設するよう国に働きか  

ける。 

（４）商店街、中小業者への支援を抜本的に強化する。 

① 商店街や個人営業者、中小小売業を「地域共有財産」と位置づけ、地域住民の生活環境の保持  

と商業・文化の継承・発展をすすめる。 

② 空き店舗対策については、諸施策の抜本的拡充を国に求めるとともに、財政的支援を強める。 

③ アーケード、カラー舗装の維持・補修・撤去への公的支援をおこなう。 

（５）中央市場、東部市場、食肉市場の活性化と卸・仲卸業者の営業を守る。 

① 指定管理者制度は導入せず、大阪市直営で続ける。 

② 中央市場の現行家賃は、深刻な消費不況のなかで経営に大きな負担となっている。賃料を値下 

げして、営業が続けられるようにする。 

③ 水道料金は各戸検針・各戸収納に是正する。 

（６）中小企業融資制度を利用しやすいものに改善する。 
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① 国に対して「責任共有制度」の廃止を求める。 

② すべての制度融資について金利や保証料の軽減など、拡充・改善を図る。 

③ 条件変更中や家賃・公共料金の支払いの遅れなどがある場合でも、追加融資など柔軟な対応を  

講じる。 

④ 事業計画書を重視した融資制度や「低利借換え可能な保証制度」の拡充など、中小企業がいつ   

でも利用できる緊急融資を創設する。 

（７）自営業者の家族従事者（業者婦人）の社会的・経済的地位の向上のために、市独自に実態調査   

をおこなう。所得税法第 56条の廃止を国に強く求める。 

（８）生産緑地法のもとでの市内農業の保護、育成のために農家の実情に見合った農業振興策を講 

じる。 

① 生産緑地内で安心して営農できるよう、日照、用水、通行等を確保するなど、生産緑地にたい   

する施策を積極的におこなう。 

② 生産緑地の追加指定を希望する農家には積極的に指定をおこなう。 

③ 宅地化農地にも営農意思が確認できる限り、農業振興策等を講じる。 

 

８、不要な巨大開発事業をやめ、住みよい街づくりを推進する 

（１）企業を誘致するための過度な優遇策はおこなわない。 

（２）淀川左岸線延伸部、夢洲への｢北ルート｣鉄道建設の交通インフラ整備は中止する。 

（３）リニア新幹線の建設は中止するよう国に求める。 

（４）大規模公園は指定管理ではなく、本市直営で広く市民の憩いの場とする。 

（５）小学校・区役所跡地など、一層地域住民の声を把握して地域のニーズに応じて有効に利用す

る。 

（６）大型店の撤退、バスの減便や商店街のシャッター通り化など、買い物難民が生まれている。誰 

もが安心して暮らせる街づくりに努める。 

（７）安心して住み続けられる街づくりのために市営住宅を増やし、充実させる。 

① 建て替え時に戸数減はおこなわず、新たにふやす計画をたてる。なかでも、福島区や中央区、

西区など、市営住宅のない行政区には優先的に建設する。建て替え用地の民間への売却はや

め、市営住宅の建設にあてる。 

② 火事被災者の入居を速やかに行う。 

③ 市営住宅に市の責任で消火器を設置する。居住者の要望にもとづき、エレベーター内の防犯

カメラの設置やピッキング対策など防犯対策を強化する。エレベーター閉じ込め事故の再発

防止対策を強化する。 

④ 単身者向け住宅や子育て支援、ひとり親家庭の募集枠を増やす。 

⑤ 市営住宅の維持管理、バリアフリーの推進など、補修予算を拡充する。共用部分の維持管理 

は、市の責任でおこない、高齢化の進んだ自治会に依存しない。 

⑥ 市営住宅附帯駐車場については、介護・医療・来客などのための一時駐車をはじめ、必要なス 

ペースの確保をする。 

⑦ 市営住宅家賃の福祉減免制度は、所得を基準にした元の制度にもどす。また、市営特別・特定  

賃貸住宅で減免制度をつくる。滞納者にも適用するよう制度を改善し、制度そのものを周知

する。 

⑧ 家賃の滞納世帯については、安易な強制執行はしない。 

⑨ 11回落選特別措置は元にもどす。 

⑩ 同居人の地位継承については、制限をもうけない。 

⑪ 市営住宅での「独居死」防止プログラムを策定し、ケア付住宅など具体的施策をすすめる。 
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（８）マンションなど、民間住宅への援助を強め、安心して住み続けられる街にする。 

① 新婚世帯向け家賃補助制度を復活させる。 

② 分譲住宅購入融資利子補給制度を拡充する。 

③ 建て替え支援など、民間分譲マンション居住者への援助を強める。 

〈ア〉大規模修繕、駐輪・駐車場の増設、集会所の新設及び改築などへの助成制度をつくる。ま 

た、階段手すりやエレベーター設置など、バリアフリー化の助成制度をつくる。 

〈イ〉通路・道路など、共有地への固定資産税・都市計画税の減免制度の拡充と条件緩和をおこ 

なう。 

〈ウ〉防犯カメラの設置補助制度は、エレベーターや駐車場などにも設置できるよう改善すると 

共に予算を増額し、改善する。 

（９）国に対して、UR 賃貸住宅再編、雇用促進住宅廃止などを見直し、公的責任を果たすように働

きかける。 

 

９、ＳＤＧｓの立場に立った取り組みをすすめる 

（１）ジェンダーフリーのとりくみをすすめる。 

① 同性カップルの住民票の続柄欄に｢夫または妻(未届)｣と記載することを認める。 

②「大阪市ファミリーシップ制度」の周知徹底につとめる。また婚姻届と同様に区役所でも受付  

できるようにする。 

（２） 市内全域で路上喫煙を禁止していることに鑑み、地域住民の意向を踏まえた適切な喫煙場所

を確保するなど、受動喫煙防止やポイ捨て防止など、環境整備、街の美化にとりくむ。 

（３） 大気汚染防止対策を抜本的に強化するとともに、公害被害者に対する新しい救済制度を早期

に確立する。 

  ① NO₂環境基準の達成目標値は 0.04ppm以下とする。そのために、大規模事業所の保有する自動  

車を対象に排ガス総量規制をおこなう。 

② PM2.5対策を強力に推しすすめるために、現行の全測定点（自排・一般）に測定器機を設置し、   

そのデータ集積と解析、対策に責任を持っておこなう。 

③ 未認定・未救済の公害健康被害者を救済するための新しい制度をつくる。そのためにも患者の

声を十分聞き、その実態を把握する。 

④ 小児ぜん息患者の実態を調査し公表する。 

（４）ストックホルム条約（ＰＯＰｓ条約）に新たに指定された有機フッ素化合物「ＰＦＯＡ」の汚   

染が、大阪市内で全国ワースト１の値が確認されている。汚染箇所の市民の健康被害なども含  

めた、徹底した実態把握調査を早急に行い、市民への啓発を行う。 

（５）土壌汚染対策法の趣旨にもとづき、市民からの調査請求権を盛り込むなど、実効性のある大阪   

市条例を制定する。 

（６）プラスチックゴミ対策をはじめ、さらなるゴミ減量推進、環境汚染対策にむけて以下のとりく  

みを強化する。 

① マイボトル・マイカップ推奨のために、公共施設等に給水スポットを増設し、広報に努める。 

② ３Ｒ（発生抑制＝リデュース、再使用＝リユース、再生利用＝リサイクル）を徹底する。 

③ 資源集団回収活動への啓発や助成の増額をおこない、草の根からのリサイクル運動をすすめ

る。 

④ 不法投棄対策を強化する。 

⑤ 一般家庭系ゴミ収集の民営化は中止し、公営に戻す。 

（７）アスベスト対策を強化して、市民の健康を守る。 

① アスベストが使用されている公共･民間建築物を「アスベスト調査台帳」として早急に一元管 
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理をおこなう。 

② 市担当部署に建築物石綿含有建材調査士を配置するとともに、市職員の意識向上をはかる。 

③ アスベストの健診を復活させる。 

④ 解体時のアスベスト有無を確認し、飛散防止対策を強化する。 

⑤ 民間建築物等のアスベスト撤去費用について、「大阪市環境保全設備資金融資」（アスベスト  

除去工事等）の復活や補助を充実させる。 

（８）地球温暖化・ヒートアイランド対策を抜本的に強化する。 

① 本市のあらゆる施策について、温室効果ガス削減の観点から総点検をおこない、是正する。 

② CO２排出量削減をすすめる。 

③ 公園整備を促進し、街路樹を大幅に増やすなど、緑化対策を抜本的に強め、緑被面積を大幅に   

増やす。 

（９）阪神高速道路西大阪線の安治川から大正西区間の料金を無料にするなど、43 号線の渋滞緩和

と沿線の環境改善をはかる。 

（10）公園樹・街路樹の一方的な伐採をやめ、公園や緑の空間づくりを積極的にすすめる。 

①「緑被率 15％」をめざして緑の空間を大幅に増やす。一人当たりの公園面積を７㎡においた 

計画を具体化し早期の実現をはかる。また、都市公園整備の目標を大きく改悪した新･大阪緑 

の基本計画は見直す。 

② 景観三法にもとづき、公共施設の屋上や公共スペース等も含めて緑の空間を大幅に増加させ 

る。 

③ 利用者や地域住民の意見を汲み、公園に街灯・トイレ・時計・チャイム・ベンチ・水道設備な  

どを設置、拡充する。 

④ 樹木の管理や雑草除去等の公園管理の予算をふやす。 

⑤ 児童遊園補助を元に戻す。 

⑥ 公園の遊具については、子どもたちの安全を第一に管理する。そのために系統的な定期点検と  

専門家による点検をあわせておこない、遊具に点検シールなど貼り付ける。また、砂場におけ 

る犬猫の糞尿対策を抜本的に改善・強化する。 

⑦ 公園用地などの計画決定においては、公園化の実現まで長期にわたる見通しの場合、地権者と

よく話し合い、意向をくみ上げて善意の協力を無にしないようにする。 

⑧ 様々な用途（スケートボード、ボール遊び等）にこたえる公園の整備をすすめる。 

⑨ 公園の整備にあたっては、パークＰＦＩ方式は採用しないこと。 

（11）各駅や市場・商店街の周辺に集中台数に見合う自転車置場を設置する。有料駐輪場の利用料の   

減免制度を拡充する。 

（12）歴史と文化のかおる大阪市を創る。 

① 下町に残る町並みの保存や自然環境の保全・修復をめざす対策をとる。 

② 地区計画や景観条例などを活用し、無秩序な開発を防止する。 

（13）生活道路等の補修予算を増額するとともに、私道上でも必要な箇所には道路照明灯を設置する  

こと。現在町会が管理している防犯灯については、維持管理が困難になり、廃止の箇所も増え

ている現状を調査把握し、電球の取り替えや電気代なども含め、大阪市の責任で維持管理を行

う。 

 

10、原発から自然エネルギーへの転換をはかる 

（１）国に対して即時「原発ゼロ」に向けて以下の点を求める。 

① エネルギー基本計画については、低エネルギー社会への移行を前提とし、すべての原発の廃

止と自然エネルギーへの抜本的転換を明記する。 
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② 自然エネルギーの普及をはかり、固定価格買い取り制度はすべての自然エネルギーを対象と

し、価格や年数などインセンティブが働くようにする。現行の電源開発促進税を財源にあて

るなどして、消費者への負担が増えない形とする。 

③ 原発運転期間の延長はしない。 

（２）関西電力に対して、ただちに原発を停止し、原発だのみから脱却するよう求める。 

（３）大阪市防災計画に、大阪市域全体を視野に入れた原子力災害対策を確立した原子力災害編を設  

ける。関西電力と「原子力発電所の安全確保等に関する協定」を締結する。 

（４）太陽光パネルの設置補助制度を復活させる。 

 

11、安心・安全・低廉で安定した水道事業をすすめる 

（１）安全な水を安定的に供給するために、水道事業は公営で続ける。広域化はしない。 

（２）浄水場のダウンサイジングを急ぐとともに、遅れている管路や浄水施設の耐震化を抜本的に強  

化する。 

（３）社会福祉施設への上下水道料金の福祉減免を復活する。 

（４）災害時の飲料水確保のためにも貴重な自己水源を確保する。配水管整備事業のスピードアップ 

をはかるとともに、貯水池の全市的増設など耐震計画の具体化をはかる。 

 

12、平和施策を推進する 

（１）自衛艦や米艦船など、軍艦船の大阪港入港は認めない。やむを得ない場合は外国艦船に対し

て、「非核証明書」の提出を義務づける。 

（２）二度と核兵器による犠牲者を出さないよう、被爆の実相の普及、反核・平和問題についての社  

会教育の取り組みを援助する。 

（３）大阪市として、2017 年７月、国連において採択され、2021年 1月に発効された「核兵器禁止 

条約」を支持し、政府に対して同条約への署名を求める。 

（４）自衛隊からの自衛官等の募集「協力」には、大阪市として、きっぱり応じられないことを表明   

する。住民情報データの提供はやめ、｢除外申出」についての広報につとめる。 

（５）「ピースおおさか」は設置理念にもとづいた展示内容に改める。予算を増額し、学芸員の増員  

を図る。 
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